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            午前９時００分 開議 

○議長（稲岡正一君） 皆さん、おはようございます。 

 いつものことで恐縮ですけれども、携帯電話、マナーモードまたは電源を切っていただ

きたいと思います。 

 また、児玉敬二君から欠席届が出ておりますので、ご報告をいたしておきたいと思いま

す。 

 ただいまの出席議員数は２１名で定足数に達しており、議会は成立いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしましたとおりです。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 市政に対する一般質問 

○議長（稲岡正一君） 日程第１、市政に対する一般質問を前回に引き続き行いたいと思

います。 

 １６番三木康弘君の一般質問を許可いたします。 

 三木康弘君。 

 

○１６番（三木康弘君） それでは、議長の許可がございましたので、１６番阿波みらい

三木康弘、一般質問をさせていただきます。 

 初めに、野崎市長には今議会初議会ということで、私も具体的な行政方針についてお聞

きすることと思います。よろしくお願いをいたします。 

 質問項目の１点目は、姉妹都市構想について、そして２点目は、産業振興や農業振興対

策について、そして３点目は、脇土成間の地域活性化インターチェンジの実現について、

そして４点目は、ＮＨＫ受信料の団体割引について。この３点目、４点目は短いですので

一緒に質問を申し上げたいと思います。 

 それでは最初に、姉妹都市構想について。 

 友人から平成２０年１月２日付で旧満州遼寧省阜新市より友好姉妹都市を締結しません

かという紹介があり、阜新市の案内ビデオと紹介冊子を当時の市長に手渡しまして、ダビ

ングをいたしまして、企画課、それから教育委員会、そして議会事務局にも見てもらうよ

うに置いておきました。当時副市長でありました野崎市長も阜新市の紹介ビデオを見られ

たと思うわけでございます。 
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 そして、お隣の美馬市も中国雲南省大理市と友好姉妹都市を結ぶべく、市長が大理市役

所を訪問しております。大理市は人口約６０万、面積１，４６８平方キロというふうなこ

とで、大理石の主要産地というふうなことで大理市という名がついたのだと聞いておりま

す。 

 一方、阿波市に締結を申し入れました阜新市は、瀋陽、昔の奉天より、北京よりに西へ

１９６キロ、それから二百三高地のある大連より北へ４３０キロの位置にあり、面積は１

万３５５平方キロで、人口は１９３万、徳島県、香川県を合わせたぐらいの規模でありま

す。旧満鉄もここで石炭の露天掘りを行っており、今は６基の火力発電所が電力を各地へ

送電をいたしております。また、めのうの産地でもあり、たくさんのめのうの工芸品が店

先に並んでおります。阜新市は徳島市程度の町並みが続くまちでございまして、やはりま

だ田舎町といったぐあいで、発展段階の１３億の人口の中国の中でも人口１９３万という

ふうな人数は余り驚くには値しないのではないかと思うわけでございます。そういうふう

なことで、こういうふうな姉妹都市締結というものをどういうふうに市長は考えておられ

るのかお尋ねをいたします。 

○議長（稲岡正一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） おはようございます。 

 三木議員の１点目の姉妹都市構想について、私のほうから少し前段で答弁させていただ

きます。 

 この今言われました中国阜新市との姉妹都市構想のご質問についてでありますが、改め

て中国の阜新市とはどういうところなのかということでまた調べてみました。阜新市は中

華人民共和国の東北地区に位置する遼寧省の北部丘陵地帯に市域が広がり、北は内モンゴ

ル自治区のホルチン草原に接しております。気候は大陸性気候で、半分が湿潤、半分が乾

燥しており、年平均降水量は４８１ミリメートルで、年平均気温は７．６度で、冬は厳寒

になります。総面積は先ほど言われましたが、少しちょっと私のほうが調べましたのが１

万４４５平方キロで、徳島県の約２．５倍あり、総人口は１９３万人となっております。

阜新市は、かつては中国の重要な炭鉱都市、石炭鉱業都市でありましたが、過度な採掘に

より急速な資源枯渇が進んでいるそうであります。 

 また、紹介ビデオも拝見させていただきました。自然にあふれた美しい都市という印象

を受けました。ビデオを見る限り、私から感じたところでありますと、これは阿波市と大

分違って大都市だなあと、ビデオではそういうように見受けられました。 
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 こうした中で、議員より姉妹都市構想についてご質問いただいておりますが、阜新市の

ような他地域との文化的、経済的、人的交流活動の展開は阿波市にとっても非常に大切な

分野であると認識しております。しかしながら、今国際化や各種交流活動の推進を図るに

は、まず最初に力を注がなければならないのが国際感覚あふれる人材の育成であると考え

ております。そのため本市ではいろいろ、ＡＬＴ、外国語の指導助手の招致や英語指導教

員の配置等により学校教育における外国語教育の充実を図り、幼いころから外国文化に触

れる機会を数多く設け、国際感覚を身につけた人材の育成に努めているところでありま

す。先ほども申し上げましたように、私の見た感じで、ビデオを見せていただきました

が、少し阿波市と人口、面積、いろいろ大きな差があるなあと、そういう感じで拝見をさ

せていただきました。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（稲岡正一君） 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） おはようございます。 

 今、三木議員から中国の阜新市というまちとの姉妹都市構想案どう考えてるのかという

ご質問でございますが、私もたしか助役当時の２年目ぐらいだったですか、三木議員のほ

うから阜新市の何かコインみたいなセットですか、それをいただき、またビデオも見せて

いただきました。 

 今、八坂部長のほうからお話がありましたように、ビデオを見る限り、あるいは阜新市

の調査をしてみる限り、徳島県と香川県との面積については同じぐらいの面積あるんじゃ

ないかな。あるいは、人口についても市の４６倍ぐらいになりますかね。徳島県の２．４

倍ぐらいのまちと思ってます。特に炭坑で随分と栄えたまちで、めのうの産地、学校教育

も非常に熱心な市と伺ってます。 

 今、八坂部長のほうからお答えいたしましたように、姉妹都市構想、非常に国際感覚を

養う、あるいは人的交流を深めることによって意義があることなんですが、阿波市と姉妹

都市をする限り、やはり阿波市にとってそれ相当なやっぱり利益が欲しいと考えてます。

気候的な風土あるいは規模等々考えてみましたら、やはりいま一度議会の皆様との話もし

ながら、やはり阿波市のためになるような姉妹都市っていうんですか、そんなところ等も

うちょっと調査しながら姉妹都市を結んでいきたいなとも考えてます。なお、しばらくお

時間をいただきまして検討していきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（稲岡正一君） 三木康弘君。 
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○１６番（三木康弘君） ありがとうございました。 

 では、再問をさせていただきます。 

 中国といいますと発展途上であります。こういうふうな発展途上の国との国際交流はさ

まざまな意味でメリットがあるわけであります。その国のダイナミズムを取り込むことも

この一つであります。そしてまた、文化の違いを肌で感じることも青年層には重要であ

り、自国の文化の質といいますか、自国の文化の品格を再確認することにもつながりま

す。一生に一度の宝となると思われるわけでございます。美馬市でも、木屋平村の中学生

との国際交流、一応ホームステイの受け入れのお願いが訪問の目的の一つだったと聞いて

おります。そして、昨年北京オリンピックの終わった中国は、過去の東京オリンピックの

後の日本の高度成長のときと同じく右肩上がりで、これから経済成長が進んでいくと予想

されます。今回の不況に対しましても、日本円で５４兆円の景気対策を打ち出しておりま

す。そして、今の日本の成熟期と違いまして、国民全体がハングリー精神が旺盛で、何で

も吸収して成長してやろうという意欲に満ち満ちております。一方、日本では労働人口の

減少が確実で、いかにして現状を維持するかが問われているというのが状況です。唐様で

売り家と書く三代目という川柳がございますけれども、そんな状態にならぬよう、発展段

階の国のダイナミズムを取り入れ、異文化を肌で感じることは新たなる目覚めにもつなが

ろうかと思うわけでございます。そういうふうな点を十分に自国の、あるいは阿波市の今

の状況等を十分に考慮いただき、それから教育長も英語教育をされておりますけれども、

やはり向こうも外国語第１は英語でございます。そして、ビデオにもございましたけれど

も、中国語、英語、そして日本語と、こういうふうなふきかえをしたビデオであったはず

でございます。そういうふうなことで、今後の青少年の未来展望のためにもやはり文化交

流というものが必要かと思われます。再度お答えいただいて次に移りたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 三木議員の再問にお答えをいたしたいと思います。 

 先ほど市長がご答弁申し上げましたとおりでありますが、今、先ほど私がご答弁した

中、ごく一部の調査ということで、今議員が言われましたように、商業、工業、農業、そ

ういった部分をいろいろ市としても調査をして、阜新の状況、もっと調査をする必要があ

ると思います。そういったことで、先ほど市長が申し上げましたように少し時間をいただ

いて検討していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 三木康弘君。 



- 111 - 

○１６番（三木康弘君） よくわかりました。私の友人も井川におりましたけれども、井

川町とタクイラ市というふうなまちとの国際交流もしておりました。それもやっぱりその

まちの大小の差も大きなものがございましたけれども、先進国とするのと、それと開発途

上国とするのとではまた意味合いがすごく違うわけでございます。もう特に我々日本国は

昔、日出ずるところの天子、書を日没するところの天子にいたす、つつがなしやというふ

うなことを随の国へ送りましたけれども、今は現状が反対になっておるわけでございま

す。そういうふうなことで、いろいろな政治制度、政治の内容も違う国でございますけれ

ども、行く行くは方向は同じ方向へ向いていかざるを得ないというのが多分世界情勢の現

状であろうと思います。そういうふうなことで、よくご検討をいただきたいと思います。 

 それでは、次の産業振興、それから農業振興についてに移らせていただきます。 

 まず、農業振興について。 

 米価が３０キロで６，０００円を割り込みまして、地球温暖化、それから輸入農産物の

自由化等の影響で多種多様のカメムシが越冬もし異常繁殖をするというようなが今日の状

況でございます。数年前まで米になんかは寄りつきもしなかったカメムシでございますけ

れども、米の汁を吸うようになり、１等米が２割、３割しか出ないというふうなのが今の

お米の状況でございます。ですから、米３０キロの平均売り上げは５，０００円程度にし

かならないというのが今の状況で、１町つくろうが１０町つくろうが、米作農家であれば

所得はもうほぼなしと言ってもいいぐらいであろうかと思います。 

 それから、昨年は阿波町農協でブランド化された阿波山田錦という酒米が、種もみ生産

あるいは乾燥の段階で他の品種が混入して種もみがまざり込むという大失態を演じたわけ

でございます。そして、生育段階でやっとそれがわかり、田んぼに入って違った稲穂を抜

くといった状況になってしまいました。科学的にも前代未聞の大混乱に陥ったわけでござ

います。 

 それから、市内の各農協の売り上げ等も低迷しておりまして、財政的な余力がなく、直

接利益をもたらさない営農指導員を減らすように各農協ともなっております。こういうふ

うな種もみの管理のチェックもできないようではどうしようもないわけでございます。 

 そして今後、各種野菜への取り組みが農家にとって急務となっております。そうしたさ

まざまな野菜栽培を試みる上で欠かせないのが営農指導員の存在であります。昔は農協の

営農指導だけではございません。市場町にも県の改良普及所があったので、長靴のままで

も走り込んでいって病虫害の相談にも乗ってもらっておりました。そうした場所と人材が
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この農業立市をうたう阿波市には絶対に必要と思われますが、野崎市長のお考えはどうな

のか。 

 それから、農政課、そして農業委員会というふうな位置づけについてどうなっておるの

か、どういうふうな仕事をされておるのか。そして、前市長には私も農業委員会の会に

二、三カ月に一度は出席して直接意見を聞かれたらどうですかということを申し上げてお

りましたけれども、そういうふうなことを新市長はなされるのかどうか。私もずっとこの

市役所を見ておりますけれども、農業関係の雑誌、特にタキイ種苗やサカタのタネ、ある

いはキョウドウといった種屋さんは春夏もの、それから秋冬ものの野菜の種ものの情報、

そして栽培管理の新しい品種の情報等は雑誌で出しております。庁舎内にこんなもの置い

てあることはなかったと思いますけれども、こういうふうな営農指導に関してやはりもう

少し強化、補強をするべきではないのかと思うのですけれども、関係部長あるいは市長の

お考えをお聞きいたしたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 田村産業建設部長。 

○産業建設部長（田村 豊君） おはようございます。産業建設部長でございます。 

 今、三木議員のご質問でございます、営農指導員を置くことについてというふうなこと

のご質問についてお答えをさせていただきたいと思います。 

 初めに、阿波市の農業の状況について少しお話をさせていただきたいと思います。 

 阿波市につきましては、県下有数の農業地帯であり、農業中心に発展をしてきたところ

でございます。農業の状況といたしましては、現在耕地面積が３，９１０ヘクタール、農

家戸数が４，４００戸余りございます。主要な農作物といたしましては、ナス、レタス、

トマト等がございまして、この３品につきましては県下で第１位の生産を誇っておりま

す。さらに、ブロッコリーとかイチゴ、大根等がございます。しかし、近年農業を取り巻

く状況は非常に厳しいものがございます。農家数の減少、就業者の高齢化、担い手不足、

さらにまた遊休農地の増加等がございます。それにつけ加えて、農産物の価格の低迷とい

うふうなものもございます。いろんな課題を抱えながら厳しい状況でなかろうかと思って

おります。 

 さて、ご質問にありましたように営農指導の状況ですけれども、阿波市の現在の農業の

営農指導につきましては、現在市においては、市の職員では専門指導員を配置はいたして

おりません。それで、農家に対する専門的な指導なり支援につきましては、県の機関でご

ざいます東部農林水産局、吉野川農業支援センターというふうに言っておりますけれど
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も、支援センターと各ＪＡの職員の方が、ＪＡにつきましては組合員の指導というふうに

なろうかと思いますけれども行っております。それで、吉野川の支援センターの普及支援

の体制につきましては、現在職員の方が１６名おいでるというふうなことで、１６名で吉

野川市と阿波市の農家の指導を行っておるというふうに聞いております。それで、その支

援につきましては支援班が３班体制とブランド班１班体制で活動されておるというふうな

ことでございます。ＪＡにつきましては、聞いてみますと、各ＪＡとも１名ないし２名の

普及指導員で組合員に対応しておるというふうなことでございます。 

 それで、市に専門的な指導員置くかどうかっていうふうなことでございますけれども、

このことにつきましては昨日の松永議員のご質問にもございましたが、そのときに市長が

お答えをさせていただいております。専門指導員といいますか技術員的な職員の配置につ

いては考えていくということでございます。ただ、専門指導員につきましては、単に営農

指導だけでなくて、阿波市全体のやっぱり農業を考えて、市の農業全般について企画とか

立案ができる専門的な知識とか技術を持った人材が必要でないかというふうに考えてま

す。それで、まずはＪＡとか改良区、農業後継者、関係機関団体と協議会的なものを立ち

上げまして、阿波市の農業についていろいろ協議をして、その中で専門職の配置について

もどのような形で置くかというふうなことについて協議をしてまいりたいというふうに考

えております。 

 それと、農政課はどういう仕事をしているのかというふうなことでございますけれど

も、農政課につきましては、阿波市の農政全般、また林業の全般というふうなことで担当

いたしております。 

 それと、農業委員会につきましては、毎月定例会を開催いたしまして、農地法３条、４

条、５条っていうふうなことありまして、農地の異動、３条につきましては売買の許可と

いいますか、４条につきましては自分で自分の土地を転用する、５条につきましては異動

が伴う転用というふうなことでいろいろ審議をしていただいておりますし、遊休農地等に

つきましても調査をしていただいているように聞いております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（稲岡正一君） 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 三木議員からは農業振興どうするのかという、非常にカメムシの

増加ですか、あるいはＪＡ阿波の山田錦に違う品種のものが入ったというような、非常に

現場での問題点も指摘いただきました。そんな中で、農業振興のための農業関係団体等々
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との市長は対応はどう考えてやっていくのかというようなことなんですが、今回の私の選

挙戦での公約、農業立市ですか、目指しての中でもご説明申し上げましたけれども、一つ

にはやはり阿波市、農業立市が今の時代では一番安定した産業の育成になるんでないか、

あるいは市民の幸せになるんでないかと思ってます。いろいろ考えてみましたら、阿波

市、主要農産物、県下１位のものが、ナスであるとかレタス、トマト、あるいは県下２位

のものがブロッコリーというような非常に優秀な生鮮食料品の供給基地っていいますか、

都市圏での供給基地になっておることは事実でございます。そのあたりをなおさらにパワ

ーアップしたいなと思ってます。 

 今、産業建設部長からも事細かくご説明いたしましたように、まず農業関係の団体、Ｊ

Ａ、農協、あるいは農業共済組合、あるいは土地改良区等々の、トップの方とは言いませ

んけれども、本当に真剣に阿波市の農業を語れる人とともに対話を進めていきたいな。そ

のほかにも農業関係の現場での生産あるいは流通、消費、あるいは処理加工、ブランドづ

くり等々も含める上で、やっぱり商工関係も同じように農業関係団体等参加を願うという

ような組織を早急に立ち上げたいと思ってます。特に農業関係については、阿波市には専

門職も配置しておりませんし、なかなか企画立案部分で非常に弱いところがあるんじゃな

いか。まして、農協等とも本当に営農指導員の配置が、なくなってはおりませんけども非

常に少なくなってる。現場での農家対応も本当にできてないという現状がございます。 

 私もこのたび機会を得て、阿波の西の端から東の端まで随分と時間をかけて歩いてみま

したが、やはり東行くほど農業の形態、非常に西と比べて進んでます。ハウスにしろ、作

物の形態にしろ随分違うなというのを実感してます。そんなところで阿波市の公平感とい

いますか、農業関係の公平感、東の農業の進んでる部分を西へもやっぱり誘導しなければ

いけないということも考えておりまして、農協等々も相談しまして、企画立案をできる人

の配置、あるいは現場での営農指導ですか、営農指導については本当に合理的あるいは計

画的に集団指導ですか、作物別の集団指導体制っていうんですか、そんなところを吉野川

市の支援センターにもお願いして、本当にしっかりとやっていきたいなと思ってます。 

 特に、たしか平成１４年３月に徳島県のほうが２１世紀初頭の徳島県の農業関係の振興

を図るための相当立派な、分厚いんですが、振興計画ですか、それを立ててます。その中

で、特に農業関係の目指す方向ですか、施策の展開方向っていいますか、活力のある農業

の振興につきましては、阿波市を中部地域っていうんですか、中部地域の施策を方向づけ

て位置づけてます。これは県議会の承認もいただいてできた振興計画でございますけれど
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も、一番に挙げてるのがやっぱり人づくりっていうんですか、人づくり、組織づくり、あ

るいは生産基盤づくり、新技術の開発等々が中にありますけれども、阿波市の中部地域の

振興については特に野菜、園芸の振興、あるいは吉野で出すブランドを維持していてる原

因何かっていいましたら、やはり畜産農家の家畜排せつ物ですね。あれを非常に農地還元

しやすくして、本当に有機を使ったレタスづくり、そのあたりが、吉野レタスが今本当に

ブランドを維持してる最高の原因じゃないかな。耕種農家と畜産農家、スムーズな堆肥に

よる有機づくりをやりながら、新鮮でしかもしっかりしたレタスができる、あるいは野菜

ができるようなこともやっていきたい。これは私も随分県庁で、ほとんどこればっかりや

ってきたような帰来もあるんですが、そこらあたりも一生懸命自分の知恵出しながら指導

もしていきたいなと思ってます。あと、県の農業の振興計画では優良農地の確保であると

か、あるいは北岸用水の末端整備であるとか、それから善入寺島の野菜産地っていうんで

すか、さらに強力に進めていきたいというようなことも県では振興計画に入っております

ので、そのあたり県とも十分に協議を重ねて、連携して阿波市の農業関係を振興していき

たいと、このように思ってますので、議会の方にもご理解をいただきましてご協力願いた

いと思ってます。 

 以上です。 

○議長（稲岡正一君） 三木康弘君。 

○１６番（三木康弘君） ありがとうございました。野崎市長には農業分野のプロでござ

いますので、よろしくお願いしたいと思うわけでございます。 

 今も話にありましたけれども、地域のブランド野菜というふうなものをつくるには、や

はり専門家が、阿波市独自の、そして阿波という地域を愛する営農指導員だからこそでき

上がってくるものだと思うわけでございます。夏秋ナスにしても、吉野柿島のレタスにし

ても、山田錦といった米のブランドにしても、やはりこういうふうな中で育つのではない

かと思うわけでございます。上勝の彩という料理のつまものを産地化したのも、この地域

を愛する農協の職員だったと聞いております。そういうふうなことで、営農指導について

は経費的に許す限り捻出をしていただいて、嘱託でもよろしいですけれども、最初はそう

いうふうな形でもよろしいですけれども、やはりそういうふうなことでフルにそういうふ

うな職員を利用して農産物のブランド化というものを進めていってもらいたいと思うわけ

でございます。そして、そうした中で農産物の加工販売といったところまで手をつけてい

っていただくようにお願いしたいと思うわけでございます。阿波市を取り巻く農業にはも
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う一つ、郡をまたいだ合併というふうなことで、板野郡農協、それから旧阿波郡の農協と

いうふうなことでなかなかまとまっていかないというふうな面もございますけれども、そ

ういうふうな面も十分にご配慮いただいて、香川県であればもう県が１農協というふうな

形でなって販売戦略を立てております。ですけれども、徳島県の場合は、大津、里浦、そ

れから徳島市農協がやはり合併には絶対反対といった形をとっておりますので難しいかと

思います。それなら、阿波市だけでも、農産物販売の部門からだけでもやはり統一した形

というものをつくれんかなというふうなことで前向きに進めていってもらいたいと思いま

す。 

 それで２点目、さっき質問するのを忘れておったんですけれども、２点目の産業振興に

ついてお願いしたいと思います。 

 アメリカ発のサブプライムローンの破綻から１００年に一度と言われる世界的不況の

中、地元の中小企業の経営状態の把握はできておるのかと。また、市として、その対策は

考えておられるのかというふうなことをお尋ねをいたします。 

 阿波市にも三菱自動車の車体をつくっております水島プレス、それから日産のホース関

係をつくって納入しております十川ゴム、そして車の配電関係をつくっておる矢崎の四国

部品ＫＫ等がありますけれども、多分減産を余儀なくされておると思うわけでございま

す。また、ベアリングを生産している会社では、もう週３日しか機械を稼働させない、働

かないというふうなことも聞きます。新しく市内で事業を始める企業には１億円の借り入

れに対してその利子補給をするという制度を設けておりますけれども、既に操業している

企業にもこんな不況時にこそ助けの手を差し伸べるべきだと思うわけでございます。１億

円を限度として、金融機関と連携して利子分を負担して、新分野の開拓なり、体質の強化

なりをこの不況のときにこそ図っていくべきだと考えるわけでございます。 

 昨日もちょうど見ておりましたら、ＮＨＫの、皆さんも見た方も大勢おると思いますけ

れども、クローズアップ現代で、車がハイブリッド車から２０年後にはＣＯ２を出さない

電気自動車の時代が来ると予想されておりました。今までの車なら３万個の部品が必要だ

けれども、電気自動車であればその１０分の１の３，０００個の部品でつくれるというふ

うなことで、新規参入企業が続々と登場しておるわけでございます。そして、電気自動車

の命でありますバッテリーも中国の潜水艦のバッテリー技術を採用している日本のベンチ

ャー企業も紹介をされておりました。そういうふうに、やはり新分野の開拓というふうな

こと、あるいは体質強化というふうなことをしていかなければ、旧阿波町の企業ではござ
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いませんけれども、やはり撤退していくと、この地域から撤退していくという企業も今後

だんだんと出てくると思われます。そういうふうなことに対してもう少し援助の手を差し

伸べるべきではないかと思いますけれども、この点について質問をいたします。 

○議長（稲岡正一君） 田村産業建設部長。 

○産業建設部長（田村 豊君） ただいま三木議員の２点目の質問でございます、産業振

興についてということでございます。 

 今、議員のほうからもお話がございましたように、世界的な金融危機というふうなこと

で、１００年に一度の経済危機というふうに言われております。日本経済にも大きな影響

を与えているところでございます。先般内閣府が発表しました１月から３月期のＧＤＰ、

国内総生産につきましては、年率換算でいたしますと１５．２％減になっておるというふ

うなことでございます。昨年の１０月から１２月期が１４．２％の減でありましたので、

さらに後退して悪化しておるというふうなことで、戦後最大のマイナス幅を記録しておる

というふうなことでございます。このことにつきましては、ちょっとけさの新聞を見てお

りましたら、少し持ち直すのかなあというふうなことが載っておりました。それと、日銀

発表によります徳島県の金融経済情勢につきましても、前月に続き景気は大幅に悪化して

おるというふうに分析がされております。 

 さて、阿波市の状況ですけれども、現在商工会に加入をいただいております業種別の企

業の数は、建設業が２０４社、製造業が１４９社、卸売業が１７社、小売業が３１１社、

飲食、宿泊業が７９社、サービス業が１４６社、その他６２社、１，００４社ございま

す。 

 それで、市内の中小企業の経営状況についてはどんなんかっていうふうなことですけれ

ども、このことにつきましては中小企業向けの融資制度、セーフティネット資金の制度が

ございます。最近この利用がかなりふえております。その状況といたしまして、平成２０

年、昨年の４月から昨年の１０月までの間では利用が１４件でございましたが、平成２０

年、昨年１０月からことしの３月までの間には１５８件というふうなことで非常にふえて

おります。景気低迷の中で市内業者におかれましても業績悪化によって資金繰りが苦しい

状況がこの数字からもうかがえるんじゃないかというふうに思っております。 

 非常に厳しい経済状況の中で中小企業に対する支援については、まずは当面の措置とし

てセーフティネット資金とか経営安定借りかえ制度というふうな国の制度がございますの

で、その制度、さらには市が実施している商工業振興資金利子補給制度について積極的に
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活用いただいて、当面の厳しい状況に対処をしていただきたいというふうに思っておりま

す。 

 商工会につきましても、先般４商工会が合併をいたしまして阿波市商工会が発足をいた

したところでございます。商工会におきましても中小企業を支援するいろんな施策を推進

をしていただいておりますが、今後におきましても市としても阿波市の商工会と事業を支

援していきながら商工会と協力、連帯をしていって、市内業者の安定のため努力をしてま

いりたいと思っております。 

 それと、先ほど議員のほうから非常に企業は厳しい状況があるというふうなことで、そ

ういう企業に対して新しい市としての支援制度について設けたらどうだというふうなこと

でお話がございましたけれども、その点につきましてはまた十分勉強させていただきたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 三木康弘君。 

○１６番（三木康弘君） 今、部長のほうから答弁ありましたけれども、やはり今年度に

入ってからいろいろな金策をしている企業がたくさんあり、１５８件ですか、そういうふ

うに１４件から１５８件にふえたというふうなことで、こういうふうな件数から見ても今

の状況がどういうふうな状況であろうかというふうな、中小企業にとりましてどういうふ

うな状況にあろうかということはわかるわけであります。 

 そして、ちょっとこれ参考までにお聞きしたいんでありますけれども、旧町時代から今

日までの間で、市内で新規に事業を始めた企業で、市の制度を利用して１億円を借りてい

る企業は何社あるのか。そして、その利子補給はどの程度になっているのか。阿波市の財

源にどのように影響しておるのかというふうなことをお聞きいたします。 

 そして、企業から、こういうふうな新しい企業が入ってきたら固定資産税あるいは税金

というふうなものが入ってくるわけでございますけれども、企業から税金を取り立てるだ

けでは昔の悪代官と何ら変わらんわけであります。企業が苦しんでおるときにこそ助けの

手を差し伸べてこそ現代の官庁の公務だと、こう考えるわけでございます。市としても苦

しい台所事情というふうなものはわかりますけれども、やはり今の中小企業はそれ以上で

あるわけであります。いろいろな枠、市内の分野を精査して、やはりもう少し金の使い道

を考える必要があるのではないかと思います。この今言いました新規参入の事業始めた企

業に１億円を限度として貸し付けをした企業、そしてその利子補給の金額は幾らになるの
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かお尋ねをいたします。 

○議長（稲岡正一君） 田村産業建設部長。 

○産業建設部長（田村 豊君） 三木議員の再問にお答えいたしたいと思います。 

 １億円を貸し付けた企業への利子補給というふうなことでございますけれど、現在阿波

市にございます制度につきましては、阿波市商工業振興資金利子補給規定というふうなこ

とで利子補給の制度がございます。１企業５５０万円以下の借り入れ内には１０％以内で

利子補給するというふうなことで、この数字につきましては手元に資料がございますので

発表いたしたいと思います。平成１８年度につきましては１４件ございました。平成１９

年度は１２件、平成２０年度は１６件というふうなことでございます。それで、今ご質問

ございました１億円の貸し付けの利子補給っていうふうなことについてはちょっと調べさ

せていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

（１６番三木康弘君「ほな、１億円ではないっていうことです

ね、借りた金額は」と呼ぶ） 

 失礼します。市の制度につきましては阿波市商工業振興資金利子補給制度っていうふう

なものがございます。これにつきましては、１企業について５５０万円以内の借入額を対

象とするというふうなことで、それについて利子補給は１０％以内というふうなことで、

現在１０％で運用させていただいております。この制度でございます。 

 以上です。 

○議長（稲岡正一君） 三木康弘君。 

○１６番（三木康弘君） 今の部長の答弁で結構なんですけれども、阿波市の場合は、水

島プレスが来たときも、それからアワーズができたときもたしか１億円を限度として利子

補給をしておったと思うんですけれども、後でまたお教えいただきたいと思います。 

 それでは、こういうふうな状況でございますので、中小企業に対するやはり支援という

ふうなことを十二分にお考えいただいて、あるいは商工会のほうも一緒でございます。本

当にここの中の空気とは違うものがございます。やはり外は大あらしでございますので、

よくよくお考えいただいて検討をお願いいたしたいと思います。 

 それでは、次の質問に移らせていただきます。脇土成インター間の地域活性化インター

チェンジの実現についてであります。 

 野崎市長もご存じのように、徳島自動車道、脇土成インター間にはほぼ２０キロの間イ

ンターチェンジがございません。阿波市の西半分の住民は徳島方面へ行くのにはほとんど
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全くと言っていいほどこの高速道を利用することはございません。比べて、高松道は国交

省と道路公団との折半で３キロ、５キロ置きにインターチェンジが設けられております。

だれが見てもこの不公平きわまりない高速道路事情を改善しなければ、また板野インター

とこちら側の徳島道との山際での連結がなされなければ、土日、祝日、このごろどこへ行

ってもＥＴＣ料金の見直しで１，０００円というふうな恩恵にも非常にあずかることがで

きない、薄いものになるわけであります。板野インターチェンジとの連結を国に対して求

めるのは、この阿波市の将来を考えた場合、当然のことであります。が、その前に、中間

地点である大俣地区に徳島方面へのハーフインターを設けて、阿波市民がひとしくこの高

速道の恩恵を受けるよう、国、公団に対して求めるべきだと考えます。フルインターであ

れば３５億円、４０億円とかかりますけれども、ハーフインターであれば１５億円、１６

億円の金額であります。公団も料金所から西側については費用負担するはずであります。

残りの費用を合併特例債、あるいはことし出ております景気対策の資金等を利用すればそ

う難しいものではないと思うわけでございます。未来への財産として高い買いもんではな

いと思うわけでございます。せんだっても申しましたけれども、私も仙谷事務所で国交省

の担当者に来てもらいまして話す機会を持ちましたけれども、要はトップ、市長の決断次

第だと言われております。どのように市長は考えておられるのかお尋ねをいたします。 

○議長（稲岡正一君） 田村産業建設部長。 

○産業建設部長（田村 豊君） 三木議員のご質問でございます、インターチェンジの問

題についてお答えをさせていただきたいと思います。 

 まず初めに、高速道路の徳島自動車道につきましては、全長が約９５キロメートルござ

います。４車線化の整備がされている延長は１４．７キロメートルでございます。それ

で、整備率につきましては１５％と非常に低い状態でございます。現在４車線化の要望活

動を行っているところでございます。それで、平成１９年には徳島自動車道４車線化促進

期成同盟会によって、さらに本年１月２８日には、また市長、さらに議会議員も一緒にな

って国土交通省、県内出身の国会議員に対しまして要望活動をいたしたところでございま

す。それで、先般国土交通省が明らかにした内容によりますと、現在暫定２車線の徳島自

動車道でございますが、その整備計画として事業費で約１００億円を現在予定をしておる

というふうに伺っております。付加車線１０キロメートルぐらいの工事を計画をしておる

というふうなことでございます。 

 なお、こういう事業が発表されましたので、これを受けまして先般５月２２日です、要
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望活動として徳島県知事、徳島自動車道４車線化促進期成同盟会会長、三好市の市長がさ

れております、関係自治体職員、県中小企業団体中央会関係者などが西日本高速道路株式

会社を訪問し、要望いたしております。要望は３点要望いたしております。１点目は、徳

島自動車道の早期４車線化であります。２点目は、緊急対策として付加車線の大幅増設を

してくださいということ。３点目につきましては、工事に際して県内企業の受注機会の確

保及び県内の資材の優先使用というふうな、この３点について要望をしているところでご

ざいます。実は、私もこの要望活動に参加をさせていただきました。 

 それで、地域活性化インターチェンジにつきましては、平成１９年８月１６日に現地を

調査し、同年８月２９日に特別委員会によりまして徳島県土木部高規格道路推進局に対し

設置要望を行っております。そのときに県の担当者より、設置基準なり制度等について説

明を受けました。その説明内容につきましては、本線直結のインターチェンジについて

は、制度上は可能でありますがというふうなことで、道路構造令等に基づく縦断勾配が

２％、特例は３％らしいんですけど、以内ということと、トンネルから最低２キロ以上の

距離が必要ですよというふうなことで説明を受けております。それで、この条件をクリア

できる場所については、阿波市では県道仁賀木山瀬停車場線周辺かなあというふうなこと

でございます。この周辺につきましては自動車道縦断勾配が２％から５．３％ぐらいにな

るというふうなことでございます。それで、徳島方面へのハーフインターであれば制度上

設置が可能ではないかというふうに言われております。しかし、ハーフインターの建設で

は非常に費用対効果というふうなことで少し問題があるんかなあというふうにも考えてお

ります。インターチェンジの建設については、総事業費に対する費用対効果というふうな

問題もあるし、市の財政状況等も考えていかなければならないというふうに思っとります

ので、今後十分協議なり検討しながら考えていかなければならないかなあというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

（１６番三木康弘君「市長のお考えは」と呼ぶ） 

○議長（稲岡正一君） 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 三木議員からの脇土成インターチェンジ、脇土成間の地域活性化

インターチェンジをやったらどうかというお話でございますけれども、今産業建設部長か

らもご説明いたしましたが、４車線化につきましては私も何度か関係機関へ要望、陳情に

行きました。その中でいろいろ、交通量とかいろんな問題はあるわけなんですが、このた
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び徳島自動車道の整備計画の中で事業費１００億円、付加車線ていいますか、譲り路線て

いうんですか、ほれで１０キロぐらいができる、４カ所ぐらいというふうな話も伺ってま

すけれども、そのほかに地域活性化のインターチェンジという問題がありまして、これも

三木議員も私も一緒に現場へ行きました。いろいろ道路構造令等々問題はあるようでござ

いますが、ハーフインターなら何とかできるんじゃないかっていうふうな話もお伺いして

ます。 

 そこで、今後市長の判断で前へ行くのか、とまるのか、決まるというようなお話でござ

いますけれども、インターの脇町ですか、脇町の場合がたしか１日２，７００台、２，７

７０台ぐらいと思うんですが、あと土成が２，３００台ぐらいどうも通行してるようで

す、インターチェンジを利用してる。じゃあ、市場なら市場でのハーフインターだったら

どのぐらい利用されるのかっていう費用対効果の問題もあろうかと思います。こうなりま

すと、そのあたりの調査がまるっきりできておりませんし、あと仮に市場なら市場でハー

フインターをする場合、利用するお隣の吉野川市さんですか、そのあたりとも事前にもう

協議も必要じゃないかな。あるいは市内、あるいは近隣の企業、あるいは市民等々の利用

状況ですか、そんなことも調べなきゃならんかなと思ってます。そのあたりこれから本当

に調べてみまして、前へ向いていくのか、とまるのか、検討を積極的にやってみたいなと

思ってます。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 三木康弘君。 

○１６番（三木康弘君） なかなか進まない話でございます。こういうふうなことを吸い

上げる機関がなかったというふうなこともありますけれども、やはり意見は吸い上げるよ

うに言っていかなければ、御無理ごもっともでは何にもならんわけであります。徳島市と

結ぶというふうなことだったら、やはり愛媛県の職員が徳島県へ出張する、徳島県の職員

が香川県、高知県へ出張をする、そういうふうなための高速道路みたいなもんでありまし

て、本当に物流、それから人間の流れの面から考えましたら、地方都市と大都市を結ぶと

いうのが高速道路の本来の意味であり目的であります。我々が今要望しなければならない

のは４車線化ではなくて、板野インターとをつなぐことだと私は思います。そうすれば、

おのずと利用台数はふえて４車線化はついてくるのであります。でない限り、車の台数は

ふえませんし、脇インターでおりる車も、それから土成インターでおりる車もやはりなか

なかふえるものではないというふうなことでございます。この地域の産業発展のために
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も、やはりこういうふうな要望というものは、最初から地域の要望というものを上げてい

くべきものであろうと思うわけでございます。土柱パーキングでのＥＴＣでのインターも

考えられるわけでございます。それでもやはり少しはできれば違うかと思うわけでござい

ますけれども、西行きは簡単でございますけども、東行きの、東側行きのその車の入り口

の面が多分傾斜が大分急勾配でございますので、普通車でしたらよろしいけれども、大型

車あるいは大型バスというふうなことになるとやはり道路の改善が必要であろうと思うわ

けでございます。そういうふうなことで、どうしてもこの阿波市に必要なインターチェン

ジはつくるのだというふうなことで、お隣の香川県を見比べながらやっていただきたいと

思うわけでございます。 

 それでは、次の質問に移らせていただきます。ＮＨＫの受信料の団体割引につきまして

質問をいたします。 

 市内ケーブルテレビが完成いたしまして、ほとんどの１万４，０００戸近い軒数がこの

ケーブルテレビに加入したわけでございますけれども、ＮＨＫの受信料の団体割引という

のはあるのか。特に、もうこのごろはほとんど全部といっていいほど口座引き落としにな

っておるはずでございます。全く徴収には手間のかからん状態というふうなことで、本当

にＮＨＫにとりましては願ったりかなったりの状況と思われますけれども、団体割引とい

うものがあったのか、あるいはあるのか。 

 それから、私なんかもこのケーブルテレビができるまではＢＳは見ていませんでしたけ

れども、こういうふうな衛星放送について契約をし直してくれというふうなことで私の家

にも来ましたけれども、ＢＳ料金追加というふうなことでありますけれども、そういうふ

うなことについて余り希望しなくても、このケーブルテレビに入った以上はＢＳも見てお

るというふうなことでこういうふうな契約になったのではなかろうかと思いますけれど

も、こういうふうなＢＳについても団体割引があるのかどうかをお尋ねをいたします。 

○議長（稲岡正一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 三木議員のＮＨＫ受信料の団体割引についてのご質問であり

ますが、現在阿波市ケーブルネットワークの加入者、４月末現在でありますが、１万３，

０５７件であります。世帯数からいいますと約９０％の加入となっとります。今お話があ

りましたように、ＡＣＮではＮＨＫ受信料金の取り扱いはしておりませんので、ご質問の

団体割引があったのか、またＢＳの場合はどうなのかについては該当していないところで

あります。 
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 少し概要を申し上げますと、ＮＨＫ受信料はケーブルテレビの加入の有無に関係なく、

放送法や日本放送協会放送受信規約で、放送受信契約者は放送受信料を支払わなければな

らないと義務づけをされています。テレビ放送のうちＮＨＫが受信料契約上で区分してい

るのは、地上アナログ放送と地上デジタル放送まとめた地上契約とＢＳ放送に地上契約を

結んだ衛星契約があります。 

 受信料は各戸のアンテナやケーブルテレビで受信できる状況に応じ、ＮＨＫと視聴者が

それぞれに契約を結んで口座振替などで納付をされております。この方法のほか、そのエ

リアのケーブルテレビ局が取り扱っている場合に限定をされるわけですが、加入者がＮＨ

Ｋ受信料を支払うと希望される方だけを対象に、そのケーブルテレビ局の集金業務におい

てケーブルテレビの使用料の集金にあわせてＮＨＫの受信料を集金している場合がありま

す。これを団体一括支払いといい、局が一括集金してＮＨＫに納付することによって加入

者にとっては割り引きが受けられる仕組みとなっとります。 

 現在、本市のＡＣＮではそういったことについては取り扱っておりませんが、これは事

務が煩雑になることのほか、集金プログラム、今の改修経費とか、他の事業者であるＮＨ

Ｋの料金を、このＡＣＮについては一般会計で運営しておりますので、それの料金を一般

会計に繰り入れることの危険性、また大きな問題として受信料の未払いという問題が生じ

ることが危惧される事柄です。現在ＡＣＮ使用料は非常に高い収納率ではありますが、一

部未納があることも事実であります。同様に、ＮＨＫ受信料においても全額完納は非常に

難しいのではないかと考えております。しかし、ＮＨＫへは対象となる全額を納付しなけ

ればなりませんので、市は不納分料金を立てかえなければならないことになります。他局

の実情などを調査しますと、未納者との連絡がとれないと、そういう問題も発生をしてい

るようでありますので、滞納問題を抱えるおそれがあります。そういったことで、ＡＣＮ

もいろいろ検討した上で、このＮＨＫの受信料については扱っていないような状況であり

ます。また、現段階では、今後そういうことを取り扱うということありますが、今後もそ

ういった取り扱う予定はございませんので、ご理解をいただけたらと思います。 

 以上であります。 

○議長（稲岡正一君） 三木康弘君。 

○１６番（三木康弘君） なかなか徴収問題があるので難しいというふうなことでござい

ます。それで、このケーブルテレビに加入した中でＢＳを見ない家庭についてはどういう

ふうな処置をしているのか、機械を取りつけてＢＳが見えない状態になっているのかどう
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か、そういうふうなことをお聞きしたいと思います。 

 それと、ＮＨＫ普通受信料、それからＢＳ、そしてＡＣＮのケーブルテレビの料金と合

わせると３，７００、８００円格好のお金が毎月要ろうかと思うわけでございますけれど

も、やはり民間のケーブルテレビの場合はそういうふうな団体割引というふうなこともし

ておるところもあるようでございます。今後検討をしていただいてもいいのではないかと

思います。まず、ＢＳを見ないおうちの対応はどうされているのかお聞きいたします。 

○議長（稲岡正一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 再問にお答えをいたしたいと思います。 

 今、放送しておる中で、ＡＣＮの中でこのＢＳ放送を見えないようにできないかという

ことですが、現在ではそういうＡＣＮの中では措置はいたしておりません。 

 以上です。 

○議長（稲岡正一君） 三木康弘君。 

○１６番（三木康弘君） それでは、そのいうＢＳについては払う払わんというふうなこ

とは各戸で違うというふうなことなんですね。わかりました。 

 野崎市長につきましてはいろいろな行政方針についてご質問をしたかったわけでござい

ますけども、時間の関係もございますので、また次の機会に細かい点はさせていただきま

す。 

 私も、こういうふうな政治にかかわりたいというふうなことを思いましたのは、昭和４

７年ごろでございますけれども、麻植パイロット事業が始まったときでございます。当

時、私どもは既に小倉・正広、赤坂、下喜来といったところが昭和３７年からミカンの構

造改善事業というふうなものを行っておりました。そして、４７年にはミカン生産の飽和

状態で、私のところなどは平地でございましたのでミカンを倒すと、倒してほかのものに

転換を初めていったころでございました。私も県の役員、４Ｈクラブの役員をしておりま

したので県の方々と何度か話をしましたけれども、これはもう失敗が目に見えとると何度

言ってもこの麻植パイロット事業はやめませんでした。結局、今残ったのは山腹の道路

と、それとその当時の借金が残っただけでございます。まあこれ本当に官尊民卑の失敗例

の典型だと私は思っております。また、十数年前に私が音頭をとりまして、阿波町議会で

第十可動堰の反対決議をいたしましたことがございます。最終、徳島市が住民投票多数決

で中止へと動き出しましたけれども、そのとき徳島市長から参議院議員へ転身しました小

池正勝国会議員は住民の意見に沿ったために、古巣でございます旧建設省で肩身の狭い思
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いをしていると聞きます。この間も淀川水系の大戸川ダムの建設中止を滋賀、大阪、京都

の３府県の知事が申し入れをして計画は今宙に浮いておりますけれども、こうした画期的

な知事の決断だったと私は思います。もう計画をしたら住民の意見など聞く必要はないと

いう官尊民卑の思想が役所の中にはまだ今も色濃く残っております。第十可動堰問題で

も、他の町村では皆賛成可決をいたしました。逆らったら損をするからだと、こうした御

無理ごもっともといった発想では今後の厳しい状況を変えていけるはずがないわけであり

ます。そして、今の話でございますけれども、市場のファミリーマート……。 

○議長（稲岡正一君） 三木議員、一般質問ですか。 

（１６番三木康弘君「いいえ質問でございません。意見です」

と呼ぶ） 

○１６番（三木康弘君） 意見でございます。あるいは、山王のブドウの選果場へ行く道

路には車道プラス歩道、両サイドに３メーター５０の歩道をつけてございます。これは幹

線道路でしたらまあよろしいですけれども、こういうふうな田舎道の道路にはそれほどの

道路は歩道は片道ぐらいあればいいのでありましょうけれども、こういうふうなものをや

はり国から来た規格をそのまま受け入れるというふうなことではなくて、やはり市なり町

なりがまとまって、こういうふうな予算に対する無駄を指摘して改善していくというふう

な方向づけもしていくべきであろうと思うわけでございます。新市長には特にそういう点

ご留意されて今後の運営をお願いいたしたいと思います。 

 以上で一般質問終わります。 

○議長（稲岡正一君） 暫時休憩いたします。 

            午前１０時１６分 休憩 

            午前１０時２６分 再開 

○議長（稲岡正一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 再開の前に、三木議員より先ほどの一般質問の中で不穏当な発言の部分について削除し

ていただきたいという申し出がございましたので、事務局のほうで削除させていただきた

いと思います。 

 それでは、一般質問を続行いたします。 

 ２番森本節弘君の一般質問を許可いたします。 

 森本節弘君。 
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○２番（森本節弘君） おはようございます。声大きく頑張ります。 

 議長の許可を得ましたので、２番志政クラブ森本節弘、一般質問を始めさせていただき

たいと思います。 

 初めに、今回の選挙において野崎新市長、ご就任おめでとうございます。きのうからの

質問の中でもありましたように、市民とともに公平、公正な市政運営を目指して頑張って

いただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、質問に入らさせていただきたいと思います。今回の質問なんですが、大きく

新市長の市政一般、また２番としまして地域活性化、経済対策について、３番の防災対

策、これは橋梁に、ちょっと最近また新聞のほうにも出てましたんで、防災対策について

橋梁の点検等の分をちょっと説明していただきたいと思います。 

 きのう、前段の議員各位のほうからの質問にもありましたように、いろいろ市長の市政

に対しての質問が出ておりました。その中で、市長の所信表明を受けまして、私なりにき

のうからの前段の議員のをまとめたところによりますと、市長の考えとしましては、やは

り公平、公正な立場で、市民とともに、農業立市を目指し、子育てのしやすい教育のまち

を目指すということが理念にあるのではないかということをきのうからの答弁で感じてお

ります。この中で１、２、３という部分はほとんどそういうことでお聞きしたいとこでご

ざいました。１番は、やはり市長としての阿波市発展のための基本理念はどのように考え

ているか。２番で、市長がおっしゃられたように阿波市の基本方針を重点に置いた政策を

掲げているが、新しい発想はどのように考えておられるか。市民とともに歩むまちづくり

とはどういう考えなのか。こういう点をきのうからの部分で聞かせていただいておるわけ

なんですが、その中でもやはりどうしても抽象的に聞こえております。今、私たち市民が

望んでいるのは、今のこの阿波市をどうするか。やはり経済対策も含めまして市長の考

え、私たちは新しい市長にそういう部分の期待も込めまして具体的な政策、またどういう

ふうな方向づけをお願いして、抽象的な部分でなしに、そういう部分で市長に考えがある

のであればもう一つ踏み込んだところで具体的な政策がないか、施策を考えてるとこはな

いかというとこをもう一度再度お聞きしたいと思います。 

 やはり市民、今、景気対策も含めまして、国全体がそうなんですけども、本当に豊かさ

とかそういう部分の景気を実感できておりません。そして、なおかつ国の政策として、４

年前、５年前になるんですが、バブル崩壊後、国のほうはやはり町村、地方自治体の町村

に対して、市ないしの大きな自治体に向けて、実際言うと発展的な市町村を望むべく市は
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合併をしなければならないのでしょうが、やはり実態は後退しないような合併の部分で初

めて合併が始まったような、そういう気がします。そして、この４年間、小笠原市長にお

かれまして、やはりこの４町を一体化するために小笠原市長はかなりの努力をされてまい

りました。そのもとで副市長として市長が、現市長がやられたことは、やはり継承してい

部分は継承していく。そして、やっぱり阿波市を発展的に持っていくにはどうするかって

いうこと考えられて今回の市長選にも臨んだと思われます。その中でやはり７つのマニフ

ェスト、そういう部分を私たちもよく見させていただきまして、市長の考え方も理解して

おるつもりでございます。ただ、それに対してはやはり小笠原市政の継承の部分が多いの

ではなかろうか。やはりちょっともう少し具体的に、野崎市長でないとできないような方

策はないか、施策はないかということを私たち期待しております。 

 その中で、選挙戦の中で私がちょっと今の３つ以外に最終に公平な税負担という意味で

市長の考え方を質問させていただいておるんですが、その部分の４つ目の質問といたしま

しては、これは先に部長のほうに実際の数値というか教えていただきたいんですが、公平

な税負担ということは、阿波市は一つということで市長言われておるんですが、その中３

つほど私がちょっと不思議に思ったとこがあるんです。その１つ目が、土地課税の基礎と

なる地籍調査の部分で１点なんですが、この部分で吉野町のことを言っておるんですが、

土成、市場、阿波の旧３町は２５年も前に国費ですべてを終了しておると、地籍調査が終

わっておるというふうな文面が出ております。これは市長きのうもおっしゃられたよう

に、まだほかにも残ってるとかというとこと、あと未評価の部分もあるということは市長

の答えでわかっとるんですが、実際に選挙戦の中でそういうことを、吉野町を名指しと言

うたらおかしいんですが、部分的に吉野町の問題をクローズアップしたようなところがち

ょっと感じられております。そんな中には未処理であった旧吉野町、これから１５億円以

上もの市費を投入し、４０年もの期間にわたり調査しなければならないという文面で一つ

うたっております。そしてもう一つは、吉野町の未評価の部分が３３％があり、その評価

額は１３億５，６８３万円に上ることが判明。実際はこれ以上ということなんですが、こ

れも普通の一般市民に対しましては１３億５，０００万円、未評価あるんですが、これが

即市税に納めてないような、誤解を与えるような文面にもなっておりました。これに対し

て、固定資産税だけでなく国保税とか保育料等に関連して３町にはできとんですが、私た

ち吉野町にはできてないということをかなりピンポイントでおっしゃったのはどういう意

味だったかということを市長にもちょっとお伺いしたいと思います。それを最終的に集約
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して３町の負担割合が大きくなって、医療、福祉、教育など、阿波市における地域サービ

スが低下していくんでなかろうかと。吉野町ちょっとお荷物みたいなとこ私感じられまし

て、市長の実際のクリーンな市政、また市民とともにという部分の政治的な考え方の中の

まちづくりが、ここの分にちょっと疑問ができましたんで、ここのところを質問させても

らって市長の考え方をお伺いしたいと思います。１、２、３点のほうをも市長にお願いい

たしまして、４点目のところは部長のほうに、とりあえず今の実際の未評価の部分とか土

地、地籍調査の今の現状ちょっと報告していただきたいので、よろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（稲岡正一君） 笠井市民部長。 

○市民部長（笠井恒美君） 失礼いたします。森本議員の質問に市民部長としてお答えさ

せていただきます。 

 今、未評価家屋の問題でございます。この未評価家屋の問題につきましては、１９年

度、２０年度に市民部のほう、土地家屋調査室で実施しております。平成２１年３月１１

日、総務委員会で報告した数字が今ご指摘になった森本議員の数字でございます。平成２

１年３月１３日、徳島新聞にて掲載された数字と思われます。その記事を朗読させていた

だきます。 

 未評価の家屋、吉野町内２，２３７棟、阿波市が調査と、こうなっとります。内容につ

きましては、吉野町内の未評価家屋調査が完了したと、未評価だった家屋数は町内全体の

３３％に当たる２，２３７棟、それで評価額は１３億５，６８７万円で、課税額は１，８

９９万円、これが主要な部分の新聞記事でございます。 

 その後、今土地家屋調査室は２１年度からはなくなりまして、そのとき７人体制で２年

間調査いたしました。今、税務課のほうで固定資産担当、２人増員いたしまして、土成

町、市場町、阿波町、引き続いて未評価家屋についての調査を行うような計画をしており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 田村産業建設部長。 

○産業建設部長（田村 豊君） 産業建設部のほうから、森本議員のご質問でございます

地籍調査の状況についてご答弁させていただきます。 

 地籍調査事業につきましては、旧町別に内容の説明をさせていただきたいと思います。

吉野町につきましては、昭和６３年から平成６年の間と平成１９年から平成２０年の間に



- 130 - 

事業を行っております。吉野町で対象面積が１０．３２平方キロメートル、地籍調査実施

済みが１．１０平方キロメートルというふうなことで、進捗率は１０．６％でございま

す、現在。 

 土成町につきましては、昭和４６年から昭和５９年の間に地籍調査を行っとります。対

象面積は５１．７３、土成町は１００％済んでおります。進捗、完了済みでございます。 

 市場町につきましては、昭和４６年から平成１６年まで実施をしております。対象面積

６５．７０平方キロメートルで、実施済みが５２．７５平方キロメートル、８０．３％の

進捗でございます。 

 阿波町につきましては、昭和４９年から平成３年までと平成１５年から平成１８年ま

で、対象面積４３．８２のうち２９．８３平方キロメートル調査済みで、６８．０７％が

済んでおります。 

 それで、全体的に申しますと、土成町についてはもう全地区が終了しておるということ

で、市場、阿波については平たん部が終了し、山間部の一部が残っておるというふうな状

況でございます。それで、現在地籍調査につきましては吉野町地区の調査に入っておりま

す。去年、昨年度から吉野町地区の調査を実施しておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 森本議員からは新市長の市政一般ということで、まず１番目が新

市長としての阿波市発展のための基本理念をどう考えてるのかということなんですが、答

弁の題目のほかに具体的に踏み込んでお願いしたいということなんですが、具体的に踏み

込む場合、私のマニフェストの７項目なんですが、それぞれ議会、本会議あるいは委員会

等々と年度年度で非常にまことに詳しく審議していただいてる、当然議員の皆さんもそれ

はしっかりと議会に上がってますので中身の詳細についてはご承知済みだと思ってます。

どうしても議会答弁、私の段階で基本理念ということでご説明申し上げる場合、本当に細

かいとこまで、さあご説明していいのかどうかという問題もあろうかと思います。やはり

基本理念をどのように考えているかという質問に対してお答えするわけなんですが、どう

しても本当に踏み込んで具体的にはなかなか答えにくいんじゃないかな。そのあたりご了

解をいただきたいなと思ってます。 

 まず、基本理念でございますけれども、先般原田議員の質問にもお答えしましたよう

に、やはり阿波市の施策の基本、第１の総合計画が基本理念になるんじゃないかと思いま
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す。この総合基本、なぜ何ゆえに立てたのかという問題、今までお話ししてませんけれど

も、地方自治法の中で、市町村は、その事務を処理するに当たって議会の議決を経て、そ

の地域における、阿波市ですね、地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るため

の基本構想を立てなさい、これが第１、阿波市の総合計画、１０年間の。新市阿波市につ

いては、この自治法に基づいて、これから１０年間あるいは５年間の行政戦略の基本を立

てたということですね。それに基づいてそれぞれ事業をこしらえる、事業に対する詳細な

予算を組み立てていってる。これはご理解いただいていると思います。 

 そこで、基本理念なるものですが、総合計画の基本理念、大きく２つに分かれてます。 

 １つは、阿波市民の住民力を結集してくれ、このあたりが市民とともにという公約にな

るんじゃないかと私は申します。それぞれ市民が結集して、協働、参画によって自立のま

ちづくりをしてくださいよ。これからの地方分権にふさわしい自立したまちづくりを目指

してほしい。しかも、それを長期にわたり持続してくださいよという基本理念ですね。そ

れに基づいて施策をやってる。毎年毎年の予算を組み立てていってる。これが１点です。 

 ２点目は、市行政において、今までどおりのやっぱり公務員的な発想ったら非常に口が

悪いんですが、民間の経営理念ていいますか、そういう手法を導入して行政を、市民のた

めの行政を進めてくださいとなってます。そのあたりを細かく言いますと、指定者の管理

とか民間委託みたいな形に行政としてあらわれてるんじゃないかなと、このように思いま

す。いずれにしても、市民とともにやはり協働、創造、自立のまちづくりのために行政も

汗を流し、個性あふれるやっぱり阿波市をつくっていこう、これが基本理念と言っていい

んじゃないかな。私、職員にもいつもいつもこういう基本理念の話はしてます。時間はか

かりますけれども、じわじわとやっぱりそのあたりをご理解願ってもらって、すばらし

い、やっぱり予算も出てくるし、議会の方にもご理解願っていってるんじゃないかなと思

います。 

 その次に２点目ですが、阿波市基本方針、総合計画になってるね、これ。 

（「そうです」と呼ぶ者あり） 

 総合計画を重点に置いた政策を掲げているが、新しい発想はどのように考えているのか

というご質問です。 

 最近もといいますか、今日的な話題といいますか、そういうな中で非常に協働意識であ

るとか、それから連帯意識、そういうのが薄くなってるんじゃないかな、そういうな声を

よく聞きます。これもいろいろさかのぼって、総合計画をするに当たっての、たしか１７
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年だったか１８年かちょっと忘れましたが、阿波市の場合、非常に豊かな自然に恵まれて

おり、全国でも本当屈指の生活環境のいい、温暖な農業地帯のまちということで発展して

きておりますけれども、市民ニーズを総合福祉計画の、たしか２，５００人ぐらいの総合

計画のためのアンケート調査を実施してます。そしたら、非常にうれしいことに、阿波市

に住んでる方、阿波市に本当愛着を感じてるって人が８０％ぐらいおりました。それか

ら、阿波市にずっと住み続けたいっていう方が９０％弱に上ってる。これ、恐らく全国的

にも非常に高い住民意識じゃないかなと思ってます。一方、市民の方がこれからのまちづ

くりで何をしてほしいっていうアンケートもとってます。そしたら、やっぱり健康福祉の

まちをというのが４４％、ほれから快適住環境が３１％、市が最も力入れてます子育て支

援、教育のまちづくり、これが２５％。これから阿波市はこういうとこを目指してくださ

いよっていう住民の意識ですね。それから、そういうこと考えていきますと、新しい発

想、どないに考えとんね。やはり市民の本当の心のうちっていうんですか、そのあたりを

私どもがしっかりと胸に刻んで、それでやっぱり施策をやっていくのが一番いいんじゃな

いかな。原点はやはり市民からの要望っていうんですか、そのあたりをいかにクリアして

いくのかと思ってます。そんな新しい発想ではございませんけども、あくまでも市民の気

持ちに立って考えて行政を進めていくという基本の考え方を持ってます。 

 あと３番目なんですが、市民とともにですか、歩むまちづくりでございますけれども、

今…… 

（２番森本節弘君「聞いとるのでいいです」と呼ぶ） 

 えっ。 

（２番森本節弘君「もう前段で」と呼ぶ） 

 いいですか。まっ…… 

（２番森本節弘君「ちょっとあと４番のとこだけのね、言うた

らお願いできますか。公平な税負担という意味の」と呼ぶ） 

 公平。 

（２番森本節弘君「はい」と呼ぶ） 

 失礼しました。公平な税負担という意味の市長の考え方ということなんですが、税金と

いうのは、市民の方が毎日使う生活の道路、あるいは将来を担う子供たちの教育、子育て

支援ですか、それから市民の生命、財産を守るような医療、防犯、防災、高齢者福祉、こ

ういうものに税は使われていくわけなんですが、いずれにしても市民の方が安全で安心し
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て暮らせるような市民生活のために税は使われていく、これが基本だろうと思ってます。

そうした行政サービスっていいのかどうかわかりませんが、そうした行政サービスの費

用、これ市民の方に公平に提供いただく、そのあたりが税の負担ですかね。そういうこと

を行うために公平な課税をしているんですよ。その次に、当然約束事で、納期内に納めて

くださいよ。納期内に納めていただけない方についてはやっぱり公正、公平を期すために

滞納の処分であるとか、いろんなことで市はやっていきます。そういうことが税負担じゃ

ないかな。いずれにしても、市民生活を安心して安全で送れるように市民に公平、公正に

税の負担を出してください、みんなで協働生活を営み、明るい生活をしましょということ

だと思いますので、ご理解願いたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 森本節弘君。 

○２番（森本節弘君） ちょっと漠然としまして、何か質問したこととずれたというか、

最終の質問なんですが、１、２、３の部分は市長の考えもよくわかりました、理念はです

ね。きのうも松永議員のほうと私も意見一緒なんですが、今回の二人の候補者の中で、市

民の中から選挙戦において、やっぱり熟練したここの市長か、また若さかという部分、ほ

れとまた行政手腕か民間感覚かというの、これ松永議員とよく私も一致しております。そ

の中で市民の中の期待は、やはり野崎市長を選ばれた中には、熟練者で行政手腕を持たれ

た人を選んだ。その中で、今この世の中がやはりこれだけ進んでないというか、どんどん

どんどんいろいろな部分ができておりませんというか不景気です、確かに。そういう部分

で市長に対する期待はかなりあると思います。私は何かというか、この１、２、３の中で

市長が、やはり私が思うんは、行政の中の基本構想の中でやられてこられたんは４年間で

十分に私たちももう確認して見ておりますし、またそれをやっていくっていうことをずっ

と聞いておりました。ただ、一つ、私の感覚なんですけども、一つ具体的なっていうん

は、やはり市長のカラーを出すためには、私は、市長は獣医さんです、もともとが、農林

関係者です。やはり今回のＢＳじゃなしに今の豚のインフルエンザ、ああいうもんも今は

ちょっと落ちついとんですけど、ああいう部分に対してはかなりな知識の持ち主だし、そ

ういう部分で阿波市なんかだとそういうふうな畜産業者の方、それから牛、鳥、豚、たく

さんいます。それから、農産物も、先ほどの質問でも出てきましたように、農業政策では

かなりの部分が阿波市の基幹産業ですし、やはり県の全体の農作物の供給地、ほとんど農

産物の１５％は阿波市からの供給で野菜なんかは成り立っとるとも聞きました。そこで、

市長にそういう部分で、きょうもけさも徳新にも出とったんですけど、知事が今回糖尿病
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のそういうふうな研究部分を予算をつけて徳島のほうで何か進めていこか、糖尿病の研究

施設をそこに集約しよかとか、そういうふうな部分で、それも景気対策も込めてまた一つ

のアイデアとして成り立てていきよんですけども、市長なんかだったらそういうふうに今

回の豚のインフルエンザの部分ていう部分でそういうふうな発想なんか出ないんかなって

いうふうな期待も込めて聞いたんです。だから、行政的に施策はどんどん進んでいくんで

すけど、やはりそういう部分をちょっとお願いしたいというか前面に出して、やっぱり野

崎ていう部分を持って出て、やはり専門家なんで、農業のほうでもうそういうふうに進め

ていってもらいたいなと私はそう思って、そういうふうな答えを待ってたんです。 

 もう一つは、４番目は何かというと、選挙戦において、ちょっと私も吉野町出身なんで

ショックが大きかったんですが、阿波市一つって言いながら、公平な税負担ていうことで

聞いたんですが、市長の答えがちょっと私が思うとった答えじゃなかったんですが、１点

目のほうの未評価の旧町全体、吉野町に未評価の家屋が３３％で２，２３７棟あるも現実

でございます。その評価額が１３億円云々というも、これも現実です。ただ、これだけを

出して市長がおっしゃったかどうかと、市長がおっしゃったと思って私は質問させてもう

たんですけども、その部分の税収に出てくるのは１，８９９万円です。この未評価部分て

いう部分の吉野だけじゃございません。実際に他町にもあるんです、多くも少なくとも。

それと、未評価というのんは３年に一遍ずつ評価がえというもんがございますので、その

途中その途中でだんだん家も出てくるし、またなくなる家もあるので、やはりこういうふ

うにちょっと出されたときに私はかなりショックだったんです。だから、これでやはりこ

ういう場でちょっと説明していてもらって、２，０００万円弱の課税があると、１軒の家

に直せば、やはり２，２３７棟で割ると、実際言うと１万円割って７，０００円、８，０

００円部分の部分が未評価で、税収としてお願いせないかんというふうな部分ていうこと

を誤解されんようなちょっと市長、私は市長がそういうふうに出したことはどんな考えで

出したんかなって聞きたかったと、こういう文面をですね。 

 ほれともう一つは、地籍調査もやはり土成、３町はまだ終わってないんですよ。終わっ

てないし、吉野だけが終わらんとして、そこにかなりの金額を入れるんじゃないんです。

きのう市長が言われたように垣根があるというのは、いろいろな諸問題、町に対して諸問

題があったやつを小さいハードルにしようと思って各町には、吉野町の地籍とかそういう

ふうなかなり多い部分があるんですけども、やはり他町にももっと別の問題があって、そ

こだけを取りざたされて、土成、市場、阿波は終わって吉野だけがこんだけお金かかるん
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ですよなんかという部分で出されたということも私にちょっとショックがあったんです。

だから、これも実際言うと２５年前に終了してないんです。今、部長がおっしゃったよう

に、土成は１００％終わっとんですが、やはり市場、阿波ではまだ２０％なり３０％の地

籍調査が残っとんですから、正確なことを言っといてほしかったなあと。それは市長がど

ういう意味で出されたかっていうんを聞きたかったんです。ほれと、最終的にやはりそう

いうことをもとに市民にきちんと説明していたもとで皆さんに言ってもらって税の徴収を

していただきたい。そうせんと、人によって税を納める人と納めない人が出てきたりして

不公平が出てきたときに払わない人が、払わないて、払えない人もどんどんおられるんで

すけども、あれ払えないような状態も起こってきてるというんが今の現実です。そういう

部分でやはりきちんとした情報を入れてもらいながら税に対しても徴収してもらうし、そ

れをきちんとした税として使ってほしいなと。やはり最終に、この市税の収入に対する３

町の負担額が大きいから吉野町がお荷物みたいな格好で私受けたんですよ。だから、そう

いうふうな部分でちょっとここんとこを、市長がそうじゃないっていうことをここで聞き

たかったんです。再問としてはそういう部分で市長の考え方をもう一度お伺いしたいんで

すが、お願いします。 

○議長（稲岡正一君） 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 未評価の家屋、あるいは地籍調査、今回の選挙で、多分これが恐

らく私の選挙対策本部のほうから、どの方面に配布されたかは理解しておりませんし、こ

の中身も余り私も承知しておりませんが、見る限り確かに地籍調査につきましては、吉野

が１０．６％の実施率、それから土成が１００％できてますよ、それから市場が８０．

３％というふうな、阿波町が６８．０７％ですか、こんなような達成率なんですが、吉野

だけを取り上げて、達成率が低い、そういう強調された嫌いじゃなしに、本当に強調され

たと私も正直思います。 

 それから、未評価家屋のことも、地籍調査みたいに詳しくはわかりませんが、吉野町内

で３３％の家屋が未評価だった。じゃあ、阿波、市場、土成は未評価の家屋ってないの

か。当然、私はあると思います。ただ、率だけが非常に吉野が高い。そのあたりが強調さ

れてる。私も本当に森本議員の言われるような、いかがなものかなっていうわけは感じて

ます。ただ、未評価の家屋につきましては、これは部長のほうからお渡ししたんと思いま

すが、総務委員会だったですか、３月１１日の。総務委員会で取り上げられて、３月１３

日の、２日後の徳島新聞に載っかってしまったという事実も事実、中身も事実も本当と思
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います。ただ、吉野だけでなしに他の、阿波にも市場にも土成にも当然、率は今現在わか

りませんけれども、あることは間違いない。ただ、早く公平な税っていうんですか、を行

うために、垣根ですか、垣根を取っ払うために、あるいは低くするために吉野のほうを重

点的に短期間でとにかく調査をやったということだと思います。これから先、とにかくこ

ういう調査関係あるいは税関係、悪いところについては当然それなりのやっぱり指導です

か、徴収率を上げる。だから、公平、公正にやっぱり他の旧町にも同じような方法で実施

していくということだと思います。吉野町だけではございませんということは事実の事実

です。 

 以上です。 

○議長（稲岡正一君） 森本節弘君。 

○２番（森本節弘君） ちょっと集中、こういうとこで出した出さんの話だったんですけ

ども、実際言うて市長のほうでは、実際に市税集めるんは市のほうの仕事でもあり、市の

財政のやっぱり根幹をなすとこなんですが、実際に今回未評価、評価がえによっていろい

ろな、吉野町だけでなしにかなりの部分で固定資産税が上がった、下がった人もおられる

んですけども、下がった部分というのは、皆さんやはり来た徴収票ですか見てもなかなか

わからん人が主なんですが、どおんと上がった人がかなりいます。やはり吉野町の徴収の

仕方っていうんも問題があったんではなかったかなというとこもあるんですが、やはり住

民の方にはそれは全然関係ないっていうたらおかしいんですが、住民がこうしてああして

って言うたんじゃなしに、行政側から指導して決めた部分で徴収が上がりよんですから、

やはりそれを納得してもらうような話というか話の上で徴収できるようにしとかんと、や

はり吉野町特に私は多いんですけど、今回も何件も固定資産税の部分で上がった人がおら

れます。それはやはり未評価もあったし、いろいろな雑種値が地目変更で上がった人もお

るんですけども、やはり払えない、できない人もふえてるんですよね。要するに、お年寄

りの方なんかは二人で生活しとって、お父さんが生活しよった、一緒におられたときはま

あまあの家で住まわれて固定資産もある、大きな土地もある、田もあるんですが、今現在

は一人で年金暮らし、そういう部分で年金暮らしの人にきちんとそのまま税が行く。それ

は当たり前ですよ。もう実際言うて固定資産もあり土地もあるんですけど、実際言うて生

活しよんは年金ですよ。その部分で払えなような状態が起きとうし、やはり今回も上がっ

たとこにもう少しサービス、小まめにちょっとお願いが。恐らく調べたらわかるんです

が、滞納じゃなしに払ってない人が今回もちょっと出てるんじゃないんかなと思うんで、
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そういう部分もきちんと住民にわかってもらって徴収のほうをお願いしたいなと。この部

分も誤解のないような部分で税の徴収ができるように市のほうもお願いしたいなと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 それともう一つ、最初の一つ、やっぱり市長のこれからの方針で政策の中でそういう部

分なり市長のカラーが出るような部分のひとつ政策なんか打ち出してもらえたらありがた

いと思いますので、よろしくお願いします。第１問のほうはこれで終わります。 

 ２問目に入るんですが、２問目は地域活性化、経済対策、これ正木議員のほうも出され

ておったんで、ほぼ金額とかはわかっとんですが、再度国、県、市町村、今回の緊急経済

対策の予算計上に対して、前回補正で一度４億円かな５億円ぐらいの前回のやつも一応説

明は聞いとんですが、次６億円何がしかの予算が補正、予算として上がっとります。これ

の具体的な使い方というんですか、今検討中とは聞いとんですが、どのように考えておる

かちょっと聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 ほれと２点目の、恐らく今回の経済対策も前倒し部分が多いんで、やはり次の秋以降、

ちょっと秋以降の経済対策がどうなるかという部分も懸念するんですが、前倒しで出た部

分で先にお金使うて後に計画的なもんがあるかどうか、経済対策に対してどういうふうに

考えているのかというんがちょっと知りたいんですが、答弁よろしくお願いします。 

○議長（稲岡正一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 森本議員のご質問にお答えをいたしたいと思います。 

 初めに、今お話がありましたように、この地域活性化経済対策につきましては、先日正

木議員からご質問いただいてご答弁申し上げましたが、少しちょっと省略して簡単に答弁

させていただきます。 

 まず初めに、地域活性化・緊急安心実現対策交付金として２，５４２万１，０００円、

それから国の補正予算第２号地域活性化・生活対策臨時交付金４億１，８２３万３，００

０円、そして今回国の２１年度補正予算として６億円余り本市に交付があるわけですが、

トータル的には約１０億４，３００万円、そういう交付金になります。これにつきまして

は、今、市が今までに計画しとる分についてとか緊急を要する分について、いろいろ市の

財政的な支援として私たちは非常にこの交付金についてはありがたいと思っとります。そ

ういったことで、今申し上げました２，５４２万１，０００円の分と４億１，８２３万

３，０００円につきましては、繰り越しの議会の許可をいただきまして現在その事業を実

施しているところであります。また、今回の２１年度補正予算の６億円余りの交付金につ
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いては、先日もご答弁申し上げましたように、現在それぞれ関係部局にそういった対策に

ついての計画、それを現在提出をしていただいてるところであります。現在それの集計を

しているところでありまして、まだ私も中身的については見ておりません。そういったこ

とで、その提出された分について、来週１６日でありますが、その出された計画に基づい

た内容について、それぞれ関係部局全部寄りましてその内容を検討すると、そういう運び

になっております。その後、そのまとめました分について、１９日には議会の全員協議会

を開いていただきまして、それを皆様方に見ていただきたいと、そのように考えておりま

す。現在の経済不況対策とその交付金につきましては、将来に向けての投資、それから市

民の安心と活力に関連する事業の推進が図れるように我々職員も鋭意努力をしていかなけ

ればならないと、そのように思っとります。 

 また２点目でありますが、これについても１００年に一度と言われる緊急に伴う経済対

策ということで、国も公共団体の支援ということでいろいろ各省庁からの政策補助もあり

ます。そういったことで、本市においてもさまざまな経済対策事業を展開する中で、全国

的な地域間格差とか県内での地域内格差も考慮しながら事業効果の分析を的確に行うこと

が重要だと考えております。ご承知のように合併をして５年目を迎えとります。本市とし

ましては総合計画、新市の建設計画を基本としながらも再度事務事業の見直しもしなが

ら、また集中改革プランも含めた行財政改革を推進し、市として持続可能な真の基礎自治

体づくりを、そういったものを断行する必要があります。そういったことで、国の施策の

動向を見きわめながら市の活性化に結びつく事務事業を施行していくことが重点課題であ

ります。具体的にこれからの計画というようなご質問がありましたが、今回のこの緊急経

済対策を今後の市の事業計画に反映させ、本市は自主財源乏しい団体でありますから、十

分それを活用、この今回の交付金を活用しながら市民のための効率的な予算配分が必要に

なるんでないかと、そういうことに心がけていきたいと考えております。具体的な計画、

今後の政策といいますか、そういったもんについては、やはり全体的に市としてそれぞれ

関係部局と意見を交わしながら、どういう方向に持っていくかということも十分協議しな

がら、そういう方向性を決めて対応していかなければならないと思っております。 

 以上であります。 

○議長（稲岡正一君） 森本節弘君。 

○２番（森本節弘君） はい、わかりました。今、平成に入って最低、世帯の平均所得も

平成で最低らしいです。あと、子育て世帯もほとんど６０％、７０％の人が苦しいという
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ことで、今政府のほうも緊急対策事業の予算をかなりつけて景気の回復をしようとしとん

ですけども、市に来る場合やはり予算づけをした後とか、どうしても予算づけができた部

分に対してどうしようかっていう部分がどうもあると思うんです。もうそれが景気対策と

して出したときに実際に成果が上がっているかどうかっていうんも実際市の人もなかなか

わからんのじゃないか。第一、私たちがその対策をしてもらったときに実感できてない。

実感ができるような政策がどこにあるかというのはなかなか難しいと思うんですけども、

どうしても公共事業のほうに入れる、そういうふうな緊急対策の部分で何か入れる。お金

が今回も１０億円余りのお金になりますんで、２回に合わせて、今度恐らく市のそういう

担当の部署になると、なかなか今から上げてくるんですけど、本当に景気対策になるよう

なもんにかえていけるかどうかというんがやはり私も疑問に思うとこもあるんです。やは

り一番は公共事業のほうになるんでしょうが、県のほうも公共事業としてやはり６０％、

７０％を出そうとしよんですけども、その公共事業も実際言うと性格上どこかの計画を立

てた部分を予定として仕事ないしそういう工事をつくっていかんと、やはりそれに対して

の調査費とか設計費を予算として計上できんので、今あるやつは恐らく公共事業は今計画

した部分を前倒しに出すわけですから、次に手を打つ場合に次の計画ができてないはずな

んですよね。今回は実感するまでにもしそういうふうな対策をしたときに次の後が空にな

った状態にあるんで、やはりここのとこをしっかり考えてもう一つ景気対策の部分で何に

使うかというとこをしっかり考えといていただきたいと。そのためにはやっぱり市長のほ

うの考えをどうしたってそこへ向けてもらって、やはり私も勝手に言よったんですが、市

長のそういうふうな、さっきのようなインフルエンザみたいなもんで、もう先々そういう

ふうな向上じゃないんですが、ちょっとめり張りのついたカラーが出るような部分を景気

対策として考えていけんかなあと思いますんで、よろしくお願いします。６億円のほう恐

らくもう近くに出て、また私どもにもこういうふうなっていうふうな議会のほうにも出て

くると思うんですが、せいぜい実感できるような部分で対策できるようによろしくお願い

したいと思います。この欄をこれで終わります。 

 あと続きまして最終の３つ、第３点の橋の耐震化なんですが、以前もこの橋に関しては

私ずっと質問させていただいとんですが、この間徳新のほうでちょっと出とったんです

が、橋梁の点検。１３年度までに１５メーター以上等を国のほうで、整備点検することに

よって補助金がおりるということで、今１５メーター以上のほうは恐らく１００％終わっ

とると思うんですが、あとそれ以下の部分を１３年度までに調査しようとするように新聞
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等で載っとったんですが、現在の橋梁の調査進捗状況と今後の取り組みていうことでちょ

っと質問させていただきたいので、答弁よろしくお願いします。 

○議長（稲岡正一君） 田村産業建設部長。 

○産業建設部長（田村 豊君） それでは、森本議員の阿波市内の橋梁等の調査の進捗状

況についてご答弁をさせていただきたいと思います。 

 平成２０年度に市内の全橋梁、６６３橋梁ございますけれど、そのうちの１３６橋につ

いて、およそ１４メーター以上の橋梁でございます、橋梁点検を実施しました。この実施

の進捗状況といいますか率につきましては２０．５％になるところでございます。 

 今後の計画につきましては、一応平成２５年度を目途に残りの橋梁、５２７橋になりま

すが、その点検を実施をしていきたいというふうに考えております。また、平成２２年度

において、来年度です、平成２０年度に点検をした１３６橋について、橋梁点検をした資

料をもとに長寿命化修繕計画を策定する予定でございます。残りの橋梁の長寿命化計画に

つきましては、一応平成２７年度を目途に、必要と思われる橋梁について長寿命化計画を

策定してまいりたいというふうに考えております。それで、長寿命化計画を策定した後

に、実際に橋梁の修繕工事に取りかかってまいりたいと思っております。それで、今の時

点の目標としては、修繕工事につきましては平成２４年度以降になるのでないのかという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（稲岡正一君） 森本節弘君。 

○２番（森本節弘君） 橋のほう、私どもの町のほうは恐らく前の、香川県との落橋、国

行４号橋、あれ、２０年、去年の２月でしたっけ、に落橋しまして、それの問題でやはり

新聞にも大きく取りざたされて、あのときかなり防災のほうからも出て、あの橋いまだに

恐らくそのままとった状態でかかってないと思うんですけども、香川県との話で、どちら

の橋かというのもわからなかったようなんで、今回修繕対策するに当たって橋も橋梁のほ

うもそうですし、今調査中と思います。聞くところによると、１５メーター以上の国の補

助もらえる部分に関しては１００％調査済みだと聞いております。あとは１５メーター以

下の部分を市のほうでどういうふうに調査していくか、それとどういうふうに修繕化して

いくかというのを田村部長のほうに聞いたとおりで。ただ、私が思うのは、２７年とか２

４年とか、平成２４年、２７年までにとかという部分がちょっと長過ぎるんでなかろうか

と。今回の橋に対しても恐らく市の場合負担するに当たってはそういう部分を早目に調査
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しといて、今の緊急対策みたいな部分の補正予算が出るような状態のときにそういう部分

を使ってでも直していけるような、もっと早い時点での調査、それから設計なんかが必要

なんじゃないんと思うんですが、そこはどうでしょうか、部長。 

○議長（稲岡正一君） 田村産業建設部長。 

○産業建設部長（田村 豊君） 森本議員の再問にお答えをいたしたいと思います。 

 橋梁の点検調査につきましては、現在のところ２５年度を目途に計画をしておると。そ

れで、長寿命化修繕計画につきましては２７年度を目標に計画をしておるというふうなこ

とですが、少し期間が長いんでないかというふうなご指摘をいただきました。それで、点

検について２５年度を目標にいたしておりますけれども、とりあえずこの計画につきまし

ては建設課で毎年１００橋ぐらいというふうなことで計画をしたところですけれども、実

際にもう少し前倒しですることも事務的には可能かと考えております。ただ、調査をする

場合にかなりの費用もかかりますので、今後もし計画をするに当たりましては今の財政課

との協議もあると思いますけれども、そこらを協議しながら、できるのであれば少し前倒

しにすることも検討してみたいというふうに思っております。 

○議長（稲岡正一君） 森本節弘君。 

○２番（森本節弘君） 最後になるんですけど、橋のほうも点検入れてもらって、道路整

備台帳のほうもことしで終わったと思うんです。それで、あと橋梁のほうがちょっと一部

残っとると思うんで、あとそういう部分で公共財産のうちの学校施設等の耐震化はほとん

ど計画的にできているし、予算配分もできてる。あとは庁舎とかこういう支所の部分は今

からの市長の考えとかでどんどん進めていく。あと残っとう部分の公共のそういう部分と

いうのはやっぱり道路とか橋の部分がどうしても計画的に進めていかなあかん部分を早く

しとかんと、そこに修繕とかが加わったり改良とか加わるためにはやはり調査を早目にや

ってもらって、そこで予算なんかもそこへ配分してもらうようなことによって景気のほう

も上がっていくんではなかろうかとは思うんで、調査ないし点検なんかはできるだけ早く

やっといていただいて、県なんかだとほとんど終わって今からもう修繕に入るような状態

なんで、市のほうもできるだけ早くそういう部分でも予算づけできるような調査、点検を

よろしくお願いしたいと思います。 

 ２番森本節弘、今回の一般質問をこれで終わります。ありがとうございました。 

○議長（稲岡正一君） 暫時休憩いたします。 

            午前１１時２７分 休憩 
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            午後 ０時２９分 再開 

○議長（稲岡正一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続行いたしたいと思います。 

 ８番吉田正君の一般質問を許可いたします。 

 吉田正君。 

 

○８番（吉田 正君） ８番吉田正、議長の許可をいただきましたので一般質問を通告順

に従いましていたしますので、ご答弁を明確によろしくお願いしたいと思います。 

 第１点目に、平成１７年に阿波市が誕生、初代に小笠原市長が４年間、１期で勇退され

ました。２代目市長に野崎市長が見事当選され野崎市政の誕生となり、５月２９日の第２

回阿波市の議会で所信表明を具体的に推進事業について説明をいたしました。その件につ

きまして、事務担当の部長並びに教育長、市長がこういうような７項目についての所信表

明をいたしました。市長とともに歩む皆さんでございます。事務方のトップがどういうよ

うな考えで市長のマニフェストについて動いていくのかなということの質問をいたしたい

と思います。 

 まず第１に、農業生産基盤の確立ということでございます。それと、商工業と観光の振

興、子育て支援、教育の充実、地域福祉の充実、道路網の整備、美しい環境のまちづく

り、この以上７項目について担当部長、それから教育長、答弁をいただいて、その後に総

括で野崎市長に答弁お願いしたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 田村産業建設部長。 

○産業建設部長（田村 豊君） それでは、私のほうから吉田議員のご質問でございます

市長所信表明の７項目についての農業振興策についてお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

 近年、農業を取り巻く状況は、農家の減少や高齢化、担い手不足、農産物の価格低迷、

肥料などの農業資材の高騰により大変厳しい状況となっております。食料自給率の低下や

残留農薬問題、また食品産地偽装問題などによる食の安全・安心の強化、食料の自給率の

向上が重要な課題となっております。 

 阿波市につきましては、農業立市として阿波市総合計画の基本構想、基本目標に基づ

き、農業の発展、振興に努めているところであります。阿波市の農業の活性化を図るため

には、農業所得の向上、農家経営の安定、体質の強化が必要と考えております。そのため
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には、担い手の育成、販売戦略の研究、ブランド産品の開発、遊休農地の活用、農産物の

有効利用による付加価値をつけた１．５次製品などの開発に取り組むことも必要かと考え

ております。さらに、生産コストの縮減により生産者の所得を確保し、価格競争を高める

ことも重要かと考えております。 

 さて、先ほど三木議員からもご質問にございました専門指導員のことにつきましては、

市長もお答えいたしておりますように、専門指導員を配置することで考えていきたいと思

っております。先ほどもお答えさせていただきましたとおり、専門指導員につきましては

単に営農指導でなく、市の農業全般について企画立案できる専門的な知識、技能を持った

人材が必要と考えております。まずは県、ＪＡ、改良区、農業後継者等関係団体と十分協

議をしながら阿波市の農業について検討協議を行い、言いました専門職員の配置について

もどのような形で配置するかを考えていきたいと考えております。 

 それでは、２点目でございます。商工業と観光の振興策についてということでご答弁を

させていただきたいと思います。 

 今、経済は深刻さを増し、世界金融危機と戦後最大の世界同時不況の中、我が国の経済

も輸出市場の急激な収縮を示し、金融環境も厳しくなっております。 

 阿波市においても中小企業の資金繰りを手助けする制度としての中小企業向けの融資制

度、セーフティネット資金の利用がふえており、市内業者においても業績の悪化による厳

しい経営状況がうかがえるところであります。厳しい経営状況の中で中小企業の支援につ

いては、まずは当面の措置としてセーフティネット資金、経営安定借りかえ制度、さらに

は市が実施している商工業振興資金利子補給制度について積極的にご活用いただきまして

当面の厳しい状況に対処をいただきたいと思っております。今後においても、阿波市商工

会の事業に支援をしていきながら商工会と協力し、市内の中小企業者の安定を図るために

努力をしてまいりたいと考えておるところでございます。 

 次に、観光でございます。観光の振興策としては、阿波市には四国八十八カ所のうち４

カ寺、７番札所十楽寺、８番札所熊谷寺、９番札所法輪寺、１０番札所切幡寺がございま

す。年間を通じて多くの参拝者が訪れています。また、国の天然記念物である阿波の土柱

には年間９万人もの方が訪れており、ゴールデンウイークなどには多くの観光客でにぎわ

っているところであります。また、国道３１８号線沿いにある宮川内地区にはたらいうど

んの専門店があり、郷土の味を伝えているところです。地域振興事業として、さらに大名

行列ややねこじき、ランランフェア等があり、市も補助金を出して支援し、地域活性化に
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つなげているところであります。 

 しかし、これらの観光資源については年間を通じて観光客を呼び込める魅力ある観光レ

クリエーション基盤としては十分とは言えない状況かと認識しております。それで、土柱

高越県立自然公園、金清自然公園、奥宮川内谷県立自然公園などで老朽化した既存の施

設、設備の整備充実も検討したいと思っております。本市の観光レクリエーションの拠点

としての機能の強化を進めたいと考えております。また、新たな観光レクリエーションの

場の整備も検討してみたいというふうに考えております。阿波市の魅力ある観光情報を県

内外の方にＰＲするための観光ガイドブック、ポスター及びホームページ等の充実も図っ

ていきたいと思っております。今後も、人と自然の調和のとれた、心のこもった中での観

光施策を推進してまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

 続いて、建設課のほうの所管事業では道路網の整備についてというふうなことでご答弁

をさせていただきたいと思います。 

 道路整備につきましては、第１次総合計画により進めているところでございますけれど

も、道路交通網は人々の交流を促進するとともに日常生活や活力ある産業を支える重要な

基盤であると認識をしております。公共交通機関が整備されていない阿波市にとってはま

さに生命線となっているところでございます。 

 阿波市の道路網につきましては、主要地方道鳴門池田線を中心に国道が１路線、県道が

１３路線、市道が２，６９９路線ございます。このような内容で構成されているところで

ございます。市道の主要な幹線につきましては、中央東西線、伊勢山王線、日吉興崎線な

どがございます。これにつきましては、地域活力基盤創造交付金改良事業で改良を行って

おるところでございます。地域の生活道につきましては、市民からの要望を受け、重要

性、費用対効果などで優先順位をつけ、地域活力基盤創造交付金維持修繕事業または市単

独事業等で対応させていただいとるところでございます。 

 周辺対策事業につきましても、市単独事業と同様に周辺住民の要望を受け、精査しなが

ら実施をいたしております。 

 さらに、辺地対策事業につきましては、辺地とその他の地域との間における住民生活の

格差の是正を図ることを目的として事業を実施しておるところでございます。 

 次に、県事業でありますけれども、県道志度山川線バイパス、県道鳴門池田線から中央

広域環境センターまでの０．７キロの早期完成、県道船戸切幡上板線バイパスの早期完成

並びに西条大橋北県道徳島吉野線から県道鳴門池田線を結ぶ０．９キロメートルの早期事
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業採択等を県に要望しているところでございます。事業費につきましては、平成１９年度

に地方道交付金事業で、平成２０年度以降１０年間で４１事業、３２億円を国に要望して

います。しかし、事業計画については平成２０年５月１３日に道路特定財源の一般財源化

が閣議決定をされたところであります。よって、平成２１年度以降の道路計画につきまし

ては、さきの道路整備計画１０カ年計画をベースに中期５カ年計画を策定することが必要

となりました。このたびこの５カ年計画を策定し、県、国との協議を残すのみとなってお

ります。なお、道路網整備の長期展望を図るために、中期５カ年計画にあわせて今後１０

年計画についても策定を考えてみたいというふうに思っております。また、合併特例債に

つきましても有効な活用を図っていきたいというふうにも考えております。 

 以上、道路網の整備についてのご答弁とさせていただきたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 秋山健康福祉部長。 

○健康福祉部長（秋山一幸君） ８番吉田議員の市長の所信表明の７項目のうち３番の子

育て支援策と５番の地域福祉の充実について答弁させていただきます。 

 ３番の子育て支援につきましては、松永議員に答弁したとおりでございますので省略を

させていただきたいと思います。 

 ５番の地域福祉の充実でございますが、第１次総合計画に盛られました内容に沿いまし

て、地域におきます安心な生活の確保ということで、人の花咲くやすらぎ空間づくりのた

めに、生きがい、社会参加の推進、健康づくり等を主にモットーにし、福祉サービスの充

実、地域福祉のサービスの充実、家庭介護者に対する支援、また日常対策の推進、地域ケ

ア対策の推進等を主に掲げまして、地域福祉の充実に努めたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 板野教育長。 

○教育長（板野 正君） 吉田議員のご質問にお答えいたします。 

 野崎市長から阿波市総合計画に沿ってということでございます。その基本目標の中に、

人が輝くまちづくりとあります。その中に、学校教育の充実、生涯学習の充実、スポーツ

の振興等と掲げられております。その内容に沿いましてお答えしていきたいと思います。 

 確かに今社会全体に大きな変化があります。それは少子化、高齢化社会、経済社会のグ

ローバル化、科学技術の発展、地球規模の環境問題、男女共同参画や情報ネットワーク社

会の到来など、本当に変化が激しく厳しいものがございます。このようなことから教育の

分野においても早急に対応すべきさまざまな問題、課題が生じてきております。そのよう
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なことから、約６０年ぶりの教育基本法が改正されたこと、学校におきましても平成２３

年度、２４年度からは新しい学習指導要領が実施されるようになっております。 

 また、本年度から指導要領の移行措置を行っておりまして、例えば小学校５年生、６年

生の英語教育でございますが、これ今全国で始まっているところでございます。また、阿

波市におきましてはもう３年経過しまして、県下でも大変見ていただいております。今

回、実はこの７月９日に、徳島県の教育委員６名初め１０名の方が阿波市の教育、英語教

育を見たいということで、一日、午前午後にわたりまして視察をしていただくようになっ

ております。 

 こうした社会の変化や我が国の教育再生への大きな動きの中で、将来の阿波市の教育の

あるべき姿を明確にし、その実現に向けて年次的、計画的、具体的に教育を振興していく

必要があると考えております。具体的には、教育委員会がこの３月に出しております、議

員の皆様方にもこのような冊子を配付させていただきました。この冊子に書いてあること

を基本にしながら、本年度中に阿波市教育振興計画審議会を立ち上げたい。これは以前に

木村議員、正木議員からもご質問があったときにお答えしております。この阿波市の教育

についての審議会を立ち上げて、向こう１０年間を見据えて振興計画をつくっていきた

い。そして、平成２２年度には策定をしたいと考えております。この審議委員会には教育

に携わる方々、教育についていろいろな角度からご意見をお聞かせいただくために市民か

らの公募もいたしたいと考えております。市民の皆様と一緒に取り組むことができればと

思います。これは市長が常々言っております、市民とともにということにもなると思っと

ります。 

 教育振興計画の内容につきましては、阿波市の教育理念として掲げております、人が輝

き、自然が輝く美しい阿波市を目指して、夢と希望を持てる、心豊かでたくましい日本人

となるための知育、徳育、体育、食育を重視し、人間力向上のための教育を進めますを基

本にしたいと思っとります。そのことにつきましては、この冊子にも掲げておるところで

ございます。生きる力の育成、教育環境の整備、このあたりにつきましても今後耐震補強

等も進めていくところでございます。生涯学習の振興、人権尊重社会の実現、文化の振

興、スポーツの振興などを中心に確立をしていきたいと考えております。何と申しまして

も、教育の基盤は家庭教育、そして学校教育、社会教育の充実が非常に大事であると思っ

とります。今後そういったことにつきまして阿波市全体で教育に取り組んでいただけるよ

うご協力をお願いしたいと思っとります。教育のまちとしてさらに発展させていきたいと
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いうふうに思っとります。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 笠井市民部長。 

○市民部長（笠井恒美君） 吉田議員の質問に答弁させていただきます。 

 市民部としては、７番目の美しい環境のまちづくりを所管するようになります。阿波市

の総合計画の中で、美しい環境のまちづくりというところで位置づけされております。柱

は３本柱がございまして、環境の保全と創造の施策、それと下水道の整備、３番目が廃棄

物処理等環境衛生対策の充実に伴う施策、この３本柱がございます。 

 １番の環境の保全と創造施策としては、自然環境の保全とか公害等の環境問題への適切

な対応がございます。阿波市役所の取り組みとして、地球温暖化対策実行計画が平成２１

年３月に策定されており、本年度から実行計画が運用といいますか、されようとしており

ます。市職員として取り組むのはまず第１は、クールビズとか、日常的な昼間の蛍光灯の

消灯とか、そういうふうなものを以前から実施しておりますが、より一層強化を図ってい

きたいと思っております。 

 下水道整備につきましては、阿波市汚水処理構想に伴う計画的な事業推進が必要かと考

えられます。ただ、財政上の問題があり、汚水処理検討委員会で十分議論していただき、

今後の方針を決定していただきたいと思っております。 

 ３番目の廃棄物処理等環境衛生対策の充実に伴う施策につきましては、ごみの収集、処

理、減量化、ごみの不法投棄対策、し尿処理問題等々ございます。これにつきましても、

汚水処理構想にも絡んできます。汚水処理検討委員会等、そういうところで議論していた

だき、さまざまなご意見を出していただきまして方向性を出せたらと思っております。 

 以上、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（稲岡正一君） 吉田正君。 

○８番（吉田 正君） この件につきまして早うしまう予定でございますが、再問をさせ

ていただきたいと思います。 

 今回、野崎市長が最優先に挙げております農業振興、先ほどから、先日も先輩、同僚の

議員が農業振興についての質問をいたしました。その中で農業指導員、営農指導を重点的

にやっていくというような答弁をしておりましたが、田村産業建設部長の話では、阿波市

では営農指導の職員は、技術者は一人もいませんというような答弁があったように思われ

ます。答弁で、きれいに並べていく答弁。現実にやらなきゃいけないもんを現実今までに
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やってないと。現在の農業、非常に気象状況が影響しております。地球温暖化、それによ

ります。先ほどだれかが質問しましたが、あ、三木議員が質問したように、お米はカメム

シに吸われて銭にならないというようなこともあります。現実に行政の職員の方の考えて

いただくことは、時々の対応ができるようにやっていただくというのが我々は行政職員の

責務でなかろうかと思っております。 

 私がなぜこういうことを言うかと申しますと、後ほどまた教育の充実でも話をさせてい

ただきますが、阿波市には農業の営農指導の資格を持った人が５人か６人おるはずなんで

す。小笠原市長のときにも前回質問させていただいたが、検討し考慮するということでご

ざいます。これはまた八坂部長にも後ほど答弁をいただきますが。それでは、農業営農指

導、今まで部長のほうから説明ありました。現実に今は、農業の営農指導、非常に必要な

時期になっとんです。退職せられた人が再農業の出発、６０が来て農業を始める人の就農

者が非常に多くなっております。先ほどの答弁の中で、川島普及に１６名、農協に２名の

指導員がおるということでございますが、阿波市全体の農業で農協が営農指導するのが２

名と。現実、今農協さんのほうへ肥料とか農薬買いに行たら、板野郡農協の土成にあると

こはよく詳しく教えていただくが、ほかの農協では大体説明ができないように思います。

ほて、農家の店とか、そういうほうへ農業の方が流れていくというようなことでやってい

っているように思われます。現在の適地適作の作物をつくるにはやっぱり指導員の養成が

必要でございます。なぜ阿波市に指導員の免許持った人が５人もおるのに、そういうとこ

へ配置しないのかなと。前回の八坂部長の答弁では、職員が希望していない、職員の要望

聞いていたら、そういうようないろんなことを申されたと思います。町と市の行政のやり

方というのは大分変わってこないかんのが現実だろうと思います。市になれば大きくなる

ので、やっぱり専門職が必要になると思います。県もいろいろと行政改革で出先機関を大

きく担当範囲を広げております。そういうことで手薄になるとこをやっぱり市の職員、市

の行政が手助けして農業振興いろいろ、農業に関することは農業、土木に関することは土

木というようなこれからの行政のやり方でなかろうかと思います。 

 それで、阿波市の農業振興、営農指導員を置くということは答弁毎々やっております。

野崎市長も農業出身でございます。先ほど森本議員が質問したとおり、いろいろな観点で

計画を立てて農業振興なり阿波市の執行には計画的にやるべきでなかろうかと私は思って

おります。特に農業、それから今回の公共事業、前回の４億円、今回また補正で６億円と

いうような大きな数字の特別給付金が阿波市にも入ってくる予定になっております。農
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業、特に農業関係、農協、それから農業団体、後継者、農業認定者、今までと違った説

明、会合を重ねながら阿波市の農産物の特性、ブランドづくり、そういうことが必要にな

ってきたと思います。適地適菜、これは非常に難しい状態になっております。昔お米、晩

稲をつくったらええって言ってたのが、このごろは晩稲をつくったらカメムシにやられる

と。お米だけでないです、カメムシは。ナスビからレタスから全部に被害を及ぼしており

ます。現地へ入って、この土地はもう消毒が要るんだなというような農協も指導もしませ

ん。そういうようなことで、これからますます出荷額が減ってくると思います。阿波市は

農業立市と、そういうことを頭に置いてこれから農業指導、いろいろ計画をやっていただ

きたいなと思っております。 

 それと、子育て支援は先ほど秋山部長のほうからいろいろ答弁いただきました。前に質

問したそれぞれの議員にも答弁しておりますので、今後とも子育て支援は阿波市はごつい

なというような維持をして、ええとこは継承しながら、喜んで子育てができる阿波市に今

後とも力を入れていただきたいなと思っとります。 

 教育の充実ですが、私は教育の中身については、板野教育長は非常に立派な教育長と聞

いております。確かに英語教育、それから学校内での教育の方針は非常にすばらしいもん

だなと思い、尊敬をしております。ただ一つ残念なのは、今回と一緒でございます。今回

も森口次長は非常にせこい立場で答弁をしとるようなことをひしひしと感じております。

前回、御所小学校においてもこういうような問題が起きました。また今回もいろいろな問

題が起きとります。笠井部長が教育担当のときに御所の小学校の担当でありました。それ

も行政職員が担当でいろんな問題の説明ができずに、答弁も苦しい答弁もしながら誤解を

招いたこともあると思います。なぜこういうように阿波市が専門職を一般行政職に使うた

り、農業も、土木も、教育技術者、あえてそういうことをよけて通るように私やは感じる

わけでございます。今回も、私も教育委員会のほうへ行て森口次長とも話をし、教育長と

もいろいろと、土成の屋内体育館については図面も見せてもらったりいろいろしました。

吉川議員がおっしゃられた太陽光、これもつくようになったということで安心しておりま

すが、当分は設計変更はしなければできないというようなことも聞きましたが、現実に市

長、教育長、これは担当職員の私は責任でないと思います。あえて言えば、これは教育

長、異動の責任、八坂部長、それから野崎前副市長にも責任はあるのでなかろうかと思っ

ております。やっぱり一般行政職員では専門の仕事を、特に建築については担当を任すと

いうことは、設計事務所と土木業者が話をして、一般行政職員は管理ができないというの
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が、私はほういうような流れになっとんでなかろうかと思っております。簡単で結構です

から後ほど答弁をこの件について、土木、それから建築について、教育委員会も一緒で

す、いただきます。 

 それと、今回市長が商工会と連携して観光振興するというようなことを７項目のうちに

入れてあります。これは非常に私もいいことだなと思っております。やっぱり市内業者の

育成、我々、前の小笠原市長にも市内業者の育成ということで大変進言してきましたが、

余り言うと安う請け負うてくれんのに、阿波市の業者に何で高い業者に負けて、利権屋で

ないかというような話も聞かされましたが、そういうことでなしに、阿波市の業者の育成

というのは、そのときの入札額が低いけんよその業者入れたほうがええというような考え

で私はないと思います。 

（「違うで」と呼ぶ者あり） 

 何。 

（「議長、構いません」と呼ぶ者あり） 

 ええどうぞ。 

（「部長、部長」と呼ぶ者あり） 

○議長（稲岡正一君） いや、待ってください。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 質問者、質問続けて、続行してください。 

○８番（吉田 正君） これは趣旨が違うというような取り方をしとるかもわかりません

が、これは私は商工と連携ということは、阿波市のやっぱり商工業と行政が連携してこう

いうことをやっていくのかなということで、私は批判的なことでなしに、ええことでもな

し、これは関連質問として認めていただきたいと思っとります。そういうことで続行いた

しますが、ある程度やっぱり市内の業者の商工会との関連で納税額の向上、そういうこと

にもつながってくるので、これはぜひやってもらいたいなと。 

 地域福祉の充実、これについては部長のほうから説明がありましたが、やっぱり野崎市

長の市民とともにということでございますので、公正、公平、クリーンな行政で、市民が

安心・安全で住みよい地域福祉の向上を目指し、市民とともに、行政、市民、一致団結し

て、県下一の地域福祉の阿波市だなと言われるようにこれは頑張っていただきたいなと思

っております。 

 それと、道路網の整備でございますが、国が進めている経済対策、緊急補助金もありま
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す。ただいま田村部長のほうから答弁いただきましたが、県にもこういうような国から流

れてきた金があると思います、緊急対策事業。志度山川線をどのように阿波市がとらえて

県のほうへ要望しているか。簡単で結構です、後ほど答弁をいただきたいと思います。 

 自然環境については、土柱、いろいろ阿波市には自然の環境づくりのいろいろな箇所も

ございます。これからの子供、いろいろな阿波市を担っていく子供に対しても自然環境は

十分にやっていただきたいなと。 

 こんで７項目の質問で、再問は農業営農指導の方、それから八坂部長にはこれからどう

いうような人事のやり方やっていくのかなと。議員が言うても何ら反応の少ない、ああ、

また言いよるなというようなことでなしに、真剣にとらえてもろうて、そういうことをや

っていただきたいなと。やっぱりこれからは専門職が必要な時代なんですよ。そういうこ

とで、我々は異動にまで口出すべきではないと思いますが、やっぱり事業が変な方向へ向

いていくということは専門職が少ない、それから事業化にしても一緒なんです。そういう

ことでやっていただきたいと思います。とりあえず今までの７項目についての再問をいた

しましたので、簡単で結構です。八坂部長、それから教育長にもこれからの教育人事、そ

れから専門職の対応、こういうことが二度と起こらんようにやっぱり基本から、議員にも

説明したり、いろいろな方向づけが要るんでなかろうかと思います。庁舎についても言う

し、また庁舎は後ほど話します。そういうことで７項目についての再問をいたします。 

○議長（稲岡正一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 吉田議員の再問についてご答弁申し上げます。 

 まず、職員の配置についてのことだと思います。農政、土木、建築、教育の関係だと思

うんですが、この問題につきましては以前からそういう議員からご意見をいただきまし

た。そういったことで、まずもって防災対策課の中には嘱託ということで建築専門の県の

ＯＢの方を採用して、職員に対しても指示をいただいておるところであります。そういっ

たことで、我々人事を担当する部としましたら、ご承知のように今回この経済対策で建設

とか農政、いろいろ仕事がふえました。そういったことで、専門職、なかなか全員、専門

職と言っても学校を出てそういうなにに、卒業したというなにで、今言われましたように

専門的なほの技術をもって、例えば建築を１級持っとるとか、そういう職員ではなしに、

学校を出て現在それぞれ所管の今議員が言われるような部署には配置をしとるわけです。

ことしもこの４月に、農政課のほうにもそういった仕事がふえたということで、そういっ

た学校を出た職員も配置しました。また、土木のほうにも、今回３億円余っての事業費と
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いうことで、そういったベテランを２名配置をして今の事業に当たっております。そうい

ったことで、ご承知のように職員採用、一度だけして現在しておりません。今度、採用す

る上でそういった技術職、教育関係もいろいろ仕事がふえておりますので、そういったこ

とも考えて、採用の中でそういうことも考えていきたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（稲岡正一君） 板野教育長。 

○教育長（板野 正君） 吉田議員の再問にお答えいたします。 

 教育委員会関係の事業等で大変ご迷惑をおかけいたしております。まことに申しわけな

く思っとります。教育委員会の課員一同は一生懸命努力し研究はしておりますものの、や

はりいろんな面で専門的な分野等ではいろんな力不足というところもあるかもしれませ

ん。そんなことで、いろいろとご迷惑をおかけいたしております。これひとえに私自身の

勉強不足でもありますし、力のなさでもございます。今後は議員の皆様方にもしっかりと

ご支援をしていただきながら、問題が起きないようには最大の努力をしていきたいと思っ

とります。 

 また、人員につきましては、専門職は非常に重要であると思いますし、このようにたく

さんの事業があるということも私も予想しておりませんで、人員、人数的にも不足してお

るところもございますので、こういったことについては今後市長部局のほうへ要望してい

きたいというふうに思っとります。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 田村産業建設部長。 

○産業建設部長（田村 豊君） 吉田議員の志度山川線の工事の状況についてお答えをさ

せていただきたいと思います。 

 志度山川線につきましては、香川県さぬき市志度を起点として吉野川市山川町に至る延

長１４．４キロの幹線道路であります。現在、工事が計画されておりますのは、阿波市阿

波町の北柴生から阿波市阿波町東柴生までの１．８８キロメートルでございます。北柴生

からを起点として０．５キロにつきましては現在供用開始がされております。平成２０年

度の工事といたしましては、第２工区続きの３００メートルについて、舗装を除いた改良

工事が完成をしておるところでございます。それで、この工事につきましては、ことしの

１月にも市長、議長の連名によりまして早期完成に向けての要望書を県、国等に提出をい

たしておるところでございます。 
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 以上、答弁とさせていただきます。 

（８番吉田 正君「最後にほの７項目の総括、市長に。簡単で

結構です」と呼ぶ） 

○議長（稲岡正一君） 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 吉田議員からは野崎市政について、市長所信表明の７項目の説明

を各部長詳しくいたしたわけでございますが、１番目の農業政策から始まって７番目の美

しい環境のまちづくりまで、この項目、市民生活にとっていずれも大事な事業を、主要な

事業っていうんですか、大切な事業を所信表明で述べさせていただきました。この中で部

長、大分詳しくお話ししたわけなんですが、私この７項目の実施、あるいはこれからの実

行ですかね。それにつきましては、まずそれぞれに７項目の事業が別々の事業でないって

いうことは職員の皆様にも、市民の皆様にも、議会の皆様にもご理解いただきたいな。と

いいますのは、まず庁内での連携をしながら組み立てていくこと。特に懸案事項、市民に

とっての懸案事項、あるいは職場での懸案事項につきましては、それぞれ市が発足して以

降４年間、相当な数の検討委員会で、すべて職員が参加しながら懸案事項についての解決

を図ってきた、これからも図っていきます。 

 次に、それぞれ事業の施策の実施なんですが、市民へのやっぱり周知がまだいま一つ足

りないんじゃないかというなことも考えてます。市民へ周知することによって我々の行政

と市民とのキャッチボールっていうんですか、それが生まれていくんじゃないかな。だか

ら、周知は徹底的に今後もやっていきたいな。本当に市民のためのすばらしい施策に生ま

れ変わっていくと、このように思ってます。 

 あともう一点、これ少々、実は昨年からですか実行してるんですが、いろんな施策、事

業を実行してるわけですが、評価システムがまだ完璧にできてません。これも先般の議会

でも申し上げましたけれども、事業の評価をそれぞれの担当課長あるいは部長が本当に欠

点があるのか、ないのかというような評価していくわけですね。それによって、この事業

は市民にとって本当好ましくないよ、あるいはもっともっと伸ばさんとこれはいかんよと

か、そういうなことが現実に起こってきます。行財政改革の上からも、市民の生活の上か

らもこの評価システムは非常に大切だと思ってます。 

 ７項目だけでなくてほかの事業も随分あるわけなんですが、それについても今申し上げ

ましたようなものを考えたというんですか、それを職員と一緒になって確立、定着させて

いきたいなと、このように思ってますので、よろしくご協力お願いします。 
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○議長（稲岡正一君） 吉田正君。 

○８番（吉田 正君） それでは、２点目の新庁舎の建設ということで、早急な対策が必

要ということで私が質問に出したのは、徳島新聞に、野崎市長が出されたとおり、当選し

て４月２１日、新庁舎は必要ということで大きく報道されました。それで、きのう原田先

輩議員がこの問題について質問し、今年度中にいわゆる用地の決定というようなことを答

弁されました。これも市民の理解が必要な件でございます。そういうことで、これからど

ういうふうに市長が市民に説明していくのか。 

 それと、まずその前に、こういう今回の補正予算の中に庁舎建設、これが大きく載って

おられます。その件について、ちょっと八坂部長に答弁をお願いしたいと思いますが、当

初が６７万３，０００円、これ予算協議の中ですべきかどうかと思いますが、とりあえず

これ調査の関係でありますので今回質問させてもらいます。６７万３，０００円が３，３

６９万円の補正ということで、この中で説明の欄に庁舎建設基本計画作成等業務委託料が

１，３００万円と庁舎造成計画設計業務委託料７００万円、これ非常に具体的な予算を上

げております。そこで、八坂部長にお聞きしたいのは、この補正に、野崎新市長が当選し

てからこれはできたんだろうと思いますが、この予算の説明の仕方によったら、もう用地

も決まったなあ、造成の仕方が決まったなあというような説明になっております。とられ

ます、これは。私もそう感じております。現実に今行政のほうで、今年度中につける、話

ができるような用地ができて市長に報告したのか、あるいは市長のほうで別個を入れた土

地があるのかなということでこういう予算を組んだのかなと。この予算は非常に具体的な

予算と思います。 

 それと、基本計画を委託に出す前に、どの事業も同じでございますが、ある程度の計画

が担当でできたときには、やっぱり前回も、何回もこういうような議会の中で話が出るん

ですけど、平面とか、ほの側面とか、そんなんまでは要らんだろうけど、やっぱり平面図

でこういうような、１階はこういうような図面、阿波市はできるんですよ、２階はこうい

うような室がありますというような、職員でできるはずなん。こういうようなもんをやっ

て、こういうような形態の図面をこしらえてくれちゅうんは委託業者に渡すと。ほなけ

ん、それじゃあそういうこともやっぱりできとんかどうか、そこらをちょっと答弁を願い

たいのと、予定地が阿波北の阿波農業高等学校、前から言われておりましたが、そういう

話があるのでなかろうかなと思ってちょっと私も質問させてもらったんですが、余りにも

これ造成についても委託の金額７００万円、これほんまにもう予定が決まった、あそこの
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土地をこういうふうにするんだな、ほれから建物はこういう建物が建つというような含み

があるのかないのか、答弁願います。 

○議長（稲岡正一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 吉田議員の庁舎建設についてのご質問についてご答弁を申し

上げたいと思います。 

 まず、今回の庁舎建設の予算、当初では６７万３，０００円、補正で３，３６９万円、

これについての、この今回の６月に提案する中で市長のヒアリングですね、予算計上する

のにこの予算額のヒアリングについて市長とも協議をして今回提案をさせていただいてお

ります。今、議員のお話の中では、用地が決まったととれるというようなお話であったん

でありますが、きのうも吉川議員にご答弁申し上げたと思いますが、いろいろ今までの経

過を申し述べまして、特別委員会とかいろいろそういう流れをくんできて、用地の選定場

所については決まっていないと、まだ、そういうご答弁をさせていただきました。そうい

ったことがもとになります。そういったことで、市長には用地が決まってるからこういう

予算をつけてくれと、そういうヒアリングはしておりません。当然、今回原田議員にもご

答弁申し上げました、新庁舎建設に向けての市民懇話会、それも立ち上げました。その中

で庁舎建設に向けてのいろんな委員からのご意見をいただきながらこの基本計画の中にい

ろいろと取り上げていくと、意見を集約してその中に盛り込んでいくと、そういう業務の

委託料であります。 

 今、この造成計画、これについても少し話がこんがらがるかもわかりませんが、阿波の

全体に前提としたそういうこと含まれてるかと、そういう今ご質問があったわけですが、

そういうことはございません。あくまでも用地買収が決まれば当然そういった造成計画の

設計業務も含まれてきます。また事業認定の、まず場所が決まって初めてそういう流れが

出てくるわけであって、まず場所が決まらないとこういうことは進んでいかないと、そう

いうことになります。そういったことで、この基本計画の作成業務の委託料、職員が事前

にできないか。職員の、先ほどありましたが、なかなかこういう技術的ななには持ってま

せん。建設を進める中で資料作成にいろいろ調査をして資料作成はできますが、なかなか

平面とか立面、側面、そういったなにまでは職員の中ではできません。いろいろコンサル

とかご指導いただいてそういうことを進めていくことになりますので、今議員のお話があ

りました、質問のあったものについては今私が答弁させていただいたことになると思いま

すので、よろしくお願いいたしたいと思います。 
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 以上です。 

○議長（稲岡正一君） 吉田正君。 

○８番（吉田 正君） 最後になりますが、野崎市長に、今後新庁舎の建設ということ

で、今年の台に用地の確定というようなことも昨日答弁をしておりました。そういうこと

で、これから非常に大変難しい問題も起きてくるんでないかいなと。庁舎については皆関

心あります。けさほども私もある人から、ああ、庁舎は土成でけるんだなあと言われまし

た。きょうの徳新の報道ではそういうような取られ方もする感じもします。十二分に用地

選定、それから庁舎の建設については市民とともにということでございますので、くれぐ

れも行政が先走りするんでなしに、ある程度は市民にも広報しながら、やっぱり市民とと

もに歩むという行政をやっていただいて、いろいろな問題で誤解を招かないようなクリー

ンな阿波市をつくっていただきたいなと思いますので、要望して私の一般質問を終わりま

す。 

（「下水せんの」と呼ぶ者あり） 

 ああ、下水道が。いや、もう早うしまわないかんかいなと思って。失礼をいたしまし

た。下水道をほな簡単に質問いたします。早うしまわなければいけないという頭がありま

して、失礼をいたしました。 

 この下水道事業でございますが、市場町から引き継いだ事業でございますが、私も１２

月に一遍質問しているんで、前もしたでないかと思われるかもわかりませんが、下水道の

処理委員会ができまして、それから後の下水道はどういうふうに動いていくのかなと。こ

の阿波市の、新聞にもこの間報道されましたが、阿波市の財政ということで、阿波市も基

金が１８億円ということでございます。非常に厳しい中の財政の中で、下水道はまだ処理

委員会の中で動いていくのか。それとも、野崎新市長がもう下水道については財政も厳し

いということで処理構想の中で再々開をするということも載っとります。この中で今後検

討委員会、委員会がどういうふうな方向で持っていくのかなということをお聞きしたいの

と、あくまでも公共下水は阿波市には必要なんだということで、いつまでぐらい中止をし

再開をやっていくのかなと。これから５年間は特例債の活用ということで、先ほど質問い

たしました調査の件についても動き出します。そういうことで５年間はとてもこれ下水道

が動くような予算もないだろうと思いますが、あくまでも阿波市の下水処理構想の中でず

っと検討していくのかな、どうかなということを担当課長並びに野崎新市長に答弁をお願

いしたいと思います。 
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○議長（稲岡正一君） 笠井市民部長。 

○市民部長（笠井恒美君） 吉田議員の一般質問３番目、下水道事業、市場町より引き継

いでいる公共下水道の今後の取り組みはというご質問でございます。 

 議員ご存じのように、旧市場町の公共下水道事業は平成１３年に事業認可を受け、事業

に着手しましたが、平成１４年に処理場が計画された周辺住民から強い要望がありまして

白紙撤回となり、以後実質的に事業は休止状態にあると、そういう認識をしております。 

 今後のことについてでありますが、阿波市全域の汚水処理にどう取り組んでいくかの課

題もあり、阿波市全体の地域ごとのその実情に応じた合併浄化槽、農業集落排水事業、公

共下水道事業等の汚水処理の方法等の中からどの方向が一番効率的なのかというふうなも

のをまとめた汚水処理構想ができております。汚水処理事業の推進は必要かと考えており

ます。そのような認識は持っております。ただ、公共下水道事業は多額の予算を必要とす

るため、事業推進には市の財政事情が大きく関係してまいると思っております。受益者の

方々にも負担をいただくことになろうかと思います。市民の皆様の理解とご協力なくして

は進む事業ではないと思っております。公共下水道事業の今後の方向を考えるとき、汚水

処理検討委員会におきまして十分ご審議をいただき、より的確な方向を示せるように進め

てまいりたいと思います。今現在は実施計画まで至っておりません。その現状でございま

す。今まで以上に慎重な対応と検討が必要かと考えております。現在までのところを十分

議員ご理解いただけますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（稲岡正一君） 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 吉田議員からの再問で、市場町より引き継いでいる公共下水の今

後の取り組みということですが、今市民部長から説明があった以外に、確かに汚水処理検

討委員会で市場町の下水について、１３年に事業認可を受けて以来、翌年の、次の年です

か、１４年に白紙撤回なされて今日に至ってます。もう７年もたってますけれど、まるっ

きり動いてない、非常に地域の市民の方にご迷惑をかけています事業ですが、まず考えな

ければいけないのは、もちろん阿波市全体の汚水処理構想、約３５０億円ぐらいの事業に

なろうかと思いますけれども、１番はまず財政事情との関係があるんじゃないかな。これ

が１点目です。２点目は、既に実施している汚水処理事業がございます。市内に２カ所ほ

どあるんですが、そこの処理状況あるいは運営状況等々が相当な努力をされないと新たな

汚水処理事業が成り立たない。このあたりが一番の課題じゃないかなと思ってます。その

あたり本当に職員の知恵、あるいはそれぞれ専門家の知恵を汚水処理検討委員会で出して
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いただいて、しばらく時間かかりますけれども、地域地域の特性を生かした処理構想の実

現に向けて努力はしていきたいと、このように思ってます。 

○議長（稲岡正一君） 吉田正君。 

○８番（吉田 正君） もう最後になりましたので、市長なり担当部長にお願いを要望を

しておきます。 

 非常に厳しい財政状況の中でございます。あくまでも公共事業、公共下水をやるのか。

それとも、公共下水の見直しを図り、密集地の集落排水に持っていくのか。阿波市は市で

はございますが、まだ農家が点在しております。そういうことで、市場公共下水事業なら

密集地のまちづくりとか、いろいろな問題があろうと思います。そういうことで、いつま

でも休止休止で置くんではなしに、方向づけをきちっと決めて、今後十分検討してやって

もらいたいなと思っております。 

 それでは、いろいろ申しましたが、これから４年間、大変難しい厳しい状況、現況の中

で野崎市長も頑張っていかなくてはならないと思います。幹部の方々、野崎市長をともど

も助けて、阿波市が公正、公平、クリーンな市になりますよう努力していただくことを要

望し、私の一般質問終わります。 

○議長（稲岡正一君） 暫時休憩いたします。 

            午後１時３９分 休憩 

            午後１時５３分 再開 

（２０番 三浦三一君 出席 午後１時００分） 

○議長（稲岡正一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問続行いたします。 

 １５番月岡永治君の一般質問を許可いたします。 

 月岡永治君。 

 

○１５番（月岡永治君） やっと順番が来ました。１５番月岡永治、一般質問をさせてい

ただきます。 

 まず、野崎市長、新市政、市政に対しまして初めて質問させていただきます。また、幹

部の方も、これ７名ですか、８名もかわられて、新しい方が今参加していただいておりま

す。今、答弁聞いておりましたら、新部長お二人とも丁寧でちょっと長うございますの

で、簡潔にご答弁をお願いしたいと思います。また、理事者におかれましては、今吉田議
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員から言われましたように、野崎丸出航したわけでございますから、ぜひともこの出航の

手助けを皆さん方で一丸となってやっていただきますようお願いを申し上げまして観光行

政について聞いてまいりたいと思います。 

 今、吉田議員のほうから質問がありまして、阿波市の汚水処理構想、３３５億円、この

構想が今出ております。昨年出されました。その中身を見てみましたら、集落排水が阿波

町で、これは３カ所、市場町では公共下水と集落排水、それに土成町では公共下水と、そ

れと集落排水、それに吉野町、もう集落排水やめたつもりだったんですけど、まだ一条地

区で集落排水をしなさいということで今計画がされております。この金額が、合併浄化槽

５，８００戸、残りのうちの５，８００戸を含めて、全部で総額３５０億円です。大変な

金額です。今言いましたように実施計画はないということでございます。実施計画はない

けども、昨年度これを発表して、そして今吉田議員が聞かれた市場町の下水構想は白紙の

ままで置いてあると。そして、新しいものが今こういうように発表され、発表というか公

表したわけですね。市長の７項目の公約の中にも美しい環境のまちづくりの中で、汚水構

想の理念にのっとり検討委員会の中で今検討していくという笠井部長の答弁でございまし

たけども、それはもう今ちょっと聞いていましたら絵にかいたもちやなあ。する気がない

ところやったのに上げたんや、こんな。吉野町は２カ所に、今市長も言うてくれましたけ

ども、２カ所の集落排水ができました。これ以上やれば吉野町は破綻するんだということ

で吉野町は集落排水事業をやめたわけなんです。一つの方法で、真空式っていうか傾斜が

ないもんです。本来の集落排水て皆さんご存じなんですけども、山間部で、また道のない

とこ、そういうなところで一部の地域が集まってやるコミュニティー集落排水っていうの

は成功しとる例が多いんです。ですけど、平地でそうやって大きな、５００戸も６００戸

も１，０００戸もの規模になりますと、なかなか集落排水事業というのはうまくいかな

い。そういうことが出ております。そして、そこで年間今２カ所で１億１，０００万円、

１億１，４００万円の維持管理費、この間江澤議員も質問されておりましたけども、その

うちの７，５００万円というものは償還金なんです。現実は残りの３，８００万円をどう

いうふうにして使いよるかっていうのが今の集落排水の２カ所での実態なんです。そした

ら、両方で５００戸、今５００戸しか入ってないんですけども、５００戸でその分のお金

が要る。そのうちの年間一千二百何十万円ていうのは使用料では入ってきよんですけど

も、二千数百万円ていうのはやっぱり投資しなくてはならない。ただ、たまたま台風とか

雨とかなかったから、去年、それにおととし、その一昨年前、その年にはお金が要らなん
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だ、当然なんです。でも、台風があったり大雨の日が続きましたら、これは平地でそうい

うなものですから水も入り、機械も故障し、そういったことでお金がかかる。ですから、

集落排水や下水っていうものはお金のかかるもんである。今ここに計画出している市場町

と土成を含んだ公共下水のこの金額、全部で９２億円ですね、ここにも出ているのが。戸

数、人口にして８，６００人か７００人の人口。ですから、２．９人を１人にして、１世

帯にしてっていう計算でやってますから、それで計算してくれたらわかると思うんですけ

ど。それも、ここに書いてあるのは１戸当たりの負担金、これ１５万円で積算しているわ

けです。そして、今旧の吉野町の場合は、最初の加入のときは１５万円で入ったんですけ

ども、今は２５万円です。そしたら、２５万円で集落排水のその事業はつなぎ込みができ

るか、そのおうちが入ってからできるかっていいましたら、一条東地区の集落排水はでき

ます。ですけど、阿部議員の地元であります小笠地区、柿原東地区っていうところになり

ましたら、１件加入してもらうのに百何十万円かかります。２５万円もらって１件で１０

０万円ずつ損しなくてはいけないっていうような集落排水をつくってしまったんです。で

も、これも国が前の、前竹重町長、その前の野口町長からの構想で、国からこういうもの

やりなさいということで乗っかってやってみたんですけども、現実は市に対して、また町

に対してかなりの負担をかけたということで、もうこれは撤退したのが現実でございま

す。それが今こういうふうに汚水構想が改めて全域で集落排水、残りを合併浄化槽でやる

っていうふうな計画が出たもんですから、これ本当にやるんかどうか。今聞いてみたら、

市場の下水も休止したけどやめるやめんか物が言えない。検討委員会っていいましても、

去年の１１月１３日に第２回目の検討委員会やって、市場町でこれからやっていく、新築

をする、合併浄化槽にお金払おうと、それだけが決まったのが現実と違うんですか。こう

いう構想というか、美しい環境のまちづくりで今こうやってせっかくこういうようないい

ことをしているんですから、下水のことはこれ環境のこと、絶対やっていかなければいけ

ないと思うんです。ですけど、その見直し、皆さんの知恵やそういうなものを出してすば

らしいものをつくっていかなければいけないと思いますんで、ひとつそこいらのお考えを

いただきたいと思います。 

 また、今旧吉野町の集落排水で１，３００万円というものが減額になっとったんです。

これも私聞いてみましたら、その加入者がいなかったんだと、たまたまいなかったからこ

の分、それとか人件費の分が重なって１，３００万円ぐらいの減額だということは説明を

聞いております。 
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 これ、３番目の阿北環境組合は一番最後に広域の質問をしたいと思いますんで一緒に、

これ下水のことでございますけども、最後にまとめてやりたいと思いますんで、先そこの

ところの答弁お願いいたします。 

○議長（稲岡正一君） 笠井市民部長。 

○市民部長（笠井恒美君） 月岡議員の一般質問にお答えしたいと思います。 

 吉田議員のさきの一般質問でもお答えいたしましたように、構想はできております。先

ほど申し上げましたように、実施計画までまだ進んでおりません。そんな関係で、今後引

き続いて汚水処理構想に基づきまして、今後の阿波市の汚水処理事業の推進について阿波

市汚水処理検討委員会で十分協議していただき、財政上の観点からも十分検討していただ

いて方向性を出せていけたらというふうに考えております。 

 それから、２番目の旧吉野町の集落排水で本年度予算が減額になったというようなこと

で、その理由についてのご質問でございます。 

 一条西地区の管理費で１２０万円、柿原東地区の施設管理費で９５０万円の減額になっ

ております。その大きなものは、手数料の２３０万円の減額、これは一条西地区でござい

ます。これは汚泥の引き抜き料、見積書をとりましての単価の安かった部分と、それと量

の、議員が先ほどおっしゃってくださったような量の減少によるところのものでございま

す。柿原東地区の施設管理費の９５０万円の減額につきましては、修繕費が１５０万円減

額されたのと、先ほどの同じような手数料の２００万円と工事の５００万円、この工事の

５００万円は議員がご指摘いただきましたように新規加入者が予算で計画していたよりも

実施していただいた方が１件で少なかったということの部分の減額でございます。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 月岡永治君。 

○１５番（月岡永治君） 今それ詳しいにちょっと説明していただいたんですけど、合併

浄化槽、やっぱり合併浄化槽、これ１万７，５００人、５２億円で５，８００戸、これが

今これからやろうとする人ですよね。ほれと、今現在済んでいる人、済んでない人とこう

やって今数字出てますけども、処理戸数が１万５００、そして残りがまだできてないとい

うことで、未整備が３万、約３万人の方。ですから、１万世帯ということですね、大体１

万世帯の方がこれからやっていく。それを集落排水でやるんか、公共下水でやるのか、合

併でやるのか。そのうちの１万７，０００人という５，８００戸は集落排水でやるという

てこうやって構想で出ているんですから、ことしはどれぐらいの計画を持ってやろうとす
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るか。ほかのものはお金ないんですけど、合併浄化槽は補助もついてやれる事業でござい

ます。緊急対策のこういうなものも含めてどういう計画を立ててやろうとしておるのか、

ちょっとお聞かせいただきたいと思います。数のほうお願いいたします。 

 それと、今、第２回汚水検討委員会で、これから検討委員会でやっていくということで

すけども、これ３回、４回とこれから続いていく中で、ただこの入っているメンバーの方

が役所の職員さんばっかりだと思うんです。私、検討委員会でご検討いただいてっていう

て、部長がそれ言うべきもんでないと思いますよ。職場の方のそういう職員、下の職員

が、皆さんが来てするんですから、そこでは多分僕は市民部長が実行力を持って、そして

それリーダーで引っ張っていってもらいたい、そういうふうに考えております。ぜひそこ

でご検討いただいてじゃなしに、あなたからどんどん提案を出したり、下の提案を吸い上

げるっていうことをしないといけないと思います。検討委員会、別の検討委員会でありま

せんので、そこいらお願いいたしたいと思います。浄化槽、今その分はどれぐらいです

か。 

 それと、濃縮のものを処理するものの金額減ったということを今市民部長おっしゃった

んですけども、実は前にも私これ議会で言ったのか委員会で言ったのか忘れたんですけど

も、旧の山川町、吉野川市の方が、ひどいときにはこれ３万、何か濃度ですね、汚泥濃度

っていうんがあるんですけど、３万ぐらいのものを持ってきているというんで、それで機

械壊れるのかっていうことで、ああ、広域の議会で聞いたことがあるんかもわからんで

す。そのときに、そういうものが来ているのに、今度旧吉野町の中継、集落排水からは１

万２，０００から１万４，０００のものを持ってきよったんですけども、今度急遽その数

が減るということは、２万ぐらいに何か数字を上げたらしいです。かたくしたということ

です。また、かたくしたのが、それは汚水とかそういうなもの、近辺の汚水や、そういう

なものに心配ないんかどうか。水質検査、担当の方も一生懸命頑張って、それなりに工夫

をして、何か市が、もう節約しなさい節約しなさいでございますから、そういうところで

節約していかないとだめだと。 

 それと、夜、皆さんかわいそうなんです。これ機械が実は、皆さんにも知っとっていた

だきたいんですけど、集落排水用の機械を排水ポンプをつけなければいけないところに農

業用の排水ポンプをつけた経緯がありまして、そこの箇所が故障するっていう事態が起き

たんです。何でかっていいますと、機械が高いもんですから、同じようなもんで安いんと

違うかということで入れて、そしてその回転の速さ、集落排水用と農業用ではちょっと違
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うということで一部故障となって、今故障の原因は見つけて、それはもう今、去年、こと

し何か処理できたようですけども、今までは夜中の１時であろうと３時であろうと、いつ

でも電話がかかってきて、その修理に、現場を見に行かなんだらあかんかっていうのが今

吉野支所におる担当の人の仕事だったわけです。 

 ですから、そういうことで現場は現場でもう本当に大変つらい目をしているんですけど

も、なかなか経費節減の中ですから、もっと安くしなさい、受益者、加入者をもっとふや

しなさい、お金をもっと取りなさいという声が上がるんですけども、そういう計画でなし

に、当初住宅の方が入ったところで加入金ていうのは入らないで、これからの使用料だけ

になるわけですね、ふえたとしても。ですから、今のままで、極端な話、柿原地区でもし

も加入者がふえたら１件当たり１００万円ずつ負担しなければいけないという、そういう

事態もあるということは皆さんにわかっていただいとってね。現場現場で、どこでどうい

う状態があるかっていうことをわかってから皆さんで発言をぜひしていっていただけたら

なあと。私も、よその町のことは余りわからないんで、勉強してからの発言にしておりま

すんで、ぜひそういうところを皆さんにもお考えいただきたいと思います。ですから、ま

ずとりあえずは合併浄化槽の数お願いいたします。 

○議長（稲岡正一君） 笠井市民部長。 

○市民部長（笠井恒美君） 議員ご質問の合併浄化槽の本年度の計画について答弁申し上

げます。 

 平成２１年度の計画につきましては、事業費として７，６９３万８，０００円予算計上

させていただいております。全体で１９４基の計画でございます。計画の内訳を申し上げ

ますと、よろしいですか。 

（１５番月岡永治君「内訳いいです。もういいです」と呼ぶ） 

 それから、今後につきまして、吉野町の経費節減とか、それから基本構想についてもっ

と勉強をさせていただきまして、できるだけ早く答えが出せるように努力してまいりたい

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 月岡永治君。 

○１５番（月岡永治君） 今その濃度のことを、またちょっとそれも調べとってください

ね。 

（市民部長笠井恒美君「はい」と呼ぶ） 
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 それと、あと今２００基ですよ。ほな、去年と同じです。ほた、せっかくこういう汚水

構想ができて、こういうなものでやっていこうというんであったら、集落はできない、公

共下水はできないんであったら、合併浄化槽でもちょっと特に力入れてふやそうとか、そ

ういうなものでないと、ほかのものもしないからこれもやらないっていうんで、そういう

なんでとめてしもうたらやっぱり前へ進んでいかんのですよ。それと、江澤議員も心配し

よったように、２１年度からはエリア内の方も補助を出すんですから、これはもう決定し

とんですから。 

 それともう一つ、私は江澤議員と同じ考えなんですけども、今まで２０年までにやって

きた人、どなんか救済ないんか。もう今どういう形であれ、今緊急のこういったすばらし

い総額１０億４，０００万円もお金いただいとんですから、その中で使えるようなものは

ないのかとか。これから、公共下水がいつできるんかわからんけども、お墨つきでその加

入率を軽減するとか、そういうなものを特典を与えるとか何かないと、２０年までにし

た、もう泣き泣きしていった方は何か救われんような気もします。ぜひそこいら検討委員

会の中で検討していただいて救済できるようにぜひ頑張っていただきたいと思います。 

 それでは、それはお願いいたしまして、次は２番目の質問でございます。今回、私これ

がいつ、メーンになるとは思わなんだんですけども、これが私の今回の質問の一番大きな

ところになってしまいました。入札制度についてお伺いをいたしたいと思います。 

 変動型最低制限価格制度っていうのが、このたび電子入札システムとともに阿波市の新

しい４月１日からの入札制度ができております。従来と一体どういうふうなところが違う

のか、ぜひお答えをいただきたいと思います。 

 その一弾として、きのうも吉川議員のほうから質問がありました、土成中学校、ホーム

ページに公告されまして、そして阿波市独自のＪＶを組む、そういった形での、我々常々

議員が、地元企業の育成ということで、地元に仕事をということでもうお願いしとったん

ですけども、早速教育委員会と、それと防災対策課では研究に研究を重ねていただきまし

て、阿波市独自の入札システムっていうものができたように私は思います。これ第一弾で

ございまして、その中には今何か文書で変な文書が来たり、それとかいろんな、議会の中

でもそのうわさ等が出ております。ですけど、これを今私は一つ一つ聞いていきますん

で、聞かれたら、そういうことでないっていうのはわかっていただけると思いますんで、

的確に答弁、一回一回変わる答弁では私はおかしいんで、後ろにも防災対策課の担当の方

にも来ていただいておりますんで、ぜひしっかりお答えいただきたいと思います。 
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 それと、今その中で吉野ウォーターパーク、一つの第２、第３工区は落札されましたけ

ども、第１工区の入札は不調に終わった、この原因は一体何と思われるのか。きのう吉川

議員は、もう一日でも早く、すぐにでも入札して仕事をしなさいと言うんですけども、こ

れ不可能ですよね。今から入札しても、管ていうのが、私３月の２月の時点で聞いとるよ

うに、ろ過器が故障したということで一昨年から我々地元議員として相談受けとった。そ

して、このろ過器っていうのは、発注して生産をするものであって、２カ月以上かかる、

もしくは２カ月かかるということが最初からわかっとるわけなんです。ですから、あの２

月、３月の議会のときに、今発注すべきでないか、７月の当初にプールができるように注

文すべきでないかということで再三皆議員は教育委員会に申し上げたつもりです。ですけ

ど、これが６月３日の入札になったわけです。それでも、次長の答弁の中に、これはメー

カーの答弁として答えとして言ったんですよ、あなた。これは２カ月半あったらできるっ

て言った。だれが言ったんだと。メーカーが言ったという。メーカーができるって言っ

て、メーカーは仕事しないんですよ。するのは、今こちらで受注されようとする仕事をす

る方が言ってるんですよ。その方は、２カ月、とてもじゃない、８月１０日や１５日に来

たら、１０日間や５日間でそんなものできないから、９月１日のそのオープンには間に合

いません、運転試験が要るから。１週間要るらしいです。ほた、２０日に仕上げるという

のは１００％無理だっていうことで入札に応札されなかった方もおいでたらしいです。そ

れと、金額があかんから、次長ご指摘の４社のうちの３社はそうだった、１社は工期のこ

と言われ、あと２社の方はご病気と、それと技術者がいなかったというのが事実らしいん

です。私は知らなんのですよ。最後にお聞きしたのは、きのう初めて聞くんですから。で

すけど、そこで、私はここに一体どういう原因があってこの入札が不調に終わったのか明

らかにすべきである。今言っているように、どっちが悪いんだと、単価があかんのやった

ら単価ってのはどこを見てどうやってしたかっていうのを、それを一遍、私は教育委員会

で、教育総務課の席で皆さんと一緒にお聞きしたことが、設計者さんとたまたまお会いし

たんで、そのお話をしてみたら、お話は聞いているんですけど、ほかの方は聞いておりま

せんので、ぜひ、どういうところでの単価で、どういうふうにして見積もりをされたの

か、それをまずお聞かせいただきたいと思います。 

 そういうこともございまして、私は全然この質問するつもりなかったんですけども、３

番目の総合落札方式とかいろんなものが今採用されて、阿波市ではいろんな事業が行われ

ております。ですけど、業者には、受注業者には、この工事はいい工事できた、あなたの
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ところはだめでしたとか、点数とかランクがつきよんです。ですけど、設計屋さんやコン

サルさんは、どんな設計しようと、どんなものをしようと、点数がないんですよ。ほん

で、業務委託ということで最低価格は設定できないっていって阿波市は設定してないんで

す。これを設定している町村はいっぱいあるんですよ、もう。これ、ご存じだと思うんで

すけども。そういうことで最低価格をしないと、ある一人の業者が、特定の業者が阿波市

の建築物件は大きいものは全部とっているのが実態なんですよ。あえて名前は言いませ

ん。きょう運勢見ましたら、おとなしくしなさいということでございますんでおとなしく

やっていますけど、本来は実名で話をすると当人の了解ももろうとんですけど、きょうあ

えて名前言いませんけども、その方はそういう形で話ししたこと、そういうことがもしも

教育委員会で本当に話し合いをしながらやっていったもんなのか。設計屋がおかしいっ

て、今吉田議員も、また吉川議員もそういうことで言われていたんですけども、同じ設計

屋さんなんですけども、そういったところで本当に教育委員会と密にしてそういうことが

できたのかどうか、そこのところまずお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 月岡議員の１点目の入札制度について、変動型制限価格制

度、電子入札システムなど導入しているが、従来とどう違うかということで、私のほうか

ら１点目についてご答弁させていただきます。 

 この電子入札システムにつきましては、ご承知のように昨年の１０月からまず建設工事

で試行導入して、本年度は測量、設計等の業務委託について拡大運用しているとこであり

ます。この電子入札システムにつきましては、県のシステムを共同利用して進めていると

ころであります。 

 まず、この電子入札のメリットとして、応札される業者にとっては入札手続に係る移動

時間や移動コスト等の縮減が大きなメリットと思われます。つまり、開札の際に市役所ま

で来ていただく必要がなくなりました。こちらが指定した日時に来庁するというのは結構

な負担になっていたと思います。本年度からは仕様書、図面等の閲覧についてもインター

ネットを経由して事務所から図面等のダウンロードが可能となっております。これにより

電子入札の有効性がより発揮できるのではないかと思っております。また、発注者側とし

ましては、入札の透明性や公平性の確保、応札業者同士や職員との接触の削減による不正

防止等、ホームページでの公開による公平性の確保が得られると考えております。また２

つ目として、この入札業務の効率化ということで、職員の事務負担も大幅に軽減されてお
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るところであります。 

 次に、最低制限価格の設定でありますが、阿波市では建設工事の発注については、地方

自治法施行令１６７条の１０第２項の規定によりまして最低制限価格を設定しておりま

す。合併当初から昨年度末までは最低制限価格の設定は固定型で入札前に公表しておりま

した。このときの設定率は、当初は６６．７％程度で、昨年には７６％程度に引き上げを

いたしました。これはダンピング対策や適正な価格で契約の推進を図り、品質の確保、下

請へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の徹底、さらには建設業の健全な発展のため

に実施をいたしたところであります。今年度からは、さらに変動型の最低制限価格制度を

導入いたしました。これは応札業者からの入札金額によって最低制限価格が変動するもの

であります。ですから、発注者も応札業者も開札するまで最低制限価格がわからないとい

うことになります。 

 以上、答弁となります。 

○議長（稲岡正一君） 森口教育次長。 

○教育次長（森口純司君） 月岡議員のご質問にお答えをいたします。 

 昨日も代表質問で吉川議員からウォーターパークの件につきましてご質問がありまし

て、入札が不調に至った理由については述べさせていただきました。それで、なぜこうい

った事態が起きたのか、当然理由については究明をするということで、入札が終わりまし

て、それから教育委員会内部また防災対策課にも協議をお願いいたしまして、今現在も原

因について調査をしておるところでございます。 

 それで、先ほど工期の問題も言われまして、きのうもお答え申し上げましたが、製造か

ら据えつけまでで約２カ月半ぐらい必要ということで、これについては入札前に設計する

に当たりましてメーカーのほう等の事情をお聞きして、工期については設定をいたしてお

ります。 

 また、指名業者の辞退の中で、工期がこの工期では完成できないということの理由もあ

りましたので、再度、今のところ４社しか調査できておりません。残りの業者については

文書で依頼をして、文書で回答いただくように今しております。内容申し上げてみます

と、４社のうち３社については、１社が５０日、２社が６０日、もう残る１社が９０日と

いうことで、設計の工期の中で施工ができるというなことで再度答え…… 

（１５番月岡永治君「９０日」と呼ぶ） 

 一番長いとこで９０日です、１社が。残りの３社のうち１社は５０日、あと２社につい
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ては６０日で完成ができるというなことで答えをいただいております。 

 それと、設計金額につきまして、適正に積算できておるかどうかということで、これに

つきましても設計事務所とで協議をいたしております。議員ご承知と思いますが、建築の

設計につきましては、単価につきましては物価本で価格を設定いたしております。また、

物価本にない特殊なものにつきましては業者から見積もりを徴収いたしまして、最低見積

もり業者の価格を市場価格に置きかえて設計をいたしております。ということで、設計書

には８社のメーカーを記載をして、性能が同等以上であれば使用可能ということでしてお

りますので、先ほど申し上げました４社については見積もり価格、また発注してから実際

に据えつけまでの工期聞いております。残りの４社につきましても、きょうあすじゅうに

は返事をいただきたいということでお願いをしておりますので、わかり次第、改めて建設

工事審査委員会等でも協議をいたしまして、入札については一日も早く発注をしたいとい

うふうに考えております。 

（１５番月岡永治君「はい。ちょっと小休してください」と呼

ぶ） 

○議長（稲岡正一君） 暫時休憩いたします。 

            午後２時２５分 休憩 

            午後２時２７分 再開 

○議長（稲岡正一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 月岡永治君。 

○１５番（月岡永治君） 今聞きまして、私、実は次長から電話いただいて、今防災対策

課の吉田主幹がちょっと質問で聞きたいから、役所でおるから来てくださいて言うんで、

私間違うて実は吉野支所に行ったんです。そしたら、お二人はこちらでおられたんですけ

ども、私はすぐ、ほな５分か３分したら行けるよということで吉野支所行ったら、実はそ

こに設計業者の方が、６社が辞退したということで慌てて来られとったんです。そこでお

聞きして、どうしたん、今度こんな入札で単価おかしかったん、間違うたんて言うたら。

これは、今する話は教育委員会同席のもとでした話ですんで。ほんで、職員さんにワープ

ロで話した内容を皆打ってもらいました。ほた、これを今から話しますんで、ちょっと聞

いてみてくださいね。 

 ほた、私は森口次長と日ごろからは、これは話ですから、話に入るときは言いますけ

ど、これが３，５００万円でかかる、当初かかるということでお聞きしておりました。そ
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れで、それ一昨年前に聞きまして、もっと安いところがあるんでないかっていうんで森本

議員や三浦議員が、篠原議員や阿部議員やと、もっと協力して、これは周辺対策で、どう

もとりあえず地元で、我々吉野町が誇る唯一の市外から呼べるプールですから、これはや

らなければいけないということで話をしておりました。それは去年の２月にこのプールが

中止になるちゅうことで我々慌てて、文教の委員がそのとき一人もおらんで、そのときプ

ールは１年間中止ということで、ことしこそは絶対やろうと、去年できなんだ分のその仕

返しっていうことで絶対完璧にやろうなっての我々地元の議員の結束だったんです。そし

て、４，４００万円、高いけども、いいもんつくろな。これから先さわることは一生ない

もんなんやから、４，４００万円で二重にも三重にも手当てをしたいいものをつくってほ

しいということで我々は教育委員会でこれ、いいのつくろうということでお話ししたんで

す。そして、そこでお話しして、こういうふうにして私がちょっと教育委員会行って、こ

れ単価間違うたんていうことでお話ししました。そしたら、今４社で見積もりをとった、

教育委員会に報告しとったのは、これ森口次長に後で聞いたらわかるんですけども、担当

の野口君にも８社のうち３社の見積もりをとって、平均をとって市場価格に置きかえた

と。というふうにして教育委員会は報告受けとったんですけども、そこでその業者さんが

言うのは、そんなことはしてませんと、うちは。８社のうち全部とるの面倒くさいから４

社でとりましたと。４社でとって一番安いところのメーカー、そのメーカーの定価の６掛

けで設定価格をしましたと、こうやってして言うわけなんです。そしたら、教育委員会の

皆さんと違う話になってきているんだけど、おたくはそういう話を一人一人する人と違う

んですかと言うて私がお聞きしましたら、いや、それはそういうふうにして教育委員会と

一緒のこと言うとりますよ、それ言うとりますと。これと、じゃあなぜこれ入札参加しな

かったんですかって言うたら、業者が悪いんですと言います。業者の方は何でか理由がわ

からんのですけど、値段が合わんという人もおるらしいし、それは工期が間に合わんとい

う人。いや、業者が悪いんです。うちは管工事の専門のプロのところにこの設計を外注に

出したから間違いないといって設計屋が言うんですよ。ほな、単価は何ぼで入れたんです

かって言うたら、それは知らんけど間違いないと思いますと言うんですよ。これが、う

ち、阿波市が頼んでおる設計屋さんがする答弁なんですよ、これ。今の話聞いていたら、

いろんなことしゃべっていただきました。というのは、この金額に変えたら会計検査にひ

っかかるから、だからうちはこの金額を変えませんと言うんです。ほた、会計検査は僕は

設計屋さんに何の関係があるんですかと、会計検査は各部署がやって、国の会計検査にか



- 170 - 

かるだけであって、設計屋さんに何ら問題ありませんよということでお話をして、そうい

うことでもう、じゃあどっかが悪いんだったら悪いで、もうそれで原因究明しませんかっ

て言うたら、うちは絶対悪くありませんと言うんですよ。それで、そんなことない、前に

も体育館、御所の小学校体育館の解体のときに農政で捨てる場所がないところを設計に入

れていたからこれで問題があるっていうんで問題を指摘して、そのときに言うてあるはず

ですよと言うたら、いや、そんなのも教育委員会の前におった主幹、今広域に出られてい

るその主幹の指示どおりやったと言う。ほた、あの人は困って、私、農政一緒に行ってお

頼みして、その捨てる場所を確保したんですけども、そのときもその人に指示でやられた

と。ほた、その人が電話を聞きよって、私そんなん知りませんとその主幹が言うたら、昔

のことやから忘れたと言う。だから、これがうちで今設計をほとんどとられている設計屋

さんの社長がおっしゃるんです。私これ聞いたときに余りにも情けなくてね。そして、う

ちは阿波市をもうけさせたいんですと、業者は関係ないと言うんですよ。それで阿波市っ

てよくなるんですか。ですから、私は設計屋さんもコンサルさんも本当に最低価格を設定

して、そしていいものかどうか、皆さんでもう一回ランクづけしていただかなければ。 

 それともう一つ、今これ県は指導で多分知っとると思いますけど、三者分担というのや

るんですよ。設計屋がもしも数や数量やそんなん忘れたって、その工事は設計屋の責任で

ない、受注したところのその会社が契約したら全責任を持てという今は設計システムなん

ですよ、入札システムなんですよ、県も。それで、それを今阿波市にもこういう文書を、

今ここに文書、ここに書いてます、その設計屋さん。あの会社だけらしいです、今阿波市

でこれを書きよんのは。教育委員会の仕事だけはこれ書いているらしいですよ。ああ、こ

の間なにも書いたらしいんですけど、住宅も。あの土成の住宅もこれを書いたらしいんで

すけど。これで、そういうものが、いろんな部品が飛んどっても、それは細かいからそれ

書き忘れっていうもんあるんですけど、屋根が飛んどったとか、こんなん柱が２階４０本

なかったとか、そんなことはしょっちゅうらしいですよ。業者はそれをみんな泣いて仕事

しているっていうこと皆さんわかってあげなんだら。安値落札、そこは大きな会社で体力

があるから、そこの仕事はもう断れない、そこだけがとるということになってきたら、ほ

かの人はもう全部指くわえて。今言よる立面図も完成予想図もこれが、今学校のもんでも

出てないんでしょ。本来なら出してくれるのが設計屋さんでしょ。そういうことも含め

て、今回の入札、何か変にまた御所小学校と同じようなこと言われるんです。ほなけど、

今回は皆さんの力で、阿波市で特Ａだろうと県で一番であろうと入ってきたら入札制度は
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全部スタートラインはみんな一緒、それで得点の差もつかないようなシステムってのやっ

とるから、私は今回はそういったことは言われるところはないと思うんですけど、そこい

らもう一回議員にわかるように、議員でない、市民にわかるようにご説明をいただきた

い。今、また全協、そういうなものをしないかっていうことでございますけども、そうい

う無駄な、無駄というか、そういうなことがないようにきっちり説明を先すべきだと思う

んで、ぜひそこの説明をお願いします。 

○議長（稲岡正一君） 森口教育次長。 

○教育次長（森口純司君） 業務委託のいろいろ設計事務所、今ご指摘がございました

が、教育委員会といたしましては、業務委託の入札に当たりましては、これまで合併する

まで４町でそれぞれ実績のある県内の１２業者を指名審査委員会で協議をいただいて、決

定すればその１２業者で指名競争入札として発注しております。その中で、最近、今回の

土成中学校とかだけでなしに、耐震診断でありますとか、いろんな業務委託、かなり以前

と違いまして競争が激しくなっております。中には４０％の落札でありますとか、５０％

でありますとか、ほういったことが現実に起きております。あと…… 

（１５番月岡永治君「次長」と呼ぶ） 

 はい。 

（１５番月岡永治君「入札が、今回と土成中学校の入札。済み

ません、議長、小休お願いします」と呼ぶ） 

○議長（稲岡正一君） 暫時休憩いたします。 

            午後２時３６分 休憩 

            午後２時３７分 再開 

○議長（稲岡正一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 森口教育次長。 

○教育次長（森口純司君） 申しわけございません。昨日も吉川議員の質問にお答えをい

たしておりますが、今回土成中学校の入札に関しましては新しい方式を取り入れておりま

す。この入札につきましては概要書を５月１９日に公告をいたしております。これは共同

企業体による一般競争入札により実施中で、開札予定日は６月１５日となっております。 

 この入札につきましては、地元企業育成の立場から、いろいろな発注方式について研究

をいたしました。設計金額は約３億１，４００万円余りあり、一般には特定建設業の許可

を持った特Ａ級の業者が請け負うべき工事でございますが、市内業者では応札可能な業者
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が１社だけとなります。そこで、共同企業体を組むことによりまして市内業者にも入札に

参加の機会を与える方法を採用いたしました。具体的には、市内業者だけでの共同企業体

であれば応札可能業者が３社ないし４社しかございませんので、県内の特Ａ級同士の企業

体も参加を含め、応札可能業者数が１６業者となるように設定をいたしております。 

 また、品質確保の観点から総合評価方式を導入いたしまして、価格以外に企業評価、技

術者評価、地域精通度についても評価対象といたしております。この中の地域精通度につ

きましては、市内業者を含む共同企業体に与える評価点で、価格以外の評価点の２０％を

占めております。この割合につきましては、県の入札を参考に同程度に設定をいたしてお

ります。 

 ということで、地元業者が落札できるかどうかは１５日の開札を待たないとわかりませ

んが、価格が同程度であれば地元有利というなことになるというふうに考えております。 

（１５番月岡永治君「地元、どこが有利なのか」と呼ぶ） 

 地域精通度の分を加味しておりますので、市内業者が有利というな入札方式にいたして

おります。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 月岡永治君。 

○１５番（月岡永治君） 今、県内大手の特Ａの方が３０社あると。そのうちの１社って

のは地元にあるということですから２９社ですよね。２９社の中のそれが４社と組むとい

うことは２５社。そのうちの２つずつで組まなんだらいけないていうことやから最高１６

社ってのはそういうことになるんですわ。それはいいんです。ほたら、４社のところは、

今言うように体育館、１，５００平米の体育館、これ見たら、これ読んだらですよ、体育

館１，５００平米以上ものが１つあって、それが平成６年以降３カ所以上あったら、特Ａ

じゅうのトップだろうと特Ａの最終だろうと全部一緒の点数っていうもので入札に参加で

きるということでしょう、今度は。 

（教育次長森口純司君「はい、そうです」と呼ぶ） 

 それはもうそれでやから、これはほんまに公平な入札と私は思うんです。これでやって

ください。それを何かこう今変なことを言われよる方がおいでるから、そうでないんだっ

ていうことをこう今、これ見たらわかるから。私はきのうも防災対策課行って確認したら

そういうことだったから、これは何ら問題ないなあと思うたんです。ですから、それはわ

かっております。 
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 ほれと、今もう一つ言うこと、これしっかり覚えとってほしいんですよ。さっき言いま

したでしょう、三者分担、これは今県がやっているんですけど、この一番大きな責任は教

育委員会、もとに戻るんですよ。概算請求をして、そして予算をとって、設計屋に出し

て、そして入札した、設計屋からもらったものを入札にかけるときにはもう一回教育委員

会でチェックするっていうのが、これは決められたことなんですよ。それが今うちできま

すか、今のうちの市の体制で。でも、県はそれを職人を持っとるからやれるんですよ。県

に準ずる準ずる言うてもできないんですよ。信用して我々が安心して出せれる設計屋さん

にいい仕事を出してもらって、安くいいものをつくってもらえる設計屋さんに出して、業

者さんに仕事をしてもらって、いいものをつくってもらうしか方法がないんですよ。そう

した設計屋さんが来るのを拒むってのは、これは市が拒んでも何ら問題ないん違います

か。ですから、こういうことをやってくれない。ほな、今市場単価市場単価言いますけど

も、定価の６掛けが市場単価ですか。本人が言うんですよ、この話。一番安いところのメ

ーカーのろ過器を、それの定価の６０％で設定したというたら、それは普通業者が商売で

きる商売なんだろうか。私、市場価格や物価本や知りません。ですけど、そこが７０で出

すところも７５で出すところも設計屋さんの中にあると言うんだったら、６０が適正価格

であると言い切る設計屋さん、これは自分の仕事だから言い切りますわ。ですけど、それ

で仕事をしなさいと言うほうがおかしいんと違いますか、今の時期に。だから、そういう

ことも含めて、やっぱりこれから先、設計のあり方、設計屋さん、コンサル屋さん、いろ

んな業者の方が来てもらって阿波市のために働いてくれてます。その人も一生懸命やって

くれよんです、阿波市のため、もうけさすために、設計してくれよんですから。ですけ

ど、ほかの方が泣くもんであったら阿波市はもうけたらあかんと思います。そのお考え

は、市長、どうやって考えられとるか、お聞かせいただきますか。また、部長のほうも、

これから入札制度どうやって変えていくか。それと今、防災対策課でこの難しい問題をこ

れから先していかなければだめです。この課このままで、防災対策課の中で、この入札係

て、こうやってこのように置いとくんですか。入札管理課、そういった課でもつくって権

限持たさなければいけないの違いますか。それどういうお考えであるかお聞かせくださ

い。 

○議長（稲岡正一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 再問にお答え申し上げたいと思いますが、現在、今議員のお

話がありましたように、入札契約担当ということで防災対策課の中にあります。そういっ
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た建築の専門の嘱託もおるんですが、今言われますように非常にこの入札制度につきまし

ては難しい、そのように思います。そういったことで専門の人がおればいいんですが、そ

ういうことも今後、例えばここの課を独立してほういう専門の課にするとか、いろいろ組

織として考えていく必要があります。そういった部分については市長ともじっくり相談を

して、今の難しい問題に対応できるような対応をしていかなければならないと、そのよう

に思います。 

 以上です。 

（１５番月岡永治君「市長、どう思われているか、ちょっと」

と呼ぶ） 

○議長（稲岡正一君） 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 月岡議員からウォーターパークのポンプのことでお聞きしたんで

すが、見積価格、機械ですかね、見積価格は定価の６０％というのは、実は私も初めて知

りました。いろいろ問題になってるんですが、なかなか入札辞退ということが本当にこう

いうことあと起こっていくのかなあということで懸念してます。私も本当にこの関係につ

いては全くの素人でございますので、それぞれ専門担当の方の意見、あるいは勉強もし

て、適正な執行ができるように早急に努めていきたいと思ってます。 

○議長（稲岡正一君） 月岡永治君。 

○１５番（月岡永治君） もう時間これ最後になりましたんで、これは最後言うときます

けども、これ実は現場説明をするとか、これ設計書の中にはだあっといっぱい書いとんで

すけども、この入札、私これ入札書を見させてもらったときにウォーターパーク、本工事

の設計数量は参考に示すもので、過不足のあるときは自分が責任とってくださいいうてこ

う書いてありますよね。そして、文句があるときは図面及び仕様書、現場説明によりその

ことをやってくださいいうんですけど、これ現場説明もやってないでしょう。それで、質

疑を出されたところがあったらしいですね。これ見ましたら、給水ポンプユニットの指定

メーカーはとか、この明細中のランニングとか、設計のレイアウトでは収納部分ができな

いからもうちょっと奥広げたらだめですかって言うたらだめですっていう答えが出てき

て、設計どおりっていうて何か来たらしいですけども、そういうこともある。ですから、

現説もやってない、質疑もやってない、そういうことだったそうです。 

 それと、技術者、きのう松永議員も言われよった雇用対策で、今臨時で雇われてますよ

ね。私、田村部長にも、それと吉田主幹にも言いましたんですけども、実は今阿波市に、
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団塊の世代で会社をやめられて、建設現場でもう長いこと、建設所やそういうとこで働か

れた方で設計部門の方が多く退職してやめられて戻られとる。そういう方はすること今の

とこないから、もしも市のそういうお手伝いを頼んだらしてくれるんでないかっていうて

私、実は今度の選挙戦のときに何人もの方から聞いたんです。今、阿波市はもうこれ１０

億５，０００万円も初め一般の事業も、これから先、人数が減ってきた、産業建設部も農

政課も、皆さんがこれから先いろんなことで、この一年、二年の間にやっていかなければ

いけない事業ってのはいっぱいあると思うんです。そこで、私は、その人たちの力をおか

りするってのはこれ当然したらどうだろうかと。市場で、実は高松の支店長して、ある会

社の、すばらしい会社の、ゼネコンの会社の支店長されて、奥さんの病気で帰られている

方が今おいでますよ。この方は構造だろうと何だろうと計算は橋梁計算までピカ一らしい

ですよ。日本一の方だって言われるぐらいの方が今市場町においでるんですよ。ほた、そ

ういう人が今退職してお金、退職金や年金をもらいよる状態で、実はお金ってのはそんな

に要らないと思うんですけど、お願いに行ったらお仕事はお手伝いいただける、ご自宅で

していただけるとか。また、週に何回ていうことであれば頼んだらいけるんでないかとい

うてお話もいただきました。今、阿波市にはそういった人材の方たくさんおいでます。一

遍募集してみてくださいよ。ですから、用地ができる方、そういうことをやらないと今の

建設部の仕事できませんよ。建設部、きのうも帰りに職員の会うたんですけども、これ頼

むって言うたら、忙しいて大変なんやと。用地へも行かなければいけない、設計の見積も

りはしなければいけない、外注するために。ほんで、また今度その仕事は見に行かなけれ

ばいけないと。このままだったら残しますよ、お金。それになったらもうおしまいです

よ。このお金はやはり内容のあるように皆市民のために使わなければ。そのための緊急経

済対策なんですから。そういうことをぜひ考えてこのお金を使っていただきたいと思いま

す。 

 もう質問、ちょっと後に回した質問もそれちょっとできませんけども、最後に、市長、

激しい闘いを勝ち抜かれまして、見事２代目の市長に当選されました。私が市長に期待す

るのは、今ここに、席に２つの席があります、空席があります。やはりこれから先、副市

長であり、またいろんな役の方を、自分が本当にこれから先阿波市を一つにしていけると

いう、その片腕という方をぜひ早く選んでいただいて、阿波市の行政がうまくいくよう

に、ぜひそのことを考えていただきたい。 

 それともう一つは、今ここにお越しの部長、来年の３月にはお二人がこの中から、３人
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がおらんように、４人がおらんようになる。ほた、そうなってしまったら、若い人を育て

るというても一年一年ここの場全部変わるんですよ。やはりそこいらのことを考えて、今

次長で部長になろうっていうて意欲のある人が、また課長から、私次長になろうというて

意欲のある人がない。何でかっていうたら給料に差がないからなんですよ。給料のほうを

７級で切っとるこの弊害がここに出てきとんです。行革を急いだばっかりにそういう弊害

が出てきて、責任だけ負わされて部長になる人っておりませんよ、ほんまのこと言いまし

て。次長のまんまのほうが楽なんです、答弁しなくていいから。もう２分しかありませ

ん。そういうこともありますんで、ぜひ今、市長、これから若い世代の、先ほど言よった

ように農業立市、そういうなものを目指すんであれば、企画立案ができる人をするんだと

いうんですから。商工にしても観光にしても、いろんなところでのそういう企画立案ので

きる人を育てるのが私は野崎市長の僕は仕事だと思います。それを支えていくのがこの幹

部の皆さん方、そういうふうに思いますんで、ぜひこれから先、部長になり次長になり、

そうやってして頑張っていって阿波市を引っ張っていくんだと。それも議会の今度また来

年は改選がありますけど、若い議員と一緒になってやっていくと、そういった意気込み

で、やっぱり両輪ていうか一致団結した政治っていうのをやっていかないと、今の緊急の

この時代は生き残れない、そのように考えますけども、市長のご見解を聞かせていただき

たいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 月岡議員からは本当に私も常々考えておりますことをはっきり、

逆に言うたらご指摘っていうんですか、ご指導いただけたような感じがいたします。 

 私も新生阿波が発足してから３年７カ月、助役、副市長やらせていただきました。その

間、職員を育てるって非常に語弊があるんですが、検討委員会なるものを本当に懸案事項

解決するためにどんどんどんどん立ち上げて、縦割り行政のひずみを直していこうってい

うようなことに努力したわけなんですが、本当に職員の方、検討委員会のメンバーになり

ますと２年ぐらいで全部退職していってしまう。新たな対応するためにまた新たな人を検

討委員会のメンバーにしていく。これが非常にネックになってたことは確かです。そのこ

とも踏まえまして、きょうの月岡議員の本当に貴重なご意見拝聴いたしました。どうもあ

りがとうございました。今後ともしっかりと心に刻みながら検討していきたいと思ってま

す。 

（１５番月岡永治君「はい、頑張ってください」と呼ぶ） 
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○議長（稲岡正一君） 月岡永治君。 

○１５番（月岡永治君） ぜひ市長、阿波市民は市長の行動をこれから重点的に見ると思

います。阿波市民にメッセージ伝えるんでしたらケーブルテレビ有効に使いましょう。月

に一回、月初めなら市民にメッセージを送る機会持ってもいいん違いますか。 

 それと、あと時間ありませんけども、教育委員会、さっき言うの忘れとったんですけど

も、設計屋さんは多分お金が入った設計書って来とるはずです。吉川議員が言よったよう

に早急に調べっていうのは、業者さんに頼んでいって見積もりしているものと、それと突

き合わせたら大体わかりますよね。それを調べませんか。今度の１９日までに調べとって

ください。ぜひお願いします。 

 それでは質問終わります。 

○議長（稲岡正一君） 暫時休憩いたします。 

            午後２時５５分 休憩 

            午後３時１５分 再開 

○議長（稲岡正一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続行します。 

 １４番池光正男君の一般質問を許可いたします。 

 池光正男君。 

 

○１４番（池光正男君） 今、議長のほうから指名がございましたので、ただいまから一

般質問を始めます、池光正男でございます。 

 経済悪化、貧困と格差の広がり、生活困窮者が増す中、景気回復と市民生活を守ること

を最優先にすることが今求められております。住民の福祉増進を図る立場から以下質問を

してまいりたいと思います。 

 １つ目には、庁舎問題についてでございますが、市長は選挙に公約を掲げまして当選さ

れました。何回も皆さん方から申し上げられておりますので、農業立市を目指しから７番

の美しい環境のまちづくりまでということで省略しておきますが、本当に大事な庁舎の問

題については市長は公約に全く触れておりませんでした。市民にとっては一番関心があっ

たわけであります。なぜ公約に入れなかった、理由をお聞かせをいただきたいと思いま

す。 

 ２点目に、庁舎については合併当時にいろいろな約束が交わされていたと思いますが、
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あれから４年余りの歳月が流れました。諸般の事情も大変わりし、財政、経済も大変な時

期に差しかかっております。こういうことですから、市民とともにというスローガンを掲

げております。市民に対して庁舎建設に是か非かアンケートで民意を問うべきだと思いま

すが、どう考えられておるか答弁をしていただきたいと思います。 

 質問の２でございますけれども、阿波市にかかっている市の橋はかなりな数になるので

はないかと思います。現在、老朽化が問題になる橋も数少なくないと思いますが、地震や

災害に強い橋でなければなりません。というのも、橋が寸断されれば生活が成り立たない

こともご承知のとおりだと思います。国交省が２００７年度に要綱を定め、県は２０１１

年度、市町村は２０１３年度までに策定すれば１５メーター以上の橋の補修費に国の補助

が出る、これ徳島新聞の５月２４日付で報道されておりましたが、これの対象になる橋の

策定には間に合うのかどうか。また、耐震の調査等を含めた答弁を簡単にしていただきた

いと思います。 

 ３点目に、将来を担う子供たちの健やかな成長を願う父兄の皆さん方から学校の耐震は

どうなっているのかというご意見が多く寄せられております。今、何が起こるかわからな

い、安心・安全な教育が受けられる環境整備などを求められていると思いますが、耐震に

つきましてはどういうようにしていられるのか。また、耐震の診断の公表をどのようにさ

れるのかお聞きをしたいと思います。 

 ３点目に、高い国保税、医療費が払えず受診がおくれ、昨年全国で３１名の死亡事例が

確認されました。これは全日本民医連という団体の国民健康保険死亡事例調査によってわ

かったものであります。今の経済状態、不況における地域産業の崩壊があり、働く場所が

ない、仕事がない、リストラに遭う、派遣労働者解雇というようなことが地方にも広が

り、大変な事態になっているのは皆さん方もご承知だと思います。 

 さて、本市におきましても、支払いしようと思っても支払い切れないという市民の切実

な意見が多く出されております。その一つがこの問題にあります。どうしたら国保税を支

払い切れるかどうかということであります。これについて、市は支払い切れない世帯に対

してどういうようにされるのか答弁をしていただきたいと思います。 

 質問の介護保険についてですけれども、４０歳が来れば自動的に介護保険に加入しなけ

ればならないようになっていますが、特に年配者の方々から、少ない年金の中から天引き

されると生活ができない、どうしたらいいかわからないという悲痛な叫び声が聞こえま

す。深刻な問題となっております。支払い切れない人たちをどうされるのか。軽減策、免
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除の独自施策をどのように考えておるのか答弁をしていただきたいと思います。 

 また、この４月で、後期高齢者の医療制度のことでございますけれども、実施から１年

になりますけれども、今までにこれほど国民から批判を浴びた制度はございません。この

制度で保険料を滞納した場合どういうふうになるのかも答弁をしていただきたいと思いま

す。 

 農業問題についてでございますけれども、いろんなことで各議員が質問をされておりま

したけれども、角度を変えた方向で質問してまいりたいと思います。 

 今や日本の農業は、もうどうにもならない状態に追い込まれております。何をつくって

も安値安定、農家の収入も大幅に減りまして、最近肥料の値上がりなど、ひどいものにな

れば倍にもはね上がっております。農資材も同様、あらゆるものが高騰化しているのも現

状でございます。値下がりするのは作物だけ、こういうようなもとで農業をやれといって

も無理なことであります。あらゆることで自助努力しても限界があります。 

 阿波市におきましても県内出荷量の８割以上がレタス、トマト、白菜、キャベツなど、

県内一の野菜どころであります。新聞報道によりますと、２００５年統計では１万３，０

００戸のうち約４，４００戸が農業に従事、農業生産総額は県全体の１５％、約１７０億

円とされております。本市は農業が基幹産業であります。 

 そこで、質問なんですけれども、市にとっても農業全般において施策を打ち出している

と思いますが、予算を含めどのようにされているか。それは重複して答弁されているかと

思いますが、簡単に言っていただきたいと思います。 

 また、全国的にも作物としては米が基本であろうかと思います。今の米の相場、皆さん

方もご承知のとおり３０キロ当たり五、六千円と言われていますけれども、こんな安値で

は到底つくっていけないでしょう。将来のことを思えばこそ、米に対して市の独自策とし

て１俵の価格補償を少しでもしてはどうかと思いますが、どうでしょうか。 

 以上、質問についてお答えをお願いします。 

○議長（稲岡正一君） 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 池光議員からは、市長は市民とともにということで公約を出した

が、一番大切な庁舎問題について何ひとつも触れていない、どうしてか理由を述べてくれ

ということでございます。 

 このたびの市長選挙におきまして市民の皆様からご信任をいただきまして、市長として

就任できましたことは本当に身に余る光栄でありますとともに、改めてその責任の重大さ
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を痛感いたしております。私、ご承知のとおり公約として、市民とともに歩む、公正、公

平、クリーンな市政を掲げております。したがいまして、市政に取り組むに当たりまして

は常に市民の立場で考え、ともに歩むというコンセプトで市政を進めてまいりたいと思っ

てます。 

 そこで、公約の中に一番大切な庁舎問題について何も触れていなかった理由ということ

でございますけれども、庁舎問題につきましては、新庁舎建設を前提として市民懇話会、

私が副市長を退任する以前にこの話、市民懇話会ですか、これを立ち上げております。

今、先般も、きのうですか、ご質問いただきました原田議員から市民へ周知をするために

市民懇話会を立ち上げ検討されたらどうかという話の中で市民懇話会を立ち上げました。

その中で基本的な方針に関すること、あるいは新庁舎に取り入れるべき機能等々につきま

しては、市民の目線から検討及び協議をやっていこうじゃないかということが決まってお

ります。そんな中で、懇話会のメンバー、あるいは市民からの公募の人をＡＣＮを使って

公募をしてる時期でございまして、ちょうど懇話会が始まる時期に私がこのいう公約です

か、言うのはいかがなものかなということで言動を差し控えてきたということでございま

す。 

 先般も庁舎問題について随分と質問ございましたけれども、合併特例債の期限、非常に

迫っております。先送りが許されない時期まで来てるんじゃないかということで、懇話会

あるいは議会の庁舎特別委員会、あるいは庁内の庁舎検討委員会、それぞれ検討委員会立

ち上げてやってますので、３つの委員会と、あるいは会を機能的に有機的に連動させなが

ら庁舎建設に向けて積極的な対応を図っていきたい、このように思ってます。 

 それともう一点、庁舎は必要だと思うんだけれども、市民に対して必要かどうかアンケ

ート調査を考えたらどうかという意見だったと思いますが、議会でも質問で答えておりま

すけれども、市民の最も身近におられる方、市民とともにという公約を私掲げております

けれども、数からいっても地域からいっても本当に阿波市の隅々まで、議員の方が一番市

民の意見を知ってるんじゃないかというような答弁をいたしております。そんなところ

で、本会議あるいは総務委員会、庁舎特別委員会、また今度立ち上げて６月にも開催しま

すが、市民懇話会等々の意見、議論を踏まえながら庁舎建設を進めていきたいと考えてお

ります。よろしくご理解お願いいたしたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 池光正男君。 

○１４番（池光正男君） 私が市長に対して申し上げたいのは、本来是か非か、こういう
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ことでアンケート調査などを含めてやってもらいたいというのも一つでございます。今、

市長のほうからいろんなことが申し上げられましたけれども、私がこれ勝手に結論づけた

ら失礼と思いますけれども、今経済、諸般の事情を考えれば、市民の皆さん方の大半は庁

舎は要らないと、こう言うと思うんです。庁舎を公約に入れたら選挙に不利になったらい

けないということで私はなかったんじゃないかと思います。だから市長は触れなかったよ

うに思います。今、触れなかったと申しております。公約にも一言も触れず、しかも合併

後この４年間まともな議論も、市民に開かれた提供もなく推移してきたと思われます。新

庁舎となれば広い敷地も要るし、巨額な費用がかかります。しかし、今の本庁以下３支所

を有効に利用し活用し、住民に対しサービスの向上、不便をかけない方法で貫いていけば

何ら問題が私はないと思います。問題として残るのは耐震でなかろうかと思いますけれど

も、これについては補強するなど手を加えれば巨額な費用はかからないと思うんです。ま

た、今、無駄や節約をする、本市は２００億円近くの起債がある、行政改革の一つである

財政健全化に一役買うと私は思います。我が党は２月から４月にかけて市民の皆さん方に

市政全般におきましてのアンケートをお願いしたわけでございます。たくさんの回答をい

ただきました。その一つに、庁舎については要らないという人が大半でございました。し

かし、これはあくまでも独自調査でありますから、正確には市が旧４町の市民の皆さん方

にアンケートを実施し民意を問うことから今市長に求められていると思いますが、再度答

弁をしていただきたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 再問の中で、庁舎は要らないというような意見が多いんではない

かというようなことの質問でございますけれども、私本当に反省しなければいけないとい

うのがございます。何かっていいますと、議会側も庁舎建設の特別委員会、相当な時間と

何回かの開催を重ねておりますし、私が委員長しておりました庁舎の検討委員会、これ本

当に５回、６回ですか、必要性あるいは財政との絡み、市の職員全員総動員で、本当にど

のぐらいの金が要るのか、どのぐらいの機能を持った施設が要るのかっての検討してきま

した。このたび懇話会を発足して市民の方のご意見を聞くわけなんですが、今までの庁舎

の建設の必要性も含めて懇話会ではしっかりと説明責任を果たしていきたい。 

 その次に謝らなければいけないって言ったのは、懇話会の中身ですね、中身を情報公開

していこう。これは議会にも約束したとおりでございます。その面については情報公開な

されなかった。こんな大事なことが情報公開、市民になされなかったということについて
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私は反省してます。ですから、６月以降、懇話会が発足したなら、広報あるいはＡＣＮ、

特別な雑誌、雑誌じゃないですかね、パンフレット等々で市民の方に情報公開していく。

先ほどもお答えしましたように、とにかく市民の方とは是非についてキャッチボールをや

っていこうと考えておりますので、よろしくご理解、ご協力を賜りたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 池光正男君。 

○１４番（池光正男君） 今、やっていくんだということで、住民に是か非か問うという

気持ちがないということですね。それはきちっと答えてもらわないと答えになりませんの

で。 

○議長（稲岡正一君） 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 池光議員は、とにかく建設ありきと受けとめられておると思いま

す。残念なことに、建設のための基金条例、１億円ずつ積み上げてます。今までの建設に

向けての特別委員会あるいは検討委員会、今回の懇話会、正直言って庁舎を建てることに

はもう間違いない。行財政改革の面、あるいは合併特例債の有利なものを使う件等々、旧

庁舎の維持管理、あるいは組織の維持等々考えましたら、今現在のところは庁舎の建設に

向けて動いていくということでございます。本当に池光議員、新たに今回の補欠選挙で議

員に来られまして、今までの経過、十分私どもの反省するところ、情報公開が市民の方に

なされなかったということで非常に申しわけないんですけれども、これから議員となられ

て、ともにそのあたりをご理解、本当にご協力をお願いしたいと思ってます。よろしくお

願いいたします。 

（１４番池光正男君「もうこれで、一回で終わります」と呼

ぶ） 

○議長（稲岡正一君） 池光君に申し上げます。再々質問３回までとなっておりますの

で、できたら次の項に移っていただきたいと思います。 

 池光正男君。 

○１４番（池光正男君） 今そういうことで、やらないということで、次のアンケート調

査はしないということだろうと思うんですが、これで置いときます。 

 それから、次の項についての答弁をしていただきたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 田村産業建設部長。 

○産業建設部長（田村 豊君） それでは、池光議員のご質問でございます、阿波市の橋

の耐震診断、全体の実態、状況についてお答えをさせていただきたいと思います。 
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 阿波市の橋の状況ですけれども、橋梁数は６６３橋となっております。橋長別に見てみ

ますと、ゼロメートルから５メートル未満が３２０橋、５メートルから１０メートル未満

が１８０橋、１０メートルから２０メートル未満が８７橋、２０メートルから５０メート

ル未満が５８橋、５０メートルから１００メートル未満が１６橋、１００メートル以上が

２橋というふうになっております。 

 それで、橋梁の耐震計画につきましては、平成２０年度に市内の６６３橋のうち１３６

橋、おおよそ１４メーター以上の橋梁について点検を実施しておるところでございます。

それで、その点検に基づきまして２２年度に長寿命化修繕計画、１３６橋分の計画を策定

する予定にいたしております。残りの部分につきましては順次点検及び長寿命化修繕計画

を策定していくつもりでございます。 

 なお、ここで少し耐震工事の状況について説明をさせていただきまして、事業費がどれ

ぐらいあるかっていうふうなことで説明をさせていただきたいと思います。橋梁の耐震工

事につきまして実施しております実例がございます。阿波町の中央東西線にかかる伊沢谷

橋、延長１１２メートルの橋でございます。鋼板橋でございます。昭和４７年に架設した

ものです。これにつきましては、もう一点、中大久保谷橋Ｌ、延長５８メートル、昭和４

７年に架設したもので、耐震工事を実施しております。それで、伊沢谷橋につきましての

工事費が４，２００万円かかっております。それと、中大久保谷橋につきましては工事費

が２，３００万円かかっているところでございます。それで、これらの工事費を参考に概

算で計算してみますと、１３６橋の耐震工事をした場合は９億円程度の予算が必要でない

かというふうに考えております。それで、長寿命化計画を実施した後、橋の実際の工事に

つきましては平成２４年度以降について順次必要なものから工事を実施していきたいとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 森口教育次長。 

○教育次長（森口純司君） 池光議員の学校の耐震状況についてのご質問にお答えを申し

上げます。 

 学校施設は児童・生徒が一日の大半を過ごす活動の場であるとともに災害時には地域住

民の応急避難場所としての役割も果たすことから、その安全性の確保は特に重要でござい

ます。そういったことで、平成１８年度に徳島県地域防災緊急事業５カ年計画の作成をい

たしております。その計画によりまして耐震補強及び大規模改修工事を行っております。
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ご質問の学校施設の耐震診断の状況ですが、１次診断につきましては阿波市内すべての学

校、終了いたしております。 

 耐震補強までのスケジュールについて少し説明をさせていただけたらと思います。ま

ず、１年目には耐震診断、２次診断の実施でございます。２次診断を実施して判定委員会

による判定を受け、次に２年目には補強計画案の作成、そして補強計画判定委員会による

判定及び実施設計、そして３年目に耐震補強工事の着手、完成ということで、スケジュー

ル的には３年の期間を要します。ということで、これまで阿波市におきましては御所小学

校の改築工事、伊沢小学校耐震補強及び大規模改修工事、土成中学校校舎耐震補強工事、

そして今現在土成中学校の屋内運動場の改築工事、また来年度でございますが、市場中学

校、土成小学校の耐震補強、大規模改修工事に向けて設計の予算でありますとか議決をい

ただいて今現在作業を進めておるところでございます。 

 現在までの耐震化率でございますが、２１年、ことしの４月現在で申し上げますと、４

９．２％となっております。そして、土成中学校の屋内運動場と、また市場中学校、土成

小学校の補強が終わりますと６０．７％という耐震化率となります。 

 それと、もう一点ご質問ございました耐震診断の公表でございますが、今現在１次診断

については実施を終えておりますが、優先度調査というのも含めて１次診断終了というこ

とになっております。優先度調査と申しますのは、Ｉｓ値が出ておりませんので、２１年

度予算で今後議会にお願いするようになるわけでございますが、残ります柿原小学校、市

場小学校、八幡小学校、柿原幼稚園の２次診断を実施して、Ｉｓ値が出次第公表いたした

いというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 池光正男君。 

○１４番（池光正男君） 橋の問題ですけれども、小さな橋、補助に当たらない橋が５０

０ぐらいあるんじゃないかと思いますけれども、これも放置できないと思います。また、

主要な橋についても大半の調査は終わっていると、大きな橋は終わっておると思いますけ

れども、残っている橋については、小さな橋も含めて、どういうふうな状況になっとんで

しょうか。 

○議長（稲岡正一君） 田村産業建設部長。 

○産業建設部長（田村 豊君） 池光議員の再問にお答えをいたしたいと思います。 

 先ほども少し説明をさせていただきましたように、平成２０年度におきまして全市内の
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橋梁６６３橋梁のうち１３６橋については調査が終了をいたしております。それで、その

橋については平成２２年度に長寿命化の計画を策定する予定でございます。それで、残り

の小さな橋につきましても順次点検を行い、長寿命化計画も策定していくというふうに考

えております。 

 以上です。 

○議長（稲岡正一君） 池光正男君。 

○１４番（池光正男君） 橋というのは絶対欠かせないものでございます。生活道を支え

ておりますし、災害に強いものにしていただきたいので、早急に工事にかかってもらっ

て、また地元業者の仕事づくりを一つでも、阿波市の景気回復にも努力していただきたい

と思います。 

 それと、学校の件でございますが、すべての学校が、これも地震に強い、また災害に強

い完璧なものとしていかなければならないと思います。いざというときには避難場所とし

て、また将来における子供が世の担い手として成長してもらいたいものでございます。む

しろ今やるべきことは、今、先ほど申し上げましたけれども、庁舎よりもこちらのほうが

急を要していると思います。 

 以上、次の項目に移ってください。 

○議長（稲岡正一君） 笠井市民部長。 

○市民部長（笠井恒美君） それでは、池光議員、３、国保、介護保険、後期高齢者医療

についての（１）の国保と（２）の後期高齢者医療について、市民部より所管でございま

すのでご答弁させていただきます。 

 国保の支払いができない世帯はどのようにするのか。軽減、減免の市独自策をどのよう

に考えているのかというご質問でございます。 

 厚生労働省は、不況で失業した人が勤務先で加入していた健康保険組合などから国保に

移るケースが今後ふえてくるのでないかと考えられております。市町村がこうした新規加

入者に国保保険料の軽減や免除の措置をとった場合、国費補てんの増額を５月８日に決

め、規模は、新聞に載っておりましたが、約１００億円を見込まれております。保険料減

免の推進の方針が政府の追加経済対策に盛り込まれております。 

 本来、国保保険料は世帯ごとに料金、保険税が前年の所得水準に応じて決まります。失

業したばかりで収入がない人に前年の所得を当てはめた場合に保険料を課しても支払いが

難しいため、国のほうでは今回の対応に踏み切ったものと考えられます。これまでは特別



- 186 - 

調整交付金において減免総額が保険料収入の３％を超える市町村、例えば大規模な災害に

限って減免分補てんが行われてまいりました。阿波市では該当したケースはございませ

ん。平成２１年度は、この基準を満たさなくても各市町村の平均保険料と減免後の保険料

の差額を交付金で補てんしていただけるということでございます。ただ、来年度以降につ

いては未定であります。 

 現在まで阿波市においては分割納付や納付猶予など納税相談を通じて取り組んでまいり

ました。今年度より新たに規則を改正いたしまして訂正いたしまして、失業等で特別な理

由がある加入者については、減免基準をクリアすれば保険税、保険料の所得割額及び資産

割額の３割、５割、全額の３段階で減免を受けられるように改正、制定いたしました、規

則の制定をいたしました。この減免を受けようとする者は納期前７日までに申請書に減免

を受けようとする理由等を書いていただきまして、証明する書類を添付して提出していた

だくようになっておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 （２）の後期高齢、滞納している人はどのようにするか、始まってから１年になるが、

どういうふうな対応なのかということでございます。 

 ご存じのように、後期高齢は７５歳以上の高齢者の方が徳島県後期高齢者医療広域連合

のほうに入るようになっております。現在、広域連合から示されている現時点での原則的

な対応といたしましては、有効期間が４カ月の短期の保険証、被保険者証を交付すること

になっております。この短期保険証の交付につきましては、後期高齢者医療保険料を滞納

している被保険者との納付相談の機会をふやして、保険料納付を直接働きかけたり、それ

ぞれの個々に応じた収納を実施していきたいためでございます。平成２０年における収納

対策といたしましては、国保医療課においても随時訪問等を行って保険料の徴収、納付相

談を実施しているところでございます。また、５月の中旬ごろには後期高齢者医療につい

てのお知らせ等を発送して、納め忘れ等がないよう通知をいたしたいと思っております。

５月２６日現在の阿波市の高齢者医療の保険料につきましての収納率は９９．１％でござ

います。普通徴収分については９６．９６％であります。つけ加えてご報告させていただ

きます。 

○議長（稲岡正一君） 秋山健康福祉部長。 

○健康福祉部長（秋山一幸君） 池光議員の介護保険についてご答弁いたします。 

 介護保険につきましては、ご承知のように運営財源としまして国、県、市で５０％、保

険料で５０％、その内訳で、４０歳から６４歳の２号保険者が３０％、１号保険者の６５
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歳以上が２０％の、公費５０％、保険料５０％で運営がなされております。６５歳以上の

１号保険者の徴収方法としまして、特別徴収と普通徴収に分かれております。普通徴収に

つきましては１，２７５名の方が普通徴収に該当し、残りの１，１００名程度は特別徴収

になっております。 

 介護保険料につきましては、それぞれの世帯の状況に応じまして応分の負担割合という

ことで保険料を定めております。その軽減措置につきましては、半額軽減、また２割５分

軽減、１割５分軽減というふうな軽減措置をさせていただいております。保険料の支払い

ができない世帯につきましては軽減があるわけでございますが、猶予措置としてそれぞれ

の条件、例えば災害等に遭われた方、また急激な所得減少になられた方につきましては相

談の上、軽減措置をさせていただいております。また、支払い不可能になった場合には相

談に応じまして、それぞれの内容に応じて分割納付ということで納付を促しているところ

でございます。 

 市独自の対策でございますが、先ほど申しましたように第４期の計画では軽減措置の部

分で１割５分軽減の方々の軽減措置を設けさせていただきまして、全対象者で６５歳の方

は１万１，４００人おるわけでございますが、約６０％の方が軽減措置の対象人口となっ

ております。残りの４０％は普通、１．０％以上の保険料の方でございます。市といたし

ましては、できるだけ多くの公平課税ということで、相互扶助の形で保険料を納めていた

だくのが一番のベターでございますので、今後もその保険料納付につきましては各保険者

に理解の上、納付を促していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 池光正男君。 

○１４番（池光正男君） 国保税と後期高齢のほうは笠井部長のほうで答弁がありました

けれども、国保税、値上げになっておるんですけど、平均１１％アップ、１人当たり７，

７００円の大幅な引き上げのことについて合理的根拠はどこにあったのかということです

が、値上げに対してはどういうふうに考えられておられるのでしょうか。 

○議長（稲岡正一君） 笠井市民部長。 

○市民部長（笠井恒美君） 国保料につきましての値上げを今後どうするかというふうな

ことでございますが、合併しまして４町、国保料が違っておりました。資産割があったと

ころ、ないところ、そういうふうのがございまして、１９年に統一されました。それで、

１９年のとき議員のご理解いただきまして統一していただきまして、ある一定の安いとこ
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ろに決めていただいたというふうに思っております。国保料につきましては特別会計で、

本来は特別会計の中で運営できればベターでないかという考えを持っております。ただ、

１９年以降、一般会計から繰り入れをしていただいておる事実もございます。そこら辺も

財政課と相談しながら、今後適正な国保の保険料、保険税というふうなものを議員ご意見

をちょうだいしながら、また国保運営審議会におきまして協議させていただきまして、そ

れを議員に相談して決めていこうというふうに考えております。どうぞご理解のほどよろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（稲岡正一君） 池光正男君。 

○１４番（池光正男君） ３回目でございますので。そうなると、これ資料もらったんで

すけれども、国保に加入している５，４４４世帯、加入率３８．１３％、７割、５割、２

割と軽減がございます。軽減を７割軽減が２，００１世帯、５割軽減が４６４世帯、２割

軽減が６４１世帯でございます。そういうことで、５７％の方がそういうふうに軽減策を

受けなければならない。これはどういうことかと申し上げましたら、このような状況のも

とでは財政が悪化しますし、滞納がふえ、悪循環になると思います。こういうことになら

ないためにも値上げしない、見直ししてもらいたい、そういう方向でやってもらいたいわ

けでございます。市民が安心して医者にかかれる、生命と健康を維持できるよう、市民負

担を軽減できるようにしていただきたいと思います。 

 この国保についてはもう一点、こういうこともあります。滞納世帯であっても中学生以

下の子供には６カ月間有効な短期保険証を一律に交付すると。また、子供に限らず、病気

で医療費の一時払いが困難との申し出を市町村の窓口に申し出れば短期保険証を発行する

となっていますが、本市においても取り扱いをしていると思います。その取り扱いをして

制度の仕組みの徹底を市民に知らせるということで、どういうふうに考えられておるかも

答弁していただきたいと思います。 

 それと、後期高齢の問題につきましては、もう答弁は要りません。去年９月、舛添厚労

相は直属の高齢者医療制度に関する検討会を設け、みずから、聞こえが悪いですけれど

も、うば捨て山の絵をわざわざかいて、制度を抜本的に変えるべきだと提案しておりまし

たが、名前を変える以外、中身を変えることはできなかった。また、７５歳以上を全部一

くくりに後期高齢者として、老化に伴う生理的機能の低下により治療の長期化、複数疾患

への罹患、特に慢性疾患が見られ、多くの高齢者に症状、軽重は別として認知症の問題が

見られ、いずれ避けることのできない死を迎える者を定義といたしました。これわかりや
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すく言いましたら、我が党の小池晃参議院議員が取り上げました。こういうことを言っ

て、別の保険に切り離すということになれば結局必要な医療が受けられなくなるのじゃな

いかという仕組みになっております。治療が長期化し、多くは認知症があり、やがて死

ぬ、そんな老人に金をかけても無駄というにほかならない。だからこそ、こういった猛反

発を国民の皆さん方から受けたわけであります。この制度はまともに実施できなかったわ

けでございます。ですから、この後期高齢者の保険というのは廃止以外にないと思いま

す。 

 それと、今さっき申し上げましたその中で国保の問題なんですけれども、どういうふう

にして市民に知らせていくのかお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 笠井市民部長。 

○市民部長（笠井恒美君） 再々問、池光議員の質問にお答えいたします。 

 まず第１点は、子供たちへの医療、国保の対応でございます。報道等で問題になりまし

た、国保料払えてないんで子供が医療機関で受診できなかったというふうなことがありま

した、報道されました。阿波市におきましては、現在１５歳未満の子供さんをお持ちのご

家庭に対しては短期保険証を出しております。それで、それは９世帯ございます。池光議

員のおっしゃられた問題については対応しております。 

 それから、高齢者の方、医療機関に行けないという方についても短期証を交付すると、

そういう方針で考えております。まだそういうふうな事例には、私が４月から就任してか

らは行き当たっておりませんけども、そういうふうな考えで対応したいと思っておりま

す。どうぞご理解いただけますようにお願い申し上げます。 

 それと、広報等通じて、非常に今経済厳しい状況でございますので、申請書を出してい

ただく件とか、そういうふうなものを広報をしていきたいと思っております。よろしくお

願いいたします。 

○議長（稲岡正一君） 池光正男君。 

○１４番（池光正男君） 介護保険の件に移りたいと思います。 

 介護保険は、この４月に発足から１０年を迎えております。しかし、介護の現場は深刻

な……。 

○議長（稲岡正一君） 暫時休憩いたします。 

            午後４時０７分 休憩 

            午後４時１０分 再開 
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○議長（稲岡正一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次、行ってください。 

○１４番（池光正男君） 農業問題です。 

○議長（稲岡正一君） 田村産業建設部長。 

○産業建設部長（田村 豊君） 池光議員のご質問でございます、４項目め、農業につい

ての１点目、農作物の営農指導をどのように進めているかについてお答えをさせていただ

きたいと思います。 

 阿波市につきましては県下有数の農業地帯であります。近年、農業を取り巻く情勢は非

常に厳しく、また多くの課題を抱えているところでございます。営農指導の状況につきま

しては、先ほど来説明をしておりますので省略をさせていただきます。それで、市が営農

指導員を置くかということにつきましては、先ほど来回答させていただいておりますとお

り、専門指導員を配置することで進めてまいりたいと思っております。なお、このことに

つきましては関係機関また団体とも十分協議しながら配置について進めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

 それと２点目でございます、農業の基本作物である米について市単独での米価の補償制

度の創設をする考えはないかについてお答えをさせていただきたいと思います。 

 米の生産調整、減反政策でございますけれども、本格的に実施されたのは昭和４６年か

らであります。米の価格を維持する目的で実施をされてきたところであります。現在の制

度は平成１４年に作成されました米の政策改革大綱に基づき、平成１６年４月改正食糧法

が施行されるにあわせて実施された制度でございます。米の生産調整の方法を、米を作付

しない面積配分から、このときにつくる数量、また生産に必要な面積配分に改めたところ

でございます。米の政策は水田農業構造改革対策事業──通称転作と読んでおりますけれ

ども──を実施することにより米の安定供給を図るとともに価格の安定を図っているとい

うことでございます。本市においても常に国の政策方針に従い減反の政策を実施してきた

ところであります。ご質問の米の価格補償制度につきましては、現在の転作制度がござい

ますので、その部分をかなり見直す必要がある制度かと思われます。現時点ではこの実施

については難しいんでないかというふうに考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（稲岡正一君） 池光正男君。 

○１４番（池光正男君） 皆さん方も農業問題についてはいろんなことで答弁もいただい



- 191 - 

ております。米は作物としては基本であろうか、日本では基本であろうかと思います。国

内でも、世界最大の食料輸入国である日本にさらなる輸入拡大を迫るＷＴＯというのがご

ざいます、これの批判が高まり、全国農協中央会も食料主権の確立を公然と要求しており

ます。昨年１２月に党派を超え運動で野党の４党が共同提案したＷＴＯ問題での決起集会

で、食料主権を保障する貿易ルールの確立決議が採択されたわけでございます。この１

年、世界の米が明確に日本では余っておると、必要でない米を義務化と称して輸入をまだ

まだ続けております。矛盾に加えて、そのノルマ達成のためにまだ汚染米まで無理やり輸

入して、食の安全まで脅かされております。ミニマムアクセス米の理不尽さが一層あらわ

になったわけでございます。相次ぐ輸入食品の汚染事件ということで国民の関心がかつて

なく高まり、政府も米の原産国表示など一定の規制に乗り出さなくてはならないようにな

っております。これは私たちにしてみたら当たり前のことです。この当たり前のことをし

なかったのですから許されないわけでございます。 

 今いろいろ申し上げましたけれども、せめて１俵当たり５００円の補てん金ぐらい出せ

るようにして、阿波市の独自策として今後も取り組んでもらいたいと思います。無理だと

いう答弁でありますが、市長は農業に対して本当に熱心に取り組んでいただけるならばこ

ういったことも考えていただければと思います。最終的な市長の答弁を求めまして終わり

といたします。 

○議長（稲岡正一君） 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 池光議員からは、お米３０キロ５，０００円、あと５００円、何

とか市のほうで補てんをしてもらえないかという話なんですが、もうご承知のように初め

から無理だろうという気持ちで質問されたんだと思います。私もそのとおりだと思ってま

すので、本当に簡単でございますが答弁にしたいと思います。 

（１４番池光正男君「終わります」と呼ぶ） 

○議長（稲岡正一君） それでは、一般質問を続行いたします。 

 １３番武田矯君の一般質問を許可いたします。 

 武田矯君。 

 

○１３番（武田 矯君） それでは、番が来ましたので、通告どおり質問させていただき

ます。 

 私は３つに分けて、１つ目は地球温暖化対策、２つ目はクリーンエネルギー、３つ目は
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農林業予算について、分けて質問いたします。 

 まず１番目に、地球温暖化対策について質問いたしますが、この阿波市の地球温暖化対

策実行計画をこの間ちょっともらいまして、２１年３月にしたものでございますが、その

中で電気が３，７９４トン、ＣＯ２を出しております。その次にガソリン、軽油、灯油、

重油、ガス、液化石油ガス、もろもろ全部算用して４，３４６トンの阿波市内の行政事務

事業の温室効果ガスの排出内訳と書いてしておりますが、これは私どういう算用で４，３

４６キロの二酸化炭素が排出するのか。 

 私、この電気のなにでいろいろありますが、電気、石炭が一番火力をよく出しますが、

１キロに０．８８７、それから一番少ないのが水力でございます。これはもう零に近い。

この次、零に近いんが原子力、地熱、風力、太陽光もちょっとは出るけんどまあ零に近

い。この石油と石炭、ほれとガス、それは０．８８から０．５ぐらいまでの間で漸次少の

うでございますが、この電力の中で１，０００万キロワットアワーで３，７９４トンとい

う数字は、これ算用しますと０．３ぐらいに見ておりますが、これはどこから聞いて算用

したもんか、それをお尋ねしたい。 

 それと、市関係の全部を対象にして、これ自動車から市は多くありますが、いろいろ公

民館なに、それが全部入っとんですか、その内容について説明をお願いいたします。それ

と、それに並行して、それを２つに分けて説明お願いします。 

○議長（稲岡正一君） 笠井市民部長。 

○市民部長（笠井恒美君） 武田議員の質問でございますが、１、地球温暖化対策につい

て、（１）として、計画の内容について、その①として、市関係全部対象か、②として、

どのような計算で温室効果ガス排出量が４，３４７トンになるのかと、こういうご質問で

ございます。 

 まず、計画の内容について答弁してくださいというようなことでございますので、市の

関係する対象施設で対象の範囲をどのようにしたのかというふうなご質問として受けとめ

させていただきますと、対象範囲は市の直接管理する事務事業、例えば本庁とか各支所と

か、それから委託してない、市が管理している施設で使用する電気とかそういうふうなも

のを集めたものだと、こういうふうに解釈していただいたらと思います。 

 それで、どのような計算式で温室効果ガスの排出量が４，３４７トンになるのかという

ご質問でございますが、計算する場合の基準年が１９年に行政事務事業より排出された温

室効果ガスが４，３４７トンであったと、こういうふうに阿波市地球温暖化対策実行計画
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書の中で書かれております。 

 それでは、どういうふうな計算方法だったのかというご質問でございますが、温室効果

ガス排出量というふうなことで、活動量掛ける排出係数、地球温暖化係数を掛けて算出さ

れたものが、今阿波市が持っておる施設等の事務事業の中で使われるトン数でございま

す。 

 どのように係数が出されたのかというふうなご質問でございますが、実行計画書の１２

ページに書かれております活動量というものについては、温室効果ガス排出の要因となる

電気、燃料使用量等の総数とすると、こうなって決められております。それから、排出係

数につきましては、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第３条により係数が定めら

れております。その排出係数の電気につきましては０．３７８キログラム、ハイホンのＣ

Ｏ２掛けるキロワットアワーと、こういうふうな係数が国のほうで定められております。

それにのっとりまして計算された温室効果ガスのトン数が４，３４７トンでありました。

それで、委託してるところの事務所等は除きますということ、事務事業等は除きますとい

うことですので、それが対象範囲になっております。それで、それを除いたものにつきま

して、１９年を基準量として４，１７９トンの実行計画の基準量が定まりました。この

４，１７９トンの基準排出量を平成２１年度から平成２５年度の５年間かけて２．８％削

減しようというのが阿波市地球温暖化対策実行計画書でございます。これが平成２１年３

月に策定されました。本計画は阿波市の行政事務事業における温室効果ガス削減を目標と

するものであり、目標達成に向けて市職員一人一人がＣＯ２排出者との自覚のもと取り組

んでいきたいと思っております。 

 具体的な施策につきましては概要版がございまして、その２ページに今後取り組む阿波

市の方向性が出されております。市の職員一人一人が取り組むというようなことで、身近

なところから取り組んでまいりたいと思います。空調に関する取り組みとしては、空調は

冷房が２９度以上、暖房が２０度以下に設定できるような施設につきましてはそのように

お願いしたいと思います。それから、昼休みとか日中の天気のいいときには照明の蛍光灯

の消灯、消していただくようにしております。これにつきましては各事務所とも実行して

おります。それから、パソコンにつきましては、使わないときには電源を切るとか、低電

力モード、画面が消えるような、そんな設定をしていただいております。電源を切るにつ

きましては、出張等出先へ出るときとか席を長期に離れるときには今後電源をオフにお願

いしたいと思っております。それから、公用車につきましては、アイドリングストップの



- 194 - 

実施とか。給湯器につきましては、ガスコンロと湯沸かし等、そういうふうな併用すると

か、効率的にやっていただきたいとか。それから、用紙の両面への印刷、これも職員かな

り実行していただいとります。それから、封筒のあき封筒については、庁内の書類を支所

等に送る場合については、使った上に紙を張ってどこそこ行きというような、そういうふ

うな取り組みもさせていただいております。それから、クールビズ、ウオームビズという

ようなことで、６月からノー上着、ノーネクタイというような方向で推進をしてまいって

おります。できるものからやっておる、行動をしておるものもございますし、今後そうい

う取り組みを職員全体に広げてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 武田矯君。 

○１３番（武田 矯君） 今説明が部長からありましたが、２．８％、約４，０００トン

で２．８％やら、掛けたらすぐわかりますが、１００トン余り、１２０トン足らずです

か。そして、資料は阿波市の全部の家庭に配るんですか。そうして配って、理解を得て、

各家庭が実行しなければ、阿波市のこの４，０００トンの、阿波市関係のなにだけでは効

果が薄いんでないんですか。そういう計画あるんかないんか、それをお答え願います。 

○議長（稲岡正一君） 笠井市民部長。 

○市民部長（笠井恒美君） 武田議員の再問にお答えいたします。 

 実行計画はできたが、それをどういうふうに広報するのかというご質問でございます。 

 一番理解がしやすいのは概要版でございます。この概要版等をどういうふうにしようか

というふうなことで、これから部内で検討してまいりたいと思います。広報につきまして

は、阿波市の広報紙及びケーブルテレビ等考えてまいりたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 武田矯君。 

○１３番（武田 矯君） 最後の質問でございますが、広報とかそういうテレビでして

も、こういう資料を説明して渡すんが一番効果があると思うんですが、それはそんな、そ

ういう計画はしておらんのですか。お答え願います。 

○議長（稲岡正一君） 武田議員に申し上げます。質問漏れはございませんか。これで最

後になりますけど、この項。 

（１３番武田 矯君「いや、この資料は渡さんのですか」と呼

ぶ） 

 質問漏れございませんか。もう最後でよろしいですか、これで。 
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（１３番武田 矯君「ええ、これはもう、これもう再々質問じ

ゃけんね」と呼ぶ） 

 最後の答弁してください、この項に。 

 笠井市民部長。 

○市民部長（笠井恒美君） 先ほど申し上げましたように、市の職員が取り組むのも広報

いたしますし、各家庭で同じようなことをやっていただけるような広報を考えたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（稲岡正一君） 次の質問移ってください。 

○１３番（武田 矯君） この項目については私もう答えは入りませんが、私の意見とし

て一言申し上げときます。 

 やはり役場は縦割り行政でありまして、これからは横の連絡もとり、私考えるのに、１

２０トンのこれ削減するのには大分、３％ということは５年もかけて算用でございます

が、禾本科植物は、農業と横の連絡とってしたら、１反に１トンのＣＯ２を吸うてくれま

す。そうすると、１町で１０トン、１０町で１００トン。それは、阿波市は４，０００町

もある、冬場の作物、土地に１０町や２０町は簡単に市が奨励してすればできる。ＣＯ２

を削減するのであれば、この３％削減するのは容易で私はないと思う。１０町の冬場の遊

んでいる土地に麦をするの簡単でございます。そういうことを意見を述べさせてもらいま

して、この項目は終えたいと思います。 

 次に、クリーンエネルギーについて申し上げます。 

 これは３月議会に、野崎副市長がもうやめてとった自分のなにでございますので、市長

にお答え願いたいと思います。 

 それと、２番目は２つに分けて、水力と太陽光と２つに分けて行います。 

 まず、水力から申し上げます。まあちょっと読みます。北岸用水の金清支川の場合でご

ざいます。落差４０メートルございます。そして、流量が０．５立米、１秒間に。そうす

ると、発電量は９．８重力加速度掛ける流量０．５掛ける落差４０掛ける発電効率、これ

０．７２と書いてありますが、電力は０．８５の効率があると言っておりますが、まあ

０．７２で算用いたしますと、１日に１４１．１２キロワット、１日でございません、こ

れ１時間。ほしたら、１日は２４時間ありますので、１４１に２４時間に。これ冬場、１

１月から３月まで。これは中部改良区の理事長からの資料でございます。中央の２カ所で

運動しておると申しております。掛ける１５０日は、そして稼働率が０．７２として、１
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５０日間に３５万キロワットアワーの電力を発電すると。そうすると、１世帯の５カ月間

の平均使用量が１戸毎、１，８００キロワットアワーとしますと９０世帯の電力を発電す

ると言っております。北岸用水の事務局長の大村さんも一生懸命になっております。それ

で、市長、これに対してどういうお考えをするのか。市も支援するのかしないのか、それ

をひとつご答弁願います。 

 それと、太陽光発電でございますが、これは私は家庭と庁舎と、新庁舎と書いておりま

すが、新庁舎も、それはまだ用地もでけておりませんのでありますが、私は庁舎は必要な

と思っておるので、今から考えておいてもらいたいと。太陽光発電はこれから国の政策で

もあるし、今各家庭に引いてあります、わずかでございますが、２２円の単価で買うてく

れとりますが、５０円に政府のほうでは買うようになるそうでございます。そうします

と、今のパネルも大量生産になって半分でいけると、上下でもうかるんでないかと、今は

損でございますが、もうかる産業でないかと、そういうふうに考えておりますので、つけ

加えて申し上げておきます。それについてお答えを。 

○議長（稲岡正一君） 田村産業建設部長。 

○産業建設部長（田村 豊君） それでは、私のほうから先に状況だけ説明をさせていた

だきたいと思います。 

 武田議員のご質問でございます、クリーンエネルギーについて、北岸用水を利用した水

力発電についてのご質問でございます。 

 地球温暖化の防止対策として、二酸化炭素の排出量の削減が重要な問題となっておりま

す。最近、河川や農業用水など身近な自然エネルギーを利用して小規模な発電を行う小規

模水力発電が重視をされております。国においても助成など行い、早急な普及促進に努め

ているところであります。 

 阿波市におきましても、第１回の定例会一般質問においてご答弁もいたしましたけれど

も、現在小規模水力発電事業の実施が可能であるか否かの調査要望を国に対して１カ所要

望しているところであります。この１カ所というのは北岸用水について、議員先ほどご説

明がありました金清の部分でございます。その辺について調査要望を国にいたしておると

ころでございます。それで、現時点では調査実施地区としての採択は決定しておりません

が、早急に決定いただけるように関係機関とともに要望してまいりたいというふうに思っ

とります。先に調査の要望をしてまいりたいと思っとります。 

 以上です。 
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○議長（稲岡正一君） 笠井市民部長。 

○市民部長（笠井恒美君） 武田議員の２、クリーンエネルギーについて、太陽光、一般

家庭についてというご質問の状況説明をさせていただきたいと思っております。 

 家庭で取り組める地球温暖化対策のその一環として、温室効果ガス削減に家庭用太陽光

発電システムの導入が考えられております。この発電システムについては、議員今ご発言

いただきましたように、家庭用太陽光発電システムの普及に向けて国が１月から補助制度

を復活されて、マスコミ等で話題になっております。５月３１日にも徳島新聞の掲載がご

ざいます。システム設置の補助額は、議員ご指摘のように、最大出力１キロワット当たり

７万円でございます。補助を受けるには、徳島県環境首都課を通じて、千葉県にある太陽

光発電普及拡大センターへ書類を提出して、そしてその書類の審査を受けて、その審査の

通過をする必要があると、そういうふうに書かれております。 

 家庭などで出る余剰電力を電力会社で買い取る価格につきましては、議員ご指摘のよう

に５０円と、２倍になる制度の導入が見込まれております。また、設置の費用を取り戻す

ための料金が上がることによって１５年かかっていたものが今後１０年間で償却できるよ

うな、そういうふうな計算も報道されております。 

 それで、そういう中で県下で取り組む市町村につきましては、松茂町、美波町、本年度

から北島町がこの普及に対して助成を行っていこうと、こういうふうなことも聞いており

ます。今後、他町の取り組みについて十分勉強して検討していきたいとは思います。た

だ、財政上のこともあり、単年度で終わらせられるものでないと思っておりますので、今

後十分検討してまいりたいと、そういうふうに考えております。 

○議長（稲岡正一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 武田議員の新庁舎に太陽光発電をと、そういうご質問であっ

たと思います。 

 この新庁舎建設につきましては、環境面に配慮したコンセプトのもと、太陽光発電など

によるエコ対策、またそういったことで初期設計時での節減対策を検討しながら、設備面

での維持管理コストの低減を図らなければならないと考えております。 

 以上です。 

○議長（稲岡正一君） 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 水力発電につきまして武田議員の質問にお答えしたいと思いま

す。 
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 本当に長いおつき合いでございます。もう３年になりますか、北岸用水の落差を使って

水力発電ができないかというようなことでご相談を受けたわけなんですが、それから１年

ぐらいしていろいろ国のほう県のほうにお尋ねしましたところ、北岸用水ではとにかく５

カ所ぐらい適地があるというのは議会でも武田議員にご答弁申し上げました。 

 今、部長のほうから答弁があったんですが、平成２２年度に善入寺島ですか、の落差を

使って調査事業を計画を上げていこうという、ちょっと相当ですか具体的な計画があるよ

うです。調査については当然１０割補助ですか、１００％見てくれている。あと問題なの

は、実施になって、国が５０％ですか、それから地元が５０％、市の負担が２０％ぐらい

持ってくださいよという意見ございます。これについては、２２年度調査やって、２３年

度に採択されるかもわかりませんが、このときには本当に武田議員の夢がかなえるんじゃ

ないかな。特にこういうクリーンエネルギー、あるいはエコ対策については、地球温暖化

の等々も踏まえまして市も積極的な対応はしていきたいと、このように思ってます。 

 以上です。 

○議長（稲岡正一君） 武田矯君。 

○１３番（武田 矯君） この問題について再質問いたします。 

 今、阿波市でＣＯ２の削減にいろいろとこの計画をしておりますが、これと並行してや

はりＣＯ２の削減をしやすいような分野にも目をつけて、縦横十文字の行政をこれから行

って、国もこれからは強い割り当てというのも、世界がそういうふうになってきておりま

すので、この自治体にはこれぐらいというて割り当てぐらいするように、しなければ、な

かなかＣＯ２の削減は困難でないんかいなと私は思います。そこで、阿波市は冬場多く遊

んでいる、ＣＯ２の問題、農業問題でないんですよ、ＣＯ２の問題から農業の発展にして

いくような糸口といいますか、そういう、市長も昔は、今もでございますが、長年獣医と

して県庁に勤められましたが、植物と動物は相互扶助の関係でございまして、人間が１年

間に３００キロの炭酸ガス、ＣＯ２を吐いております。また、専門家の、豚や牛は私はわ

かりませんが、市長はわかっていると思いますが、やはり農業の植物というものは一番、

禾本科植物といいまして、米と麦が炭酸ガスを一番よく吸うてくれます。乾物量にして炭

素を４０％から５０％含んでいるそうでございます。この乾物量といたしまして、野菜と

かなにかは大方水で、乾いたらもう軽いなにですけれど、米や麦は身があります。そこ

で、木も一緒でございますけど、木も４０％ぐらい、炭素あります。そしたら、炭素の約

３倍が炭酸ガスの量になりますので、乾いた木の１，０００キロあったら、１トンの木は
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３トンの炭酸ガスを吸うておるそうでございます、ＣＯ２を吸うておるそうでございま

す。私は本で読みました。学校行ってないけれど、本がありましたので、そういう本で知

りましたが、これからの時代はもう環境の時代でございます。温暖化が次第に進みますの

で、その時代が自動車でいえば電気自動車、いろいろな産業が進んでくるのではないか、

発展するのでないかと思っております。これ余談でございますんで、これをもちまして２

番目のクリーンエネルギーは終わります。 

 それから、私農業しておりますが、これも再三言っておりますが、農林予算が年々減っ

ております。農業立市と言いながら農業予算が減るというのはおかしいんでないかいな

と、こう思っております。そこで、２１年度の当初予算が３億７，５００万円、２０年度

は、去年は４億５，６００万円、総額が１６５億１，０００万円、去年。また、ことしは

１６５億５，０００万円で、よく似てますが、比率が次第に減っているのは、私は農業立

市立市言いながら農業の予算が次第に減るということは力を入れていないのじゃないんか

なと、農業に。それで、ひとつそれに対してお答え願います。 

○議長（稲岡正一君） 田村産業建設部長。 

○産業建設部長（田村 豊君） 武田議員のご質問でございます、農林業予算についての

１点目、本市は農業立市でありながら年々減少しているとのご質問でございます。予算が

減少しているというご質問でございますけれども、減少の理由につきましては、国、県の

補助事業の見直しまたは廃止、財政状況の悪化等による補助事業の減少というふうなもの

が考えられます。 

 また、本市におきましては農林水産事業の計画的な実施により、かんがい排水事業、基

盤整備事業が促進されてきました。また、それによって新規事業の要望が減少しているか

なあというふうに思っております。 

 また、阿波市においては財政状況大変厳しいところであります。市単独事業のハード事

業は国、県の補助事業を活用しながら事業推進を図らなければならない状況であります。

また、各農業団体への補助金についても年々減っている状況かと思っております。非常に

財政的に厳しい状況でありますけれども、農業関係の事業につきましては国、県の補助金

を有効に活用しまして基盤整備事業等の今後推進に努めてまいりたいと思っております。 

 これ、参考的な数字ですけれども、決算状況については確かにおっしゃるように平成１

７年度から平成２０年度までだんだんに減ってきております。平成１７年度が参考までに

申し上げますと９億５，０００万円ぐらいの決算額、農林水産業費で、それを１００とし
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ますと平成２０年度は７億７，２４９万２，０００円、予算段階でございますけれども、

８５％ぐらいになっとるというふうなことでございます。済みません、平成１９年度は決

算比較できます。平成１９年度につきましては決算８億１，４０９万８，０００円という

ふうなことで、８９．９％、平成１７年に比べてというふうなことで、少し減っておる状

況がございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

（「時間延長しとかなくてもいいんですか」と呼ぶ者あり） 

○議長（稲岡正一君） お諮りいたします。 

 本日の会議は５時を過ぎても時間延長いたしたいと思いますが、ご異議ございません

か。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（稲岡正一君） それでは、時間延長させていただくことに決定をいたします。 

 武田矯君。 

○１３番（武田 矯君） これちょっと国の予算の２０年度の予算ではこれ継続事業だけ

に２１年度も継続する予算でございますが、国は水田・畑作経営所得安定対策、品目横断

的経営安定対策として２，０００億円余りのこの予算を組んでおります。徳島県を１００

分の１として、阿波市はまたその１０分の１でありますので、１０００分の１といたしま

しても２億円は阿波市にこれ平均ですれば当たってこないのに、畑作経営でいろいろな冬

場のなにに、このなにが一つも見えない。この政府の予算が阿波市へおりてこないと、そ

ういうように私は思うとります。 

 次に、中山間地域の直接支払交付金、これは国で２００億円ぐらい組んでおりますが、

それの１０００分の１といたしますと２，０００万円ですか、それは十分にこうおりてき

ているのに、この分がおりてこないというんは、どういう関係でこれがとれないのか、ち

ょっと関係部長の説明を願うたらと思います。 

○議長（稲岡正一君） 田村産業建設部長。 

○産業建設部長（田村 豊君） 武田議員の再問でございます。国の施策の中に２，００

０億円の畑作安定のための予算が組まれておるというふうなことで、それが徳島県また阿

波市のほうへ回ってこないのかというふうなことでございますけれども、その予算につい

てはちょっと今十分な掌握ができておりませんので、十分勉強させていただいて調査し、

その補助金が可能かどうか、取り組みは十分調べさせていただきたいと思いますので、よ
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ろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 武田矯君。 

○１３番（武田 矯君） もうこれ答えも要りませんが、私の考えとして申し上げます。

もう終わりですが。 

 これからの地方分権といいますか地方自治体は、阿波市においても４００人の職員がお

りますが、人間一人一人皆能力があり、また得てもありまして、この仕事だったら１０

０％でける、この仕事だったら人の半分しかできない、そういう適所適材で、野崎市長に

申し上げたいのでございますが、それを能力１００％使うような場所に配置すると、そう

いうことが一番これからの時代には大事なのでないかいなと。頭のいい人は頭の仕事、力

がある者は力の仕事、また器用な者は器用な仕事というて、もう農協でも何でも一緒でご

ざいますが、そういう適材適所に人を配置するということこそ阿波市の発展のための原動

力でないかいなと思いますので、一言それをお願いいたしまして私のこの質問を終わらせ

ていただきます。 

○議長（稲岡正一君） 暫時休憩いたします。 

            午後５時０２分 休憩 

            午後５時１６分 再開 

○議長（稲岡正一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 ９番木村松雄君の一般質問を許可いたします。 

 木村松雄君。 

 

○９番（木村松雄君） 議長の許可をいただきましたので、９番木村松雄、ただいまより

一般質問を始めます。 

 今回も私最後の質問となりましたが、本日は朝９時より長時間にわたりましての会議で

ございまして、理事者の皆さん方、また議員の皆さん方も大変お疲れかとは思いますが、

私も余力を振り絞って進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げま

す。 

 まずは、先般執行されました阿波市長選挙において野崎氏が住民多数のご賛同を得て、

阿波市２代目の市長として見事当選をされましたことに心よりお喜びを申し上げるところ

でございます。 
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 合併間もない阿波市を小笠原市政のもと、助役、副市長として４年近く阿波市行政に携

わり、特に郡境を超えての合併という特殊な条件の中、地域間の格差の是正、税収率の向

上、また諸問題等々において対応されてきたことが大きく評価されたものだと思います。 

 公約の実現に向かって、また先般の所信表明の中にもありましたように、公正、公平、

クリーンな市政を、市民の立場に立ち、知恵と工夫をもたらした政治を目指すとの表明が

ございました。まさにそのとおりだと思います。均衡のとれたまちの発展、市民の幸せを

一番の念頭に、与えられた任期を精いっぱい職務に邁進していただきたいと思います。 

 それでは、質問に入ります。 

 私の質問は４点通告をしてありまして、１番目に熊谷川の改修の件について、２番目に

定額給付金の申請状況について、３番目に土成中学校屋内運動場改築工事の件について、

４番目に阿波市の今一番重要な施策について、以上４項目を通告順に進めてまいりたいと

思いますので、理事者におかれましては明快なる答弁を求めるものでございます。 

 それでは、１点目の熊谷川の改修の件でございますが、この件につきましては昨年の６

月議会においても質問をさせていただいております。土成町の長年の懸案事項であり、ま

た複合扇状地による天井河原でありまして、平成１６年の台風の折には破堤寸前だったと

いうような事態が発生いたしております。一刻も早い改修を県に要望してほしいとの質問

を昨年の６月議会においていたしております。当時の答弁では、国道３１８号線周辺から

重点的に用地取得及び事業計画の調査、検討を進めていく予定である、市といたしまして

も一日も早い完成を望み、要望を重ねてまいりたいと思っていると、そのような当時の担

当部長の答弁でございました。そこで、現在の改修についての進捗状況と、また昨年６月

からどのような要望、要請を行ってきたかについての答弁を求めます。 

 続いて②番目の、市長の先般の所信表明の中にもありましたように、災害に強いまちづ

くりというふうな発言がございました。そういうふうなところから、今後どのように県、

国に要望していくか、あわせて答弁を求めたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 田村産業建設部長。 

○産業建設部長（田村 豊君） 木村議員のご質問でございます。熊谷川、土成の改修に

ついて、現在の改修の進捗状況はというふうなことでございます。ご答弁させていただき

たいと思います。 

 この事業につきましては、県また県土整備部において昭和４９年度より河川局部改良事

業として事業着手をいただきました。吉野川合流点から事業費３億７，５００万円をかけ
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て、樋門３門、ポンプ施設及び約８７５メートルの区間改修整備を行っていただいておる

ところであります。その後、徳島自動車道の開通や土成工業団地の整備等による流域内の

開発の進行により、平成４年度に改修済み区間を除いた３，１２０メートル区間を改修区

間として事業化をしていただきました。現在は総合流域防災事業として進捗を図っていた

だいているところであります。 

 平成２０年度末までに全計画区間約４，０００メートルのうち３１％に当たる１，２４

０メートルが改修済みとなっております。現在は中二条交差点西側上流部から国道３１８

号線上流までの３６０メートルを当面の改修目標区間とし、用地取得等の事業進捗に努め

ていただいているところであります。熊谷川の改修は本市にとっても災害の発生防止する

観点からも重要であることから、早期の用地取得及び工事着手を県に対し重ねてお願いし

てまいりたいと考えております。 

 それでは、２点目でございます。市長の所信表明の中に災害に強いまちづくりとある

が、今後どのように国、県に要望していくかということについてお答えをさせていただき

たいと思います。 

 旧土成町中部地域の強雨時の排水並びに災害の発生を防止する観点からも熊谷川の改修

は不可欠な要件であることから、具体的事業の進捗を図るため用地取得等に努めていただ

くよう要望するとともに、市といたしましてもでき得る協力体制で対応してまいりたいと

考えております。 

 改修計画区間のうち県道鳴門池田線までを重要区間と考え、この区間改修の早期実現を

重ねて要望していくことより広い地域への排水を可能とし、長年にわたる住民の方々の要

望にこたえてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきたいと思います。 

（９番木村松雄君「部長、１年間の活動というのは」と呼ぶ） 

 失礼しました。毎年、川島土木との担当者会議がございます。担当部長、課長、担当者

が出席しての工事の確認の会といいますか、その会の中で熊谷川についても要望したとい

うふうな経過がございます。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 木村松雄君。 

○９番（木村松雄君） 部長のほうより答弁をいただいたんですが、今後についても県

等々に要望を重ねていくという答弁でございましたが、昨年も同じ質問をして、また今回
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も同じようなことを言っているなと思ってるかもわかりませんが、平成１６年の台風２３

号のときの状況を私付近の住民の方から聞き取り調査をいたしております。そのときの状

況をまた再度お話しさせていただくわけなんですが、国道交差点より南へ約１００メータ

ーぐらいの地点で東側の堤がもう破堤寸前だったというふうな状況を聞いております。近

くの住民の方のお話によりますと、あの光景を目の当たりにしたら、とてもじゃないけど

この地では住めないなというような生々しいお話をしていただいております。たらればの

お話ではございませんが、もし破堤をすれば、その水は上流には行かないわけでございま

す。当然、土石流の集団が南のほうへ流れていくのは、もうこれは明らかなことでござい

ます。熊谷川の改修につきましては、前々から流末の改修ができてないからと、あるいは

予算が少ないからできてないというような答弁だったわけなんですが、熊谷川一本で幾ら

その流末のほうを改修整備しても、上流で破堤すれば被害を下流に及ぼしていくという現

実を、これは自然の現象でございまして、私も１８年だったか、当時吉岡部長だったです

か、それと県の方に来ていただいて現地を視察をしていただいて、そして住民の方から直

接お話を聞いてほしいというようなことで、その当時も、たしか平成１８年だったと思う

んですが、そんなに進展が見えるかには思いませんので、これから野崎市長、新しいリー

ダーのもとに、やはり災害に強いまちづくりというようなマニフェストの中にもあります

ように、そういうときからでも阿波市の最重要課題として取り上げていただいて、事業が

一日も早く進展できますように、どうぞ担当部署のご努力をお願いいたしたいと思います

ので、よろしくお願いをいたします。本当にこれは、２３号台風のときは、上を見ればす

き間がないくらい雨が降ったあの台風のときでございますので、それはもう間もなく梅雨

入りも近いだろうし、また台風シーズンもやってまいりますので、やはりこれは早急に阿

波市の最重要課題として格上げをしていただいて、要望、要請をしていただきたいと思い

ます。再度お願いをいたします。この点につきまして、この件の最後に市長のご見解をお

聞きいたしたいと思います。よろしくお願いをいたします。 

○議長（稲岡正一君） 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 木村議員からは熊谷川の改修についてのご質問でございます。 

 部長の話によりますと、昭和４９年、河川の局部改良ということで排水等々も整備し、

その後、上流に向かって４，０００メートルですか、３１％の改修工事が終わってるよう

です。その後、十分な陳情ですか、要望等ないような感じ、説明でございました。毎年、

川島土木ですか、土木との連絡会議の中で協議してるというふうな話なんですが、私もあ
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そこは現場も見ておりますし、機会をこしらえて、しっかりと県のほうに要望をしたいと

思ってます。 

 以上です。 

○議長（稲岡正一君） 木村松雄君。 

○９番（木村松雄君） そして、特に鳴門池田線から北へ国道３１８号線との交差までの

間、その間につきましては地権者の方も、どうぞ、提供はさせていただくから、すぐにで

も進めてほしいというようなお話をいただいております。阿波市にも県会議員二方おられ

ますので、県会議員とも連絡を密にとっていただいて、事業が少しでも早く進み、地域の

住民の方が安心して暮らせるような、そういう環境づくりをぜひとも担当部署、努力をし

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。この件は終わりたいと思

います。 

 次に、２番目の定額給付金の申請状況ですが、この事業は国の施策によるものでござい

まして、景気後退風の市民の皆さん方の不安に対処をするため、また生活支援を行うこと

を目的とし、あわせて地域の経済対策に資するものとして実施をした事業でございます

が、そこでこの①の申請件数、これはきのう同僚議員の質問の中に多分答弁であったと思

われます。９５％の申請状況だと思いますが、この給付によりましての経済効果をどのよ

うに考えられるか、そのことをお願いいたしたいんと、それと②番目のこのとくとく商品

券の発行の予定の状況でございますが、これも地域活性化・生活対策実施計画の中の事業

でございますが、商工会が商品券を発行をいたしまして、消費者購入金額の２割補助を市

が交付するという内容なわけなんですが、今後どういうスケジュール、予定で実施するの

か、市民に対してどのように周知を図っていくのか、この１番と２番、あわせて答弁を求

めたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 定額給付金の申請状況についてでありますが、今議員が申し

上げましたように、現在支給につきましては９５％給付が終わっております。まだ現在も

この申請、給付手続は続いております。日々その処理事務を行っておりますが、今後にお

いても円滑に実施できるように慎重に対応してまいりたいと考えております。 

 また、今回の定額給付金事業の経済効果ということですが、この給付金の本来の給付の

目的であります、家計への生活支援と消費をふやし、景気を下支えするという観点での経

済効果はあったのではないかと考えております。それぞれ個人でありますので、使い道も
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いろいろあっただろうと思いますので、経済効果はあったのではないかと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（稲岡正一君） 田村産業建設部長。 

○産業建設部長（田村 豊君） 木村議員のとくとく商品券の発行予定の状況についてご

答弁させていただきます。 

 本年４月１日、旧４町商工会が合併をし、阿波市商工会として発足をいたしておりま

す。商工会につきましては、合併記念として２割のプレミアムつき商品券の発行をいたし

ます。この事業は、消費者の地元消費の拡大を促し、阿波市内の商工業者の育成及び活性

化を図ることを目的といたしております。 

 商品券につきましては、１セット、１，０００円券１２枚つづり、１万２，０００円分

を１万円で販売をいたします。この事業につきましては、先ほど議員もおっしゃってまし

たように、国からの地域活性化・生活対策臨時交付金を財源として、市から商工会に対し

て１，９００万円を助成し、商工会も１００万円を負担し、事業を実施するものでござい

ます。 

 事業の具体的な実施計画でございますけれども、商品券の取扱店の募集をことしの６月

中旬から７月上旬にかけて行います。それで、商品券の販売につきましては８月上旬から

１２月の下旬まで、商品券の有効期間につきましては、商品券の販売を開始した日、８月

上旬になろうかと思いますけれども、それから来年の１月３１日を予定をいたしておりま

す。商品券の販売は発行総数が終了した時点で、売り切れた時点で終了となります。追加

の予定は現在ございません。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○議長（稲岡正一君） 木村松雄君。 

○９番（木村松雄君） ただいま両部長より答弁をいただいたわけなんですが、総務部

長、９５％なわけなんですが、残りの５％につきましては、これ最初の趣旨からいいまし

て、できるだけ１００％に近い方々に給付するというのが目的でありましょうから、これ

を１００％はないにしても、まあ１００％に近いような、そういうな周知をしてほしいと

思います。 

 それと、この残った、仮に９５％、５％が残ったということになれば、その残ったお金

についての取り扱い、その点をもう一回答弁をしていただきたいと思います。 
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 それと、とくとく商品券の発行予定なんですが、８月上旬から１２月下旬ということ

で、有効期限は来年の１月３１日までということですが、これも数に限定がありますの

で、もし先ほど部長の答弁では追加の措置はないというふうな答弁でしたが、かなり人気

のあるものであれば、緊急経済対策の中からでもそういうな事業が追加でできるんじゃな

いかと思うわけなんですが、その件について再度答弁をお願いいたしたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 定額給付金についてでありますが、５％の方がまだ残ってい

るということなんですが、現在もまだ申請をされてる方もおります。申請書を発送したわ

けですが、まだあて名不在というような形で返ってくるものもあります。そういったこと

で、いろいろそれぞれ皆ご事情があると思いますが、前にも述べたと思いますが、近くの

民生委員とか、そういった方にもお願いして、できるだけたくさんの人に、たくさんとい

うかもう全員の方に、そういうせっかくの給付金でありますので、受給していただくよう

にいろんな手法を考えていきたいと思います。どうしても１００にならない場合、精算を

するわけですので、やはり返還というような形になろうかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 田村産業建設部長。 

○産業建設部長（田村 豊君） 木村議員の再問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 定額給付金に伴いますとくとく商品券につきましても現在１万セットの販売を予定をさ

せていただいております。今回また新たに６億円の経済対策が市に来ておるわけでござい

ますけれども、その事業につきましては既に計画をして、財政課のほうに事業計画を出し

ております。それで、６月１４日に庁内で検討会をして、１９日ですか、また議会議員の

全協の中で説明をさせていくというような手順の中で進めていくところでございますけれ

ども、産業建設部として今回この商品券につきましての追加の要望はいたしておりませ

ん。これもかなりの期間がかかりますので、商工会にも聞いてみますと、もう大変だとい

うふうなことも聞いております。とりあえずはこの１万セットというふうなことでさせて

いただきたいというふうに考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（稲岡正一君） 木村松雄君。 

○９番（木村松雄君） 答弁いただいたわけなんですが、市のほうからも１，９００万円
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の補助をこのとくとく商品券の場合はしているわけなんですが、市から補助金を出すとい

うことは、やはり市民の皆さん方に共通の情報を提供しなければいけないと思うわけで

す。そういう募集していたの知らなかったというふうなことがないように、できるだけ市

民の皆さん方に周知をしていただいて、このとくとくの商品券を利用していただいて経済

効果に、経済対策になるように、そういうような方向でお願いをいたしたいと思います。

この件は終わりたいと思います。 

 次に、３番目の土成中学校屋内運動場改築工事の件でございますが、この土成中学校の

体育館は昭和４０年に建設したもので、現在は阿波市の教育施設整備計画に基づいて進め

ている事業でございます。建設についていろいろ概要説明と工期をお聞きするわけなんで

すが、この件につきましては同僚議員何人かの方から質問がございまして、答弁も私もあ

る程度はもうお聞きいたしておりますので、教育委員会のほうでこういうことはやっぱり

答弁しとかなくてはいけないとか、そういうようなことがあれば概要説明をしていただき

たいと思います。 

 それと、この入札の公告書を見れば、工期は、議会の承認があった翌日から平成２２年

３月３１日までというふうな工期になっておりますが、これをなぜ３月３１日に工期を設

定したかというふうなところをご説明をいただきたいと思います。この中学校の体育館は

付近住民の災害の折の避難場所にもなっておりまして、できるだけ工期の短いほうがいい

んじゃないかと思うわけでございますが、概要説明と、工期をなぜ３月３１日に設定して

いるかということについて教育委員会の答弁を求めたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 森口教育次長。 

○教育次長（森口純司君） 木村議員の土成中学校の屋内運動場改築工事についての概要

と工期の設定の仕方ということでご質問いただきました。 

 概要につきましては、先ほど議員申されましたように、昨日の吉川議員の代表質問でも

これまでの経過とかというのはお答えをいたしておりますので、その点については省略を

させていただきたいというふうに思います。 

 まず、一番に考えておりましたのは学校からの要望でございます。面積を広くとってほ

しいとか、一日も早い完成であるとか、柔道棟の確保、またトイレは内外両側から使用で

きるようなことというなことでございます。そういった要望も取り入れまして、構造につ

きましては鉄筋コンクリートづくりの２階建てでございます。１階の面積が１，４４７．

１４平方メートル、２階部分が２２４．３５平方メートル、延べ床面積にいたしますと、
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概要書にも公告いたしておりますが、１，６７１．４９平方メートルでございます。建築

面積につきましては１，５３６平米となっております。 

 それで、工期の設定でございますが、国のほうで標準工期というのが設けられておりま

す。それによりますと、３億円を超えるものにつきましては約３００日期間を要するだろ

うということが言われておりますので、今回の体育館の改築工事につきましては税抜きで

申しますと３億１，４８０万５，０００円ということになっておりますので、実際に１５

日に入札を執行いたしまして落札候補者が決定いたしますと、その後書類の審査等行いま

して、６月２４日、議会の再開日に追加議案としてご提案させていただきまして議決をい

ただければ、その翌日から来年の３月３１日までということで設定をいたしております。

教育委員会といたしましても、学校現場の要望もございますので、できるだけ早い完成を

目指したいというふうには考えております。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 木村松雄君。 

○９番（木村松雄君） 次長のほうから答弁いただいたわけなんですが、なぜ私が工期の

ことをお聞きするかといいますと、毎年中学校の卒業式が３月の半ばごろだったと思うん

ですね。３月３１日に設定すれば当然卒業式はそこでできないんじゃないかというような

危惧がございます。今回、きのうの答弁では学校から４つの要望が出ておったというふう

な、その中にも早い完成が４つの要望の中に入っております。学校サイドとしたら、やは

り今の中学３年生の生徒さんをこの新しい体育館で卒業式をさせてやりたいなという思い

から一日も早い完成をというようなところから出ているんじゃないかと思います。教育長

ね、教育長もそういう思いだろうと思います。今の中学校３年生のお子さんをこの新しい

体育館で卒業式をして見送りたいと、そういう思いだろうと思います。法的に３００日が

必要だというただいまの説明でございますが、できることなら全体が仕上がらなくても卒

業式だけはその新しい体育館でできるような、そういうことはできないんでしょうかね。

その点について、教育長、どうでしょうかね。 

○議長（稲岡正一君） 板野教育長。 

○教育長（板野 正君） 木村議員からのご質問でございますが、中学校、今現在体育館

ございませんが、授業等には今のところ雨が降らなくて差し支えないと。しかし、これか

ら雨が降るときにはいろいろと考えなきゃいけないということ。これはもちろん３年生も

含めてでありまして。また今、卒業式のことがございまして、このことは今議員が申され
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ましたように、本当にそのように子供たちは願っております。卒業式だけはせめてという

気持ちは本当に保護者の方も子供たちも思っていると思います。できることなら、完成間

際ではありますけれども、業者との話し合いによって、できれば卒業式はさせていただく

方向で今後協議を進めていくというふうに思っとります。 

○議長（稲岡正一君） 木村松雄君。 

○９番（木村松雄君） ただいま教育長のほうから、せめて卒業式だけは新しい体育館で

させてやりたいと、そういう学校サイドあるいは学校関係者の方にとってみれば本当にあ

りがたい答弁だったと思います。 

 いろいろこの後この中学校の件に関して全員協議会をというような予定もございます

が、やはり工期内に完成をさす、供用をさすということが大前提でございます。太陽光発

電ですか、それを設備するということ、これはもう今の時代でございます、これはもうぜ

ひともそういうような方向で事業を進めていただきたいと思います。阿波みらいの吉川議

員、また先ほど我が会派の武田議員の質問の中にもありましたように、本当にこれからは

環境の時代でございます。当然、私どももそういうような方向を望んでおります。が、卒

業式に間に合うような方法をぜひともこれはとっていただきたいなと思いますので、この

件について全員協議会で、森口次長、十分議員の皆さんにご説明をしていただいてご理解

を得られるような、そういう説明をしていただきたいと思います。学校関係者、付近の住

民、ＰＴＡの方々もこの体育館の完成を一日も早く待ち望んでおりますので、どうぞ担当

部署、議員の皆さん方もご理解、ご協力を賜りますようお願いを申し上げましてこの項を

終わりたいと思います。 

 次に、４番目の阿波市の今現在、一番重要な施策についての件でございますが、ただい

ま民間企業は不況の影響が大きく、また本市にとりましても厳しい財政運営状況の中では

ございますが、市として今市民に対してどのような施策が一番望まれているか、必要だと

考えられるかというところを、これは市長にお答えをいただきたいと思うわけでございま

すが。昨日来からいろいろ議員の皆さん方も経済対策については質問をされております。

また、市長のマニフェスト、所信表明の中にも、しなければいけないことは７項目すべ

て、どれを除くわけにもいきません。すべて住民生活、市民生活には必要な項目ばかりで

ございますが、とりあえずは今の時点において、今のこの不況の中で何が求められておる

か、住民の人たちが何を要望されておるかというところに対して、市としてどういうな施

策を講じていくお考えがあるか、その点を市長に答弁をいただきたいと思います。とりあ
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えずお願いをいたします。 

○議長（稲岡正一君） 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 木村議員からは、現在民間企業は不況の影響が大きく、また本市

にとって厳しい財政状況であるが、市として今市民に対してどんな施策が一番必要かとい

うようなご質問でございます。 

 ご承知のように過去最大の経済不況というようなことで、緊急雇用対策あるいは経済危

機の対策、臨時交付金等々、本当に緊急な予算が国からどんどん出てます。そのほかに、

松永議員からは主要な施策、あるいは継承をされる施策等々、また吉田議員からは所信表

明の中の主要な７つの事業説明、主要な施策の説明をそれぞれ求められたわけです。議員

言われるように、どれをとっても市民にとって本当にかけがえのない事業と思ってます。 

 特にこの中でもいろいろ市民の要望、強いものがあります。先ほどもちょっと答弁でお

答えしましたが、市民が一番阿波市に、阿波市、新しい市に対しての不満足度っていうの

がデータがあるんですが、一番望むもの、不満足ですか、不満足の中にやはり就業です

か、就業と雇用の場が欲しい、阿波市には足りないよというので、これがランク２番ぐら

いに入ってます。交通機関の不便さってのは、これはもういろいろ問題はあると思います

が、とにかく就業と雇用の場ですか、これがもう第２位に入ってる。それから、これから

阿波市が新たなまちづくりっていうんですか、その中ではやっぱり健康福祉というのが４

４％ぐらい近い数字が出てますし、子育て支援なんかも２５％近くいって、非常に高い数

字が出てる。こういうのをいろいろ市民の要望、あるいは不満足度等分析した場合に、所

信表明の７項目、あるいは小笠原市政からの継承、子育て関係、ああいうものは本当に本

当に市民生活の大事なもんじゃないかなと、このように思います。 

 とにもかくにもただ急ぐのは今現在の緊急雇用対策、緊急経済対策、これの執行じゃな

いかな。特に先般の生活対策の臨時交付金約４億２，０００万円ぐらいですか、国のほう

から交付金でいただきましたけれども、執行率がいまだに４．５とかですね。それから、

今申請もらってます地域活性化の経済危機の対策臨時交付金、これも６億円ぐらい、県、

市費入れると約７億四、五千万円なんかと思いますけれども、これも今申請を受け付けて

ます。このあたりのあくまでも本当の緊急の緊急の対策でございますので、市民生活にと

っては本当に大事な予算、早く早く執行して、市民生活を安心させてあげるように努めな

ければいけないと思ってます。そのほかに、今も言いましたように、継承してる子育て支

援策とかですね。それから、これから特に力入れたい農業の振興策であるとか、それから
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あと地域環境、道路状況の整備、そんなどれをとってもとにかく積極的に対応を図ってい

きたいなと、このように思ってます。よろしくご協力をお願いします。 

○議長（稲岡正一君） 木村松雄君。 

○９番（木村松雄君） 市長よりこの件についての答弁をいただいたわけなんですが、私

これ４番目の件は通告してから市長と、また担当部とも何のお話もしてませんが、私が思

うのは今一番重要な施策は雇用対策だと思っております。何もお話をしてなかったんです

が、市長の答弁の中からそのような雇用対策、緊急対策が必要だというような答弁がござ

いました。私は、ほっとしたような今の心境でございます。 

 雇用対策に企業の経営破綻、経営規模縮小等々により職を失い、新たな職を求める人が

急激に増加してきております。阿波市においても例外ではなく、働きたくても働けない、

すなわち職がないという状況でございます。そこで、現在、市の雇用対策として考えられ

るものはどのようものがあるのか。また、ワークシェアリングのような方式を活用して、

特定の人が優遇されることなく多くの人に就労の場が与えられる方式も現段階では大きな

雇用対策になるんじゃないかと思われます。再度、担当部のお考えをお聞きいたしたいと

思います。 

 それと、先般、５月の広報でしたか、緊急雇用対策の一環として臨時職員の採用を募集

しておりましたが、その応募人数と概要の説明をしていただきたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 田村産業建設部長。 

○産業建設部長（田村 豊君） 木村議員の再問にお答えをいたしたいと思います。 

 臨時雇用の件でございますけれども、阿波市では建設課関係で道路作業員を４名、４カ

月間、それと商工観光課関係では公園等の維持管理の作業員を２名、これも４カ月間、そ

れと防災対策課では公共施設の調査ということで電柱等の調査に２名、これも３カ月間と

いうふうなことで募集をいたしておりました。それで、先日の日曜日、この日曜日に一応

面接を行いまして、間もなく採用者が決定されると思っております。それで、ちょっと今

詳しい資料持っておりませんので、どれぐらいの人員があったかというの今ちょっと資料

手持ちの準備ができておりませんが、そういう状況で、採用が決定次第それぞれの作業に

当たってもらうというふうなことで準備を進めております。 

 以上です。 

○議長（稲岡正一君） 木村松雄君。 

○９番（木村松雄君） 私の通告漏れというような形で突発的なことでございますので、
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そのお答えはよいと思いますが。ここ最近、私の家にも、あるいは電話にもいろんな方か

らお電話がかかってきます。それは何かというたら、何か仕事ないかいなと、そういう方

の電話がほとんどでございます。国からの緊急経済対策のお金も、市もありますし、そう

いう交付金もございますし、何か市としてそういうような職のない方々に緊急の雇用対策

ができないかと、そのような電話がほとんどでございます。そういった今市民がどういう

ことを求められておるか、何を要望されておるかというところを的確にキャッチをして、

それに対応を今後もしていただきたいと思います。 

 前の小笠原市長のときにも、私いつかの一般質問でも申し上げたと思うんですが、部長

次長会というのを月に何回程度されとんですかというようなことをお聞きしたと思うんで

すが、たしかそのときには月に１回だというような答弁だったと思うんですが、私はこの

阿波市の４万２，０００人近い方々のやはり核として、それは余りにも少ないんじゃない

かと、次長、部長の方が、皆さん方が、本当に市民の皆さん方が今何を要望されている

か、要求されているか、そういうことを、やはりそういうような情報を持ち寄って、そし

てそれからの市政に反映をさせていくというふうな情報の交換の場ですか、そういうなと

ころが私は月に１回では少ないんじゃないだろうかと思うわけです。そういうな情報の収

集の場をこれからももっとつくっていただいて、的確に市民の要望、皆さん方の要望にこ

たえていくというふうな市政を目指していただきたいと思います。どうぞ、市民の方が安

心して暮らせる、そのような対策をぜひとも担当部としてもお願いをいたしたいと思いま

すので、よろしくお願いをいたします。 

 通告いたしました質問はこれで終わるわけなんですが、我が会派の志政クラブの代表質

問の中に、質問の答弁の中に市長が答弁されたことがございまして、それは何かといいま

すと、野崎市長が助役、副市長の時代にできなかった、今までできなかったことにこれか

らは誠実に対処したいと、一人一人が大切な市民であると、こういうふうな発言を答弁を

されております。これは私の全くの私見でございますが、野崎市長は粉飾でもなければ飾

りつけでもない、本当に体の中から自然に出た答弁かなと思います。野崎カラーが見えて

こない、薄いんじゃないかと言われる中で、この答弁が野崎カラーじゃないかなと私はそ

ういう印象を受けました。 

 以上で私の一般質問終わります。 

○議長（稲岡正一君） これで９番木村松雄君の一般質問を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 
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  日程第２ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて（平成２０年度阿波 

              市一般会計補正予算（第６号）について） 

       承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２０年度阿波 

              市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）について） 

       承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２０年度阿波 

              市老人保健特別会計補正予算（第１号）について） 

       承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて（平成２０年度阿波 

              市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について） 

       承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて（平成２０年度阿波 

              市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につい 

              て） 

       承認第 ６号 専決処分の承認を求めることについて（平成２０年度阿波 

              市介護保険特別会計補正予算（第４号）について） 

       承認第 ７号 専決処分の承認を求めることについて（阿波市税条例等の 

              一部改正について） 

       承認第 ８号 専決処分の承認を求めることについて（阿波市国民健康保 

              険税条例の一部改正について） 

       議案第４１号 平成２１年度阿波市一般会計補正予算（第１号）について 

       議案第４２号 平成２１年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第１ 

              号）について 

       議案第４３号 平成２１年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

              について 

○議長（稲岡正一君） 次に、日程第２、承認第１号から承認第８号まで、議案第４１号

から議案第４３号までを議題といたします。 

 これより議案に対する質疑を行います。 

 通告がありますので、発言を許可いたします。 

 三木康弘君。 

○１６番（三木康弘君） 議長の許可がございましたので、通告に従いまして１つだけ、

承認第２号専決処分の承認を求めることについて（平成２０年度阿波市国民健康保険特別

会計補正予算（第５号）につきまして、ページ１６、１７ページをおめくりをお願いいた
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します。この一般会計の繰入金の中で毎年不納欠損金が２，０００万円ほど出ておるわけ

でございますけれども、生活苦で払えない世帯と払えるのに払わない世帯の明確な色分け

はできておるのか。それは件数にしてどういう件数の比率なのかをお尋ねをいたします。 

 それと、この一般会計繰入金の最終３億６，０２４万５，０００円となっておりますけ

れども、この中で職員給与等は幾らになっておるのか、ちょっとこれではわかりませんの

で、ここの細かい明細をお願いしたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 笠井市民部長。 

○市民部長（笠井恒美君） 質疑に対する答弁をさせていただきます。 

 三木議員の質疑でございますが、承認第２号、専決第２号平成２０年度阿波市国民健康

保険特別会計補正予算（第５号）について、１、不納欠損金が毎年２，０００万円程度出

ているが、生活苦で払えない世帯と払えるのに払わない世帯との明確な色分けはできてい

るのかという質疑でございます。 

 国民健康保険の不納欠損につきましては、平成２０年度２，１５２万６，６８４円出て

おります。国保税の滞納対策として答弁をさせていただきます。 

 国保税の滞納対策として、納期の第１期と第２期の終了後において未納の方々には納税

相談を実施しており、支払いがおくれている理由などをお聞きする中で生活状態の苦しい

という方には、毎年５回の正規納期ではなく、毎月の支払いができる分納納付をお願いし

ているところでございます。しかしながら、納税相談を実施しても来ていただけない方に

つきましては、電話連絡及び訪問により各未納者の生活状況の把握に努めております。短

期証の発行等説明を申し上げ、適切な納税相談を実施できますよう努力いたしておりま

す。 

 こうした中で、支払いがおくれているが、資産があるにもかかわらず支払いができてい

ない未納者の方々につきましては、資産調査を実施し、差し押さえも着手し、徴収させて

いただいております。ご理解いただけますようお願い申し上げます。 

 今年度につきましても管理職一斉徴収をこの５月にさせていただき、管理職と税務職員

１０１名が徴収に取り組み、徴収結果として徴収交付金の対象となる部分の平成２０年度

の徴収率は９３．６％となり、前年より０．３３％収納率を向上させることができまし

た。今後とも不納欠損の減少になるよう努力して取り組んでまいりたいと思っておりま

す。ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 繰り越しの３，２００万円のうち職員等の給料につきましては、ちょっと通告がなかっ
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たもんで資料持ち合わせておりませんので、後ほど議員のほうに資料をお持ちしたいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（稲岡正一君） 三木康弘君。 

○１６番（三木康弘君） 今お尋ねしました世帯別のあれはわからんですか。払えない、

払わない世帯というのは。ほとんど区別ができておらんということですか。 

○議長（稲岡正一君） 三木さんに申し上げます。 

（１６番三木康弘君「わかりました。結構です」と呼ぶ） 

 よろしいですか。 

（１６番三木康弘君「結構です」と呼ぶ） 

 監査委員にですね、監査事務に属することじゃけん、本来そこで質問していただいたら

いいんです。 

 以上で通告書による質疑は終わりました。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 ただいま議案となっております承認第１号から承認第８号まで、議案第４１号から議案

第４３号までについては、会議規則第３７条第１項の規定により、お手元に配付いたしま

した議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたしたいと思います。 

 常任委員会委員長におかれましては、第２回阿波市議会定例会日割り表に基づいて各常

任委員会を開催され、付託案件について審査されますようお願いをいたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 報告第 １号 平成２０年度阿波市一般会計繰越明許費繰越計算書につい 

              て 

       報告第 ２号 平成２０年度阿波市水道事業会計予算繰越計算書について 

       議案第４８号 徳島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の 

              減少に伴う徳島県市町村総合事務組合規約の変更について 

○議長（稲岡正一君） 次に、日程第３、報告第１号、報告第２号及び議案第４８号を議

題といたします。 

 これより議案に対する質疑を行いますが、通告がありませんので質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議案となっております報告第１号、報告第２号及び議案第４８号の計３件は、

会議規則第３７条第２項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに



- 217 - 

ご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（稲岡正一君） 異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに決

定いたしました。 

 これで本日の日程は終了いたしました。 

 次回の日程を報告いたします。 

 １０日１０時より総務常任委員会、１１日１０時より文教厚生常任委員会、１２日１０

時より産業建設常任委員会です。 

 なお、次回本会議は６月２４日午前１０時再開といたします。 

 本日はこれをもって散会といたします。 

            午後６時１９分 散会 

 


